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 開  会  

 議  長  おはようございます。 

 ただ今の出席議員数は、９名です。 

 定足数に達していますので、令和７年第７回東峰村議会定例会を開会いたします。 

 （９時３０分） 

 開  議  

 議  長  本会議に先立ち、議長の諸般報告を行います。 

 報告については、お手元に配布しております議案書の最後のページの、議長諸般報告

をもって代えさせていただきます。 

 それでは、ただ今から配布しております日程により、議事を進めてまいります。 

 日程第１  

 議  長  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、 

９番 黒川隆康議員、１番 和田将幸議員を指名いたします。 

 日程第２  

 議  長  日程第２ 「会期の決定について」を、議題といたします。 

 議会運営委員会委員長に、議会運営委員会の報告を求めます。 

９番 黒川隆康議員 

 ９  番  今期定例会の議会運営にあたり、議会運営委員会の協議の結果について、ご報告を申

し上げます。 

 本日招集に係る令和７年第７回東峰村議会定例会の運営につきましては、１１月２７

日に議会運営委員会を開催しました。 

 議案につきましては、専決処分の承認が１件、条例の一部改正が２件、計画の変更が

１件、補正予算が２件、選挙が１件予定されています。 

 会期につきましては、慎重に審議をいたしまして、本日９日から１６日までの８日間

と決定いたしました。 

 会期日程につきましては、お手元に日程表を配布しております。 

 まず、議案上程後、村長のあいさつ及び提案理由の説明を聴取し、各課長の補足説明

の後、通告順に一般質問を予定いたしております。 

 １０日には引き続き一般質問を行い、１１日には議案の審議、質疑、討論、採決を予

定いたしております。 

 以上、簡単でありますが、議会運営委員会の協議の概要であります。 

 本定例会が円滑に運営されますように、特段のご協力を賜りますよう心からお願いい

たしまして、報告といたします。 

 議  長  ただ今、議会運営委員長より報告がありました。 

 本定例会の会期は、本日９日から１６日までの８日間といたしたいと思います。 

 お諮りします。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認め、会期は、１２月９日から１２月１６日までの８日間と決定いたしま

した。 

 日程第３  

 議  長  日程第３ 事務局長に議案の上程報告を求めます。 

事務局長 

（事務局長議案上程報告） 

 議  長  事務局長より議案の上程報告が終わりました。 
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 日程第４  

 議  長  日程第４ 「村長あいさつ及び提案理由の説明」を求めます。 

村長 

 村  長  皆さん、おはようございます。 

 本日ここに令和７年第７回東峰村議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様

方には公私ともご多忙の中、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。 

 また、日ごろから村政の円滑な運営をはじめ、関係する政策全般につきご理解、ご尽

力をいただき、深く感謝を申し上げます。 

 さて、１０月５日執行の東峰村長選挙におきまして、村民の皆様より信任をいただき、

１０月２０日より引き続き２期目の重責を担わせていただくこととなりました。皆様か

らの力強いご支援や温かい励ましをいただきましたことを、心より感謝を申し上げま

す。 

 これまでの１期４年の取り組みに対する皆様の評価や思い、期待をしっかり受け止

め、より皆様が安全・安心してこの東峰村で暮らせることができるよう村政のかじ取り

をさらに進めてまいりたいと思っております。 

 令和３年１０月村長就任以来、災害からの復旧・復興はもちろんのこと、持続可能な

村づくりのための取り組みを進めてまいりました。 

 医療・買い物・交通環境の整備や子育て環境・特色ある学校教育の充実、デジタルが

当たり前になる村、住民自治による持続可能な地域づくりなどに取り組んでまいりまし

た。 

 本年度第３次東峰村総合計画を策定いたしました。「東峰村の１０年物語」、出来上が

りが９月になり大変申し訳ありませんでしたが、今回は概要版ではなく、本編を各家庭

にお届けしています。１０年後の東峰村を考えるときに、皆様のそばに携えていただけ

る計画としました。 

 総合計画、総合戦略では、大きく３つの柱を立てています。 

 １つは、東峰学園が複式にならない長期的な移住施策の実施、「こどもが真ん中！誰

もが生涯輝くむらづくり」です。 

 子育て環境や特徴ある教育、保・小中一貫教育のさらなる充実や推進を図り、これま

で行ってきた安心して暮らせるための「医療・買い物・交通」環境をさらに使いやすく

すること。特に、デジタル技術の進歩に合わせて、ＤＸによる生活幸福度をさらに高め

ること。また、コミュニティの拠点づくりに合わせた子どもの遊び場の整備に取り組ん

でまいります。 

 特に、子育て、教育環境は、他に抜きん出て素晴らしい取り組みを行っていますが、

どうしても移住を考えている人に向けた情報戦略がうまくいっていないと思っていま

す。 

 就任当初から情報戦略が最も大事と言い続けていますが、専任の職員がいないなどの

課題の中で、未だ不十分な状況であると感じています。 

 ２つ目は、「美しい自然伝統産業を活かしたむらづくり」です。 

 先日１２月１日に、観光を推進する組織を立ち上げました。名称は「東峰むらたび観

光局」としました。人の流れを村に呼ぶだけでなく、人流や関係人口の増加により、村

の産業の活性化、新しい仕事づくり、人材確保の仕組みづくりなど、経済活動の好循環

の実現を図ります。また、世界に誇れる小石原焼、高取焼の魅力増強を進め、次世代に

繋ぎ、発展させていきます。 

 新しい産業づくりにおいても、稼働にあたり関係者の皆様にご迷惑、ご負担をおかけ

いたしましたが、獣肉処理施設がようやく稼働し、新たな特産品開発やジビエメニュー

の開発を行うこととしています。ジビエは、今後の東峰村の産業戦略を担う重要な役割
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を持っていますので、山里の和、山のぼせ、山としっかり連携をしながら、有害鳥獣対

策にも取り組んでまいります。 

 ３つ目は、「東峰村が持続するための強いむらづくり」です。 

 強い村、これまでも何度も申しておりますが、強い村とは、「災害に強い村」、「強い

財政」、「強い行政」、「強い地域」だと考えます。 

 その中でも「強い地域」、自分たちで考え実行する仕組みづくり、地域コミュニティ

協議会が無くてはならないと思っています。地域コミュニティ協議会で、自分たちの地

域に暮らす人が危機感や課題意識を共有し、自分事として捉え、考え行動し、稼ぐ力を

高めることで、みんなが笑顔で楽しく元気に生活できるようにしたいと考えています。 

 総合計画の中で示された将来像「私がやる！我ら村守（むらもり）」、最も大切なキー

ワードだと思っています。少子高齢化や産業の後退などが進む中で、１０年後も５０年

後も東峰村が東峰村であり続けるために、皆さんと一緒に考え、様々な施策に取り組ん

でまいりたいと考えています。 

 どんなに素晴らしい自然や歴史があっても、やはり最後は人です。人が繋がらないと、

地域の存続はできません。行政だけではできない、もちろん住民の皆様だけでもできま

せん。行政と地域が手を取り合って協働することで、一つ一つの力が足し算でなく掛け

算の効果を生むと信じています。 

 それぞれの立場で、自分事として捉えて、「私がやる！」の覚悟で前に進まなければ

ならないと、２期目の就任において決意を新たにし、元気な稼げる村にしていく所存で

あります。 

 それでは、本定例会に執行部から提案しております、各議案等について説明を申し上

げます。 

 本定例会には、専決処分の承認１件、条例の一部改正２件、計画の変更１件、補正予

算２件、計６件の議案等を提案申し上げ、ご審議をお願いする次第であります。 

 承認第４号、専決処分の承認を求めること（専決第４号）につきましては、令和７年

１０月５日執行予定の東峰村長選挙について、今後当該費用の不足が生じることになっ

た場合、速やかに対応する必要があり、また、令和７年９月１日付けで東峰村議会議員

の欠員が生じたことに伴い、東峰村議会議員補欠選挙を執行するため、予算の増額の必

要が生じましたが、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため、議会を招集

する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第１７９条第１項の規定

により専決処分したので、同条第３項の規定により報告し承認を求めるものでありま

す。 

 議案第４５号、東峰村特別職の職員の給与等に関する条例及び東峰村議会の議員の報

酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、令和７年１

１月２５日付、東峰村特別職報酬等審議会の答申を受け、本条例の一部を改正するもの

です。 

 議案第４６号、東峰村一般職の職員の給与に関する条例及び東峰村一般職の任期付職

員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、人事院勧告に準

じて本条例の一部を改正するものです。 

 議案第４７号、東峰村過疎地域持続的発展計画（令和３年度～令和７年度）の変更に

つきましては、計画中「７子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進」、

「１４過疎地域持続的発展特別事業（再掲）」中の事業を削除、及び「９教育の振興」

に新規事業を追記するため、本計画の一部を改正するものです。 

 議案第４８号、令和７年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第５号）につきまして

は、歳入歳出それぞれに１億８，０８７万３千円を追加し、歳入歳出総額を４５億１，

１２１万３千円とするものです。 



4 

 

 歳出では、一般管理費１，１４６万８千円、財産管理費７７０万円、電算事務費２０

１万１千円、選挙管理委員会費５万円、統計調査費３９万７千円、社会福祉総務費１５

万９千円、国民健康保険基盤安定費１，１４９万円、重度障害者医療費２２万９千円、

障害者福祉費５５０万円、保健福祉センター管理費１億２，６７２万８千円、小石原診

療所費２５５万１千円、荒廃森林整備事業費８万８千円、水源保全事業費８２６万３千

円、学校管理費７０万円、償還金利子３５３万９千円、また、一般財源から国庫支出金

への財源組換えとして、物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金３８万７千円、価格

高騰緊急支援給付金５８７万５千円、児童福祉施設費４０万６千円の財源の組換えを行

っております。 

 歳入では、国庫支出金、県支出金、基金繰入金、諸収入、村債をそれぞれ計上してお

ります。 

 議案第４９号、令和７年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第１

号）につきましては、歳入歳出それぞれに１，１４９万円を追加し、歳入歳出総額を３

億２，８４１万５千円とするものです。 

 歳出では、一般管理費５２万８千円、交付金償還金１，０９６万２千円を計上してお

ります。 

 歳入では、一般会計繰入金を計上しております。 

 以上、提案理由の概要を申し上げましたが、皆様方には慎重審議いただき、ご可決賜

りますようお願い申し上げ、私の提案理由の説明といたします。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 議  長  以上、村長の提案理由の説明が終わりました。 

 日程第５  

 議  長  日程第５ 一般質問につきましては、日程第６から日程第１１までの補足説明終了後

に行います。 

 日程第６  

 議  長  日程第６ 承認第４号「専決処分の承認を求めることについて（専決第４号）」 

 補足説明を担当課長に求めます。 

総務企画課長 

総務企画課長  １７ページをお願いいたします。  

承認第４号「専決処分の承認を求めることについて（専決第４号）」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により報告し承認を求める。 

 令和７年１２月９日提出、東峰村長名でございます。 

 １８ページをお願いいたします。 

 東峰村専決第４号、専決処分書。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和７年度東峰村一般会計歳入歳出補正

予算（第４号）を専決処分する。 

 令和７年９月１６日、東峰村長名でございます。 

 理由、令和７年１０月５日執行予定の東峰村長選挙について、今後当該費用の不足が

生じることとなった場合、速やかに対応が必要であるため。また、令和７年９月 1日付

で東峰村議会議員の欠員が生じたことに伴い、東峰村議会議員補欠選挙を行う必要が生

じたため、予算の増額の必要性が生じたが、議会の議決すべき事件について特に緊急を

要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第

１７９条第１項の規定により専決処分するものでございます。 

 １９ページをお願いいたします。 

 令和７年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第４号） 
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 令和７年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３５７万６

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４３億３，０３４万円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和７年９月１６日提出、東峰村長名でございます。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 第１表歳入歳出予算補正、歳入でございます。 

 １５款２項基金繰入金、補正額３５７万６千円、補正後の額４３億３，０３４万円。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 歳出、２款４項選挙費、補正額３５７万６千円、補正後の額４３億３，０３４万円で

ございます。 

 ２４ページをお願いいたします。明細でございます。 

 ２歳入、１５款２項１目財政調整基金繰入金３５７万６千円、節でございますが、財

政調整基金繰入金、でございます。 

 ２５ページをお願いいたします。 

 歳出のほうでございます。 

 ２款４項３目村長選挙費、補正額７０万円、１８節選挙運動公費負担金、当初２名で

ございましたが、３名の変更で７０万円の増額補正でございます。 

 ２款４項７目村議会議員選挙費、詳細でございます。１節開票立会人１０名、その他

投開票の事務従事者分としまして１６万４千円の増額補正でございます。 

 １０節候補者交付物資としまして４０万円の消耗品の増額補正、投票用紙それから選

挙広報等の印刷製本費で１７万円の増額補正、１１節証紙代としまして５千円の増額補

正、１２節ポスター掲示板設置委託料としまして、３２カ所分として４５万８千円の増

額補正、１３節個人演説会用の使用料としまして２万円、それから選挙用の事務機器リ

ース代としまして３万円の増額補正でございます。 

 １５節ポスター掲示板の購入費として１８万７千円の補正でございます。 

 １７節選挙用の備品として１０万円の増額補正、１８節選挙運動公費負担金に２候補

者分としまして１３４万２千円の補正でございます。以上でございます。 

 日程第７  

 議  長  日程第７ 議案第４５号「東峰村特別職の職員の給与等に関する条例及び東峰村議会

議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」 

 補足説明を担当課長に求めます。 

総務企画課長 

総務企画課長  議案は２６ページ、その前にお手元のほうにですね、説明書の配布をさせていただい

ております。そちらも併用しながらですね、ご覧いただきたいと思っております。 

 議案第４５号「東峰村特別職の職員の給与等に関する条例及び東峰村議会の議員の報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」 

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 令和７年１２月９日提出、東峰村長名でございます。 

 提案理由、令和７年１１月２５日付 東峰村特別職報酬等審議会の答申を受け、東峰

村特別職の職員の給与等に関する条例及び東峰村議会の議員の報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正するものでございます。 

 ２７ページに行く前に、概要としまして、説明書の２ページのほうの上段部分をご覧

いただきたいと思います。 

 東峰村特別職並びに議会議員の特別給について、年間２．８月分を２．８２５月分、
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０．０２５月分引き上げ改正するものでございます。 

 今回の改正は、第１、２条で、東峰村特別職を、第３、４条で議会議員について、期

末手当の支給割合を、第１、３条で令和７年度改正内容、第２、４条で令和８年度以降

の内容を、二段階方式の改定について条文化しているものでございます。 

 それでは、議案の２７ページのほうをお願いいたします。 

 東峰村特別職の職員の給与等に関する条例及び東峰村議会の議員の報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条、東峰村特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

 期末手当、第４条第１項の条文中、２列目でございますが、「合計額に」の後に、「６

月に支給する場合には」、及び１４０の後に、「１２月に支給する場合には１００分の１

４２．５」の文言をそれぞれ追加します。 

 第２条、東峰村特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

 期末手当、第４条第１項条文中、２段目でございますが、「６月に支給する場合には」

を削除、その下、「１４０、１２月に支給する場合には１００分の１４２．５」を「１

４１．２５」に文言を変更する。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 第３条、東峰村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改

正する。 

 期末手当、第５条第２項の条文中、２列目でございますが、「合計額に」の後に「６

月に支給する場合には」、並びに１００分の１４０の後に、「１２月に支給する場合には

１００分の１４２．５」の文言をそれぞれ追加、その下でございます。 

第４条、東峰村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改

正する。 

期末手当、第５条第２項条文中、２列目でございます。「６月に支給する場合には」

を削除、その３列目でございます。「１４０、１２月に支給する場合には１００分の１

４２．５」を「１４１．２５」に変更します。 

 附則、施行期日等、第１条、この条例は、公布の日から施行する。 

 ただし、第２条及び第４条の規定は、令和８年４月１日から施行する。 

 ２、第１条の規定による改正後の東峰村特別職の職員の給与等に関する条例の規定及

び第３条の規定による改正後の東峰村議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定

は、令和７年４月１日から施行する。 

 ２９ページをお願いします。 

 給与の内払、第２条、改正後の特別職給与条例又は改正後の議会報酬条例の規定を適

用する場合には、第１条の規定による改正前の東峰村特別職の職員の給与等に関する条

例又は第３条の規定による改正前の東峰村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する

条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正

後の議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。以上でございます。 

 日程第８  

 議  長  日程第８ 議案第４６号「東峰村一般職の職員の給与に関する条例及び東峰村一般職

の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」 

 補足説明を担当課長に求めます。 

総務企画課長 

総務企画課長  ３０ページをお願いいたします。 

 議案第４６号「東峰村一般職の職員の給与に関する条例及び東峰村一般職の任期付職

員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」 

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 
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 令和７年１２月９日提出、東峰村長名でございます。 

 提案理由、人事院勧告に準じて、東峰村一般職の職員の給与に関する条例及び東峰村

一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正するものでございます。 

 概要としまして、説明書のほうをご覧いただきたいと思いますが、説明書の２ページ

目の下段部分及び３ページをご覧いただきたいと思います。 

 一般職の月例給につきましては、民間企業との格差を解消するため、若年層に重点を

置きつつ、その他職員も官民格差是正のため給料表を引き上げ改定するものでございま

す。 

 特別給については、年間４．６月分を４．６５月分、０．０５月分を期末手当、勤勉

手当分に分けて引き上げ改定するもので、再任用職員においては、２．４月分を２．４

５月分、０．０５月分を期末手当、勤勉手当分に分けて引き上げ改定するものでござい

ます。 

 第１、２条で一般職、再任用職員を、第３、４条で特定任期付職員について給料表、

特別給の期末・勤勉手当、それぞれの内容を改定しております。 

 この改正につきましても、先ほど特別職等の改正に準じた形で条建てされておりま

す。 

 それでは、議案書の３１ページをお願いいたします。 

 東峰村一般職の職員の給与に関する条例及び東峰村一般職の任期付職員の採用等に

関する条例の一部を改正する条例 

 第１条、東峰村一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

 期末手当、第１９条第２項条文中、「期末手当基礎額に」の後に「６月に支給する場

合には」、並びに５列目に「１２月に支給する場合には１００分の１２７．５を乗じて

得た額」、「特定幹部職員にあっては１００分の１０７．５を乗じて得た額」の文言を追

加。 

 その下でございます。 

 第３項条文中「１００分の６０」の後に、１００分の１２７．５とあるのは「１００

分の７２．５」と、「１００分の１０７．５」とあるのは「１００分の６２．５」の文

言を追加いたします。 

 ３２ページ、勤勉手当、第２０条第２項第１号の条文中、「加算した額に」の後に、「６

月に支給する場合には」、「１００分の１２５」の後に、「１２月に支給する場合には１

００分の１０７．５」、「特定幹部職員にあっては１００分の１２７．５」の文言を追加

いたします。 

 同第２号中、「勤勉手当基礎額に」の後に、「６月に支給する場合には」、その下の下

でございますが、「１００分の６０」の後に、「１２月に支給する場合には１００分の５

２．５」、「特定幹部職員にあっては１００分の６２．５」の文言をそれぞれ追加いたし

ます。 

 ３３ページをお願いいたします。 

 行政職給料表について、３３ページから３７ページに変更を記載しております。 

 医療職につきましては、３８ページから４１ページに変更をしておりますので、お目

通しをお願いいたします。 

 ４１ページをお願いいたします。 

 第２条、東峰村一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

 期末手当、第１９条第２項条文中「６月に支給する場合には」の文言を削除、「１０

０分の１２５」を「１００分の１２６．２５」に変更、５列目でございますが、「１０

０分の１０５」を「１００分の１０６．２５」に変更、その後でございますが、「１２

月に支給する場合には１００分の１２７．５を乗じて得た額（特定幹部職員にあっては
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１００分の１０７．５を乗じて得た額）に、基準日以前６箇月以内の期間における当該

職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額」の文言を削除、

その下でございます。 

 同３項中の条文中で２列目、「１００分の１２５」を「１００分の１２６．２５」に、

３列目、「１００分の７０」を「１００分の７１．２５」に、「１００分の１０５」を「１

００分の１０６．２５」の文言にそれぞれ変更いたします。 

それと「１００分の６０」を「１００分の６１．２５」に変更いたします。 

 それと最後のほうに「と１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の７２．５」

と、「１００分の１０７．５」とあるのは「１００分の６２．５」の文言を削除いたし

ます。 

 その下でございます。 

 勤勉手当、第２０条第２項第１号の条文中「６月に支給する場合には」の文言を削除

いたします。「１００分の１０５」を「１００分の１０６．２５」に変更、「１００分の

１２５」を「１００分の１２６．２５」に変更、その後にあります「１２月に支給する

場合には１００分の１０７．５（特定幹部職員にあっては１００分の１２７．５）」の

文言を削除いたします。 

 ４３ページをお願いいたします。 

 同条の２号中の条文中「６月に支給する場合には」を削除。「１００分の５０」を「１

００分の５１．２５」に変更、「１００分の６０」を「１００分の６１．２５」に変更、

その後の「１２月に支給する場合には１００分の５２．５（特定幹部職員にあっては１

００分の６２．５）」の文言を削除いたします。 

 第３条、東峰村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

 東峰村一般職の任期付職員の採用等に関する条例第７条第１項中の号給月額を、ご覧

のとおり変更いたします。 

 その下、第７条の第４項条文中、「１００分の９５」の後に「１００分の１２７．５」

とあるのは「１００分の９７．５と」の文言を追加いたします。 

 その下でございます。 

 ４４ページ、「８７．５と」の後に「１００分の１０７．５」とあるのは「１００分

の９０と」の文言を追加いたします。 

 第４条、東峰村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

 第７条第４項条文中「１００分の１２５」を「１００分の１２６．５」、その横でご

ざいますが、「１００分の９５」を「１００分の９６．２５」に変更、その後に「１０

０分の１２７．５」とあるのは「１００分の９７．５と」の文言を削除、下から３列目

でございますが、「１００分の１０５」を「１００分の１０６．２５」に変更、「１００

分の８７．５」を「１００分の８８．７５」に変更、とその後に「と１００分の１０７．

５」とあるのは「１００分の９０」の文言を削除いたします。 

 附則、施行期日等、第１条、この条例は、公布の日から施行する。 

 ただし、第２条及び第４条の規定は、令和８年４月１日から施行する。 

 ２、第１条の規定による改正後の東峰村一般職の職員の給与に関する条例の規定及び

第３条の規定による改正後の東峰村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定

委は、令和７年４月１日から適用する。 

 ４５ページをお願いいたします。 

 給与の内払、第２条、改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用す

る場合には、第１条の規定による改正前の東峰村一般職の職員の給与に関する条例又は
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第３条の規定による改正前の東峰村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定

に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例

の規定による給与の内払とみなす。以上でございます。 

 日程第９  

 議  長  日程第９ 議案第４７号「東峰村過疎地域持続的発展計画（令和３年度～令和７年度）

の変更について」 

 補足説明を担当課長に求めます。 

総務企画課長 

総務企画課長  ４６ページをお願いいたします。 

 議案第４７号「東峰村過疎地域持続的発展計画（令和３年度～令和７年度）の変更に

ついて」 

 東峰村過疎地域持続的発展計画を別紙のとおり変更したいので、過疎地域の持続的発

展の支援に関する特別措置法第８条及び東峰村議会基本条例第１０条の規定に基づき

議会の議決を求める。 

 令和７年１２月９日提出、東峰村長名でございます。 

 提案理由、計画中「７子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進」

「１４過疎地域持続的発展特別事業（再掲）」中の事業を削除、及び「９教育の振興」

に新規事業を追記するため、東峰村過疎地域持続的発展計画（令和３年度～令和７年度）

の一部を変更するものである。 

 ４７ページをお願いいたします。 

 概要としましては、令和７年６月の議会において追加整備させていただきました食品

アクセス事業に係る生活支援拠点整備事業におきまして、県からの計画指導もございま

したことから、「７の子育て環境の確保、高齢者等の保健・福祉の向上及び増進」から

「９の教育の振興」に計画の移動変更を行うものでございます。 

 それでは、議案の４７ページでございます。 

 東峰村過疎地域持続的発展計画（令和３年度～令和７年度）の一部を次のように変更

する。 

 「７子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進」の表中、事業名（８）

過疎地域持続的発展特別事業、児童福祉、高齢者・障害者福祉、健康づくりの事業内容、

一番下段でございますが、「生活支援拠点整備事業、東峰村」の部分を削除いたします。 

 ４８ページ、「９教育の振興」、（３）計画（令和３年度～令和７年度）でございます

が、「８教育の振興」中に、事業名（２）集会施設、体育施設等の中に事業内容としま

して、「集会施設整備事業、東峰村」を追加します。 

 ４９ページをお願いいたします。 

 「１４．疎地域持続的発展特別事業（再掲）」の事業計画中の事業内容、一番下段で

ございますが、「生活支援拠点整備事業」のほうを削除いたします。以上でございます。 

日程第１０  

 議  長  日程第１０ 議案第４８号「令和７年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第５号）」

について 

 補足説明を担当課長に求めます。 

総務企画課長 

総務企画課長  ５０ページをお願いいたします。 

 議案第４８号「令和７年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第５号）」 

 令和７年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億８，

０８７万３千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億１，１２１万
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３千円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 地方債の補正、第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことのでき

る地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方

債の補正」による。 

 令和７年１２月９日提出、東峰村長名でございます。 

 ５１ページをお願いします。 

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入でございます。 

 １１款１項国庫負担金２７５万円、２項国庫補助金６２６万２千円、１２款１項県負

担金１３７万５千円、２項県補助金４０万６千円、３項委託金４０万７千円、１５款２

項基金繰入金４，８６７万６千円、１７款４項雑入９万７千円、１８款１項村債１億２，

０９０万円、それぞれ増額補正でございます。 

 増額補正合計１億８，０８７万３千円、補正後の額４５億１，１２１万３千円でござ

います。 

 ５２ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 ２款１項総務管理費２，１１７万９千円、４項選挙費５万円、５項統計調査費３９万

７千円、３款１項社会福祉費１億４，４１０万６千円、２項児童福祉費０円、４款１項

保健衛生費２５５万１千円、６款２項林業費８万８千円、８款１項土木管理費８２６万

３千円、１０款２項小学校費７０万円、１２款１項公債費３５３万９千円の増額補正で

ございます。 

 補正額合計１億８，０８７万３千円、補正後の額４５億１，１２１万３千円でござい

ます。 

 ５３ページをお願いいたします。 

 第２表地方債の補正、起債の目的としまして、緊急防災・減災事業債、こちらのほう

限度額を１億２，０９０万円増額し、１億３，４８０万円の限度額に変更。 

 起債の方法、利率、償還方法等に変更はございません。 

 ５６ページをお願いいたします。明細でございます。 

 ２、歳入、１１款１項１目民生費国庫負担金２７５万円、障害者総合支援給付費国庫

負担金でございます。歳出箇所は３款１項７目でございます。 

 １１款２項１目総務費国庫補助金６２６万２千円、緊急経済対策地方創生臨時交付金

でございます。歳出先が２款１項３５目、３款１項１５目でございます。 

 １２款１項１目民生費県負担金１３７万５千円、障害者総合支援給付費県費負担金で

ございます。歳出のほうが３款１項７目のほうでございます。 

 １２款２項２目民生費県補助金４０万６千円、福岡県第３子以降保育料無償化事業費

の補助金でございます。歳出のほうが、３款２項３目でございます。 

 １２款３項１目総務費県委託金４０万７千円、詳細としまして、国勢調査費３６万９

千円、歳出先が２款５項５目でございます。 

 経済センサス３万１千円、農林業センサスが７千円でございます。歳出先が２款５項

２目でございます。 

 その下でございます。１５款２項１目財政調整基金繰入金３，４４４万８千円でござ

います。 

 ５７ページをお願いいたします。 

 １５款２項１２目施設改修等基金繰入金１，４２２万８千円、施設改修等基金繰入金

でございます。歳出先が２款１項５目、３款１項８目及び１０款２項１目でございます。 
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 １７款４項１目雑入、補正額９万７千円、返還金でございます。歳出先が６款２項８

目でございます。 

 １８款１項７目消防債１億２，０９０万円の補正でございます。保健福祉センター機

能強化のための緊急防災・減災事業でございます。歳出先が３款１項８目でございます。 

 歳入については、以上でございます。 

 続きまして、５８ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。ここからは各関係課からの発言とさせていただきます。 

 まず、総務企画課から、２款１項１目一般管理費、補正額１，１４６万８千円。 

 明細でございます。２節、職員５７名分の給料の、今回の法改正によります増額分の

補正でございます。 

 それからその下、３節特別職手当１０万円、期末手当２３６万１千円、勤勉手当３４

５万９千円、地域手当１６万８千円、今回の法改正によります増額分の補正でございま

す。 

 それから、２款１項５目財産管理費７７０万円の増額補正、設備修繕費としまして、

旧アクアクレタ、旧宝珠山小学校ですね、の給湯設備におきまして、令和７年２月の寒

波によりまして、設備内の配管が破損したことによりまして、漏水が発生し設備内の基

盤等が破損したため、メーカーのほうに復旧調査を依頼しましたが、ＰＬ法上の安全確

保ができないということで、全体的な取り替えが必要となったため更新するものでござ

います。 

 それから、２款４項１目選挙管理委員会費５万円、内容としましては、新委員のバッ

ジ等の補充、消耗品の増額でございます。 

 その下、２款５項２目各種統計費、こちらのほうは農林業及び経済センサスの調査区

管理備品として消耗品４万５千円を上げております。 

 それからその下、２款５項５目国勢調査費３５万２千円の増額補正、こちらのほうが

明細としましては、委員会等の報酬、調査員１６名、それから指導員２名の報酬基準の

上昇による補正。当初が５年前の基準で予算立てしておりましたので、今回の報酬基準

に見直し増額するものでございます。 

 それからその下、消耗品費２０万円の補正でございます。こちらのほう説明書のほう

の５ページに詳細を付けておりますので、ご覧いただきたいと思っております。 

 それから６０ページ、１２款１項２目利子３５３万９千円の増額補正、こちらのほう

が既発債の利子及び新発債の利子について、当初予算編成時では償還利子額の確定がで

きなかったため、今回確定により、その増額分を補正するものでございます。 

 総務企画課からは、以上でございます。 

 議  長  住民福祉課長 

住民福祉課長  ５８ページをお願いいたします。 

 ２款１項１４目、１２節委託料、補正額２０１万１千円、これは、戸籍システム、共

同親権対応に係る改修費でございます。以前は、離婚などによる親権者は単独親権、ど

ちらか片方でございましたが、法改正により令和８年４月から共同親権が可能となった

ことからシステム改修を行うものでございます。 

 その下でございます。３５目物価高騰対応重点支援地方創生交付金、国庫補助金、３

８万７千円の財源充当でございます。歳出は９月で補正いただきましたので、今回は歳

入の補正のみでございます。これは、５６ページに記載しております歳入１１款２項１

目、２６節緊急経済対策地方創生臨時交付金６２６万２千円のうち不足額給付に係るシ

ステム改修分の３８万７千円を財源に充当するものでございます。 

 ３款１項１目、１０節需用費、補正額１５万９千円、これは、民生委員・児童委員の

一斉改選に伴う活動用パック、防寒用ジャケットなど貸与品の購入費でございます。 
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 ５９ページをお願いいたします。 

 ３款１項３目、２７節繰出金、補正額１，１４９万円、国保特別会計の職員給与改定

に係る不足分５２万８千円、その他繰出金は交付金精算による返還分１，０９６万２千

円でございます。 

 その下でございます。４目２２節償還金利子及び割引料、補正額２２万９千円、これ

は、令和６年度分実績報告、精算により超過交付となった県補助金を返還するものでご

ざいます。 

 その下でございます。７目１９節扶助費、補正額５５０万円、これは、障害者自立支

援給付費のうち療養介護の利用者が１名増加し、生活介護、施設入所支援の処遇改善加

算が見直されサービス単価が上がったこと、障害者支援区分の審査で５名の方がより支

援を必要とする区分に上がり、単価が上がったことにより補正が必要となったものでご

ざいます。国２分の１、県４分の１分の負担金の歳入がございます。 

 その下でございます。８目１０節需用費、補正額７２万６千円、いずみ館の消防署の

立ち入り検査により交換を指摘されました消火器、非常用警報器具及び非常口誘導灯バ

ッテリーの取り換え等の更新費用でございます。 

 １４節工事請負費、補正額１億２，６７２万８千円、内訳としまして、設備更新工事

４９９万１千円、これは、いずみ館の防災スプリンクラー用の発電機が経年劣化により

電圧が一定に保てず、正常運転ができないとの指摘を受け、交換する必要があることか

ら補正するものでございます。 

 次に、避難施設機能強化整備工事として１億２，１０１万１千円、これは、いずみ館

の災害時などの機能強化として経年劣化した空調をすべて更新し、いずみ館用の自家発

電機１台を整備するものでございます。 

 その下でございます。１５目価格高騰緊急支援給付金、国庫補助金５８７万５千円の

財源充当でございます。歳出は９月で補正いただいておりますので、今回は歳入の補正

のみでございます。これは５６ページに記載しております歳入、１１款２項１目、２６

節緊急経済対策地方創生臨時交付金６２６万２千円のうち不足額給付金分の５８７万

５千円を財源に充当するものでございます。 

 ３款２項３目児童福祉施設費（民間分）、県補助金４０万６千円の財源充当でござい

ます。歳出は当初予算で計上させていただいておりますので、今回は歳入の補正のみで

ございます。これは、福岡県が第３子以降の保育料の無償化を令和７年９月から実施し

たことに伴い、該当者１０名分の県補助金の受け入れのため、歳入補正を行い、財源に

充当するものでございます。 

 ４款１項５目、２２節償還金利子及び割引料、補正額２５５万１千円、これは、へき

地医療補助金の実績報告精算により、超過交付となった補助金を返還するものでござい

ます。以上でございます。  

 議  長  農林建設課長 

農林建設課長  資料の５９ページの一番下のほうをお願いいたします。 

 ６款２項８目、２２節でございます。荒廃森林整備事業でございます。補正額として

８万８千円を計上させていただいております。内容といたしましては、荒廃森林再生整

備事業の協定解除に伴う返還金でございます。 

既に森林所有者と整備に関して協定提起している案件につきまして、対象森林エリア

内において焼き物や陶器の原料となります陶土の採掘のため、一部森林の所有地を協定

解除し、福岡県に森林の整備に要する費用を返還するものでございます。 

 続きまして、６０ページをお願いします。一番上段になります。 

 ８款１項５目、２２節でございます。水源保全事業費でございます。補正額として８

２６万３千円を計上させていただいております。内容といたしましては、水源涵養基金



13 

 

に要するものでございます。 

 基本的に基金の使途は、大字小石原地区に限りですね、対象となっておりますが、そ

れ以外の地区の対象外事業につきまして、過充当がございましたので、今回基金に戻入

するものでございます。なお、本件の詳細の内訳につきましては、予算補正説明書、徴

求資料の６ページでも確認できますので、お目通しのほうよろしくお願いいたします。 

 以上で、農林建設課の補足説明を終わります。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  ６０ページをご覧ください。 

 １０款２項１目学校管理費、１０節需用費でございます。こちらにつきましては、東

峰学園の学校施設の修繕費を計上しております。 

 こちらにつきましては、修繕費を１１０万円計上しておりますが、法定点検等の修繕

箇所が発生したことから、各エレベーター修繕等を、既に工事をいくつか行っておった

ところでございますが、さらにその後不具合が発生しましたので、今回の修繕費７０万

円が必要になったものでございます。 

 主には卓球場の水道管破損水漏れ、廊下の腐食水漏れ、体育館 1階フロアー仕切りネ

ットの稼働不能、給食の食器消毒保管庫の修理等でございます。詳しくは説明資料の７

ページのほうに記載してございますので、ご一読いただきますようよろしくお願いいた

します。 

 教育課からの説明は、以上でございます。 

日程第１１   

 議  長  日程第１１ 議案第４９号「令和７年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補

正予算（第１号）」について 

 補足説明を担当課長に求めます。 

住民福祉課長 

住民福祉課長  ６１ページをお願いいたします。 

 議案第４９号「令和７年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第１

号）」 

 令和７年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，１

４９万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億２，８４１万５千円と

する。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和７年１２月９日提出、村長名でございます。 

 ６２ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正、歳入、１０款１項他会計繰入金、補正額１，１４９万円、

歳入合計３億２，８４１万５千円でございます。 

 ６３ページをお願いいたします。 

 歳出、１款１項総務管理費、補正額５２万８千円、９款１項還付金及び還付加算金、

補正額１，０９６万２千円、補正額合計１，１４９万円、歳出合計３億２，８４１万５

千円でございます。 

 ６６ページをお願いいたします。 

 ２、歳入、１０款１項１目、３節職員給与等繰入金、補正額５２万８千円、８節その

他一般会計繰入金、補正額１，０９６万２千円でございます。 

 ６７ページをお願いいたします。 
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 ３、歳出、１款１項１目、２節給料、補正額２５万５千円、一般職給与でございます。 

 ３節職員手当、補正額２３万６千円、内訳としまして、期末手当１０万８千円、勤勉

手当１２万８千円でございます。 

 ４節共済費、補正額３万７千円でございます。 

 ９款１項１０目、２２節償還金利子及び割引料、補正額１，０９６万２千円、これは、

令和６年度交付金及び特別調整交付金の精算による返還金でございます。以上でござい

ます。 

 休  憩  

 議  長  以上で、補足説明を終了します。 

 １１時まで休憩します。 

（１０時４６分） 
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 再  開  

 議  長  休憩前に続き、会議を再開します。 

（１１時００分） 

 日程第５  

 議  長  日程第５ 一般質問を行います。 

 一般質問は、８名の議員より提出されております。 

 なお、一般質問に際し、会議規則において、質問者は質問、答弁者の時間を含め持

ち時間は６０分以内となっております。 

 通告に従いまして、順次一般質問をお願いいたします。 

 答弁者、村長以下執行部の皆さんの明瞭、明確な答弁を期待いたします。 

 それでは、質問に入ります。 

 ２番 樋口朗議員の質問を認めます。 

２番 樋口朗議員 

 ２  番  私は今回、３項目の質問をさせていただきます。 

 まず、図書館の整備について質問します。 

 第３次東峰村総合計画が完成し全戸配布されました。総合計画に関わった住民の皆

様や関係者のご労苦に感謝申し上げます。 

 さて、総合計画の１６ページに関係団体ヒアリング調査結果が掲載され、「住んで

もらうための環境づくりが重要」の中に、図書館の整備があります。しかし、３９ペ

ージの施策の柱３「生涯を通じた教育環境の充実」には、（３）村の施設の有効活用

で、公民館図書の充実に変わっています。公民館図書の充実では、現状と全く変わり

ません。図書館の整備の要望がどのような議論、検討を経て公民館図書の充実になっ

たのか、その経緯を村長に伺います。 

 議  長  村長 

 村  長  第３次総合計画をですね、作成する過程において各種関係団体等にアンケートを実

施した際に、子どもの遊び場とか図書館の整備とか、そういった要望があがっていた

というのはですね、認識をしているところでございます。 

 担当課であります教育課や村の課長以上の職員で構成いたします総合計画等策定

委員会を協議する中で、経費面も考えた中で、新たに図書館として整備、新築という

意味なんですけど、整備するのではなく、基幹集落センターと小石原庁舎にある図書

館の蔵書数を充実させることで、村民の皆様が本に触れあい、これまで以上に楽しん

でいただける環境整備を進めることと致し、第３次総合計画に公民館図書の充実とい

う形で位置付けをさせていただきまして、東峰村総合計画等審議会や議会の審議を経

させていただいて、計画を策定したという次第、経緯になっております。以上です。 

 議  長  ２番 樋口朗議員 

 ２  番  主に村長は経費のことを心配されたというふうに認識をしております。よくそれは

私も分かります。 

 ただ集落センターのですね、図書室は、あれ昔はですね、昔、営農相談室がありま

した。そこの隣にあったものを、実は自分が下に降ろしてですね、ああいうロビーに

おかして現在に至っているということでございます。 

 それから夏休み期間中は、今のふるさと推進課のほうを冷房を入れてですね、子ど

もたちの学習環境に提供させた経緯があります。それは相当昔の話ですけどですね。 

 私事で恐縮ですが、平成２９年から毎月１回読み聞かせのため、早朝に東峰学園を

訪ねます。授業が始まる前、多くの児童が図書室に読み終えた本を返しに来て、また

新しい本を借りていきます。どの子どもたちも本に出合えた喜びが顔にあふれ輝いて

います。本に出合える喜びは子どもの時だけではありません。誰もが年齢に関係なく



2 

 

一生涯持ち続けるものだと思います。 

 旧朝倉郡内では、合併前から旧杷木町はらくゆう館、旧朝倉町は町民センター、旧

三輪町はめくばーる三輪、旧夜須町はコスモスプラザと立派な図書館が整備され、東

峰村民にとってうらやましく思います。 

 図書館の整備ではなく公民館図書の充実で、東峰村に住んでもらうための環境づく

りの機能を果たすことができるのか、村長に伺います。 

 議  長  村長 

 村  長  私も職員をしておりましたので図書館の経緯、元々自分が公民館の担当をしている

時には、ちょうど１階に集会室がございましたが、そこを元々会議室だったんですけ

ど、そこを図書室という形にして、そこで読み聞かせ等をですね、行っていた、この

分については理解しているところでございます。 

 先ほど議員さん申されました学校の図書についてはですね、非常に充実していると

いうふうには思っております。それの開放等の課題もあったんですけど、それまでち

ょっと行き当たってないという部分ですね。 

 それと、今、併せて図書につきましては、今後コミュニティやそういった部分を整

備する中で、今、議員さんもいつも言われております基幹集落センターの機能が無く

なっているという部分、その辺りも含めたところでですね、新築というわけにはいか

ないんですけど、既存の施設を活用した方法がないか、その中で図書についてはです

ね、考え得る部分ではないかなというふうには思っているんですが、ちょっと今のと

ころですね、具体的な案が出ていないというところでございますので、今、図書コー

ナーの充実という形で、現状をいかに進めて充実させていくかという形にさせていた

だいているところでございます。 

 これについては、村として全体的な、前回他の議員さん、同僚議員が申されました

村の機能としてのグランドデザインをする中で、やっぱり行政、福祉の拠点、また教

育の拠点、産業・観光の拠点、そういった部分を考える中で、ちょっと自分としても

進めていかなければいけないかなというふうに思っているところでございます。以上

です。 

 議  長  ２番 樋口朗議員 

 ２  番  私も行政におりましたからですね、予算が大変心配だと、そういった村長の心配は

よく分かります。 

 ただ合併して、東峰村には遊休施設がたくさんありますので、そういったのを手始

めにまた有効活用という方法も考えられるのではないかと思っております。 

 私は、移住・定住政策の中で、図書館は大きなインパクトになると思います。読書

だけではなく、講習会、学習会、集会、映画や音楽鑑賞、レクレーションなど、様々

な場面で子どもから高齢者まで、出会い、語り合い、交流、地域づくり、自己実現の

場となります。このすばらしい図書館があるから東峰村に住み続けたい、あのすばら

しい図書館があるから東峰村に移住したいと思っていただける可能性を秘めていま

す。 

 筑前町は県内でも移住者の多い町だと聞いています。都市圏に近い土地の有利性だ

けではなく、図書館を中核とした生涯学習施設、即ちめくばーる三輪とコスモスプラ

ザの２カ所もあるので、要因の一つではないかと思います。人口減少が止まらない東

峰村だからこそ図書館は必要な施設だと思いますが、村長の考えを伺います。 

 議  長  村長 

 村  長  図書館、色んな他の自治体の事例を見ても、空き家を図書館に改修して民間の方が

されるとか、後の質問にもあると思うんですけど、自治体の中で造られている部分、

こういったところにおいても、それが申し訳ございません、自分の認識として、移住・
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定住に対するインパクトになるというところ、認識がちょっと違うのかな。自分の認

識が足りなければ大変申し訳ないと思っておりますが。 

 図書館イコール人が集まる場所、そこで色んなことができる場所という意味であれ

ば、図書がメインなのか人が交流するのがメインなのか、そういった部分があったほ

うがいい、ちょっとすみません、表現が、申し訳ないですけど。ということはですね、

十分理解はしているところでございます。 

 ただ、村の施設を見る中でですね、そういった位置付けになるような施設が、ちょ

っと自分の中でもなかなか、他の部分を見てもイメージができないところがございま

すので、例えばいずみ館、例えばいぶき館、旧宝珠山小学校の活用、そういったとこ

ろに、もし造ったとしても、そういう交流という部分の施設まで含有できるかという

部分については、ちょっと自分としてもまだ具体的なですね、考え方、イメージがで

きているものではございませんので、これについてどういう形がいいのかという部分

については、まだまだ検討の余地があるなというふうには思っているところでござい

ます。以上です。 

 議  長  ２番 樋口朗議員 

 ２  番  やっぱり図書館がハード的にあるだけでは駄目だと思います。そこを運営していく

館長さんなり司書の方の頑張りがないと、図書館を中心としたまちづくり、これはな

かなか進まないと思います。 

 私も社会教育を学んでいる時に、図書館でまちづくりをした方を知っておりました

ので、ずっとその人を追っかけて講演等を聞いてきました。 

 もう随分前のことですけども、その方が退職した後に、ある図書館で講演会をしま

した。図書館によるまちづくりです。その講演会場がまた図書館でございましたので、

そこに行くと朝から高齢者や若い人たちがロビーとか図書室、学習室に大勢集まっ

て、本を読んだり新聞読んだり雑誌を読んだり、あるいは話し合いをして、非常にに

こやかでございますし、カフェもありましたので時間をそこで十分費やすことができ

る。そこを見て本当に私は、その講師の話だけではなくて、現実にそういった図書館

が福岡県内にあることを目の当たりにして本当にうらやましく思いましたし、また朝

倉郡内でも、先ほど言いました旧町にはすべて立派な図書館が整備されております。 

 令和５年１１月に議員全員が、人口１２００人の宮城県七ヶ宿町を議員定数問題で

訪ねました。役場近くの広大な敷地に４つの施設がありました。コンビニと生活協同

組合が一緒になった店舗、サウナ付きの温泉施設、ガソリンスタンド、そしてカフェ

レストランを併設した立派な図書館が整備されていて、非常に感銘を受けました。 

 この施設全体を町の承諾を得て、私の議会だより第７号にも掲載させていただきま

した。わずか人口１２００人の町で出来たことが、東峰村で出来ないことはないと思

います。村長は図書館の整備を検討していく意思がないのか、伺います。 

 議  長  村長 

 村  長  結論ではないんですが、今の図書スペースですね、は非常に体制としては不十分だ

というふうな認識は持っております。 

 ただ、先ほど申された県内の図書館という事例の中で、１日来られている方が住民

の方なのか村外の方なのか、そういう求心力があるのかとか、やっぱり建物のイメー

ジ、中身の物語とか、そういった部分をですね、どう作り上げていくかという部分は

非常に重要なことでございますので、実際に今、図書コーナーで本を借りてる方って

実数としてはそんなに多くはございません。 

 少ないからやらないというのではなくて、なぜ少ないのか、どういう形になればも

っと人が利用できるのか、そういった視点での検討と申しますか、住民の皆様方との

ですね、対話と申しますか、そういった部分についてはしっかりできるところからで
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すね、やらせていただきたい、やらなくてはいけないというふうに思っているところ

でございます。 

 図書館、図書室、色んな考え方ありますけど、やっぱり建物の中でどういう機能を

もって、どういう興味と申しますか、そこで過ごす時間をみんなで持ってもらえるか

という部分、なかなか七ヶ宿町の事例を言っていただきました。確かにあそこはもの

すごく、先ほど申した施設が、ほんと機能的に道を挟んで造られている。東峰村は率

直に言って平地というのがなかなか無い部分の中で、今ある施設をどう使っていくの

か、という考えからまだ脱却できてない部分もございますが、こういった部分につい

ても全体的な考え方の中で考えていかなければならない。自分としては、今の図書ス

ペースというのは、不十分であるという認識をもっているということで理解していた

だきたいと思います。 

 議  長  ２番 樋口朗議員 

 ２  番  トップとしてですね、なかなか決断するのは難しいということはよく分かります。 

 ただ、今回の総合計画の策定についてですね、住民のアンケートから図書館の整備

の要望が出ていた、これは間違いないことでございますし、そういった要望が強いこ

とは、いわゆる生涯を通じた教育の充実ではありますが、住んでもらうための環境づ

くり、これがやはり皆さん方もそんな共通認識でいっぱいだと思います。 

 ですから、あとはトップがどのようにそれを現実にするか、勇気をもって現実にす

るか、そこが一番の肝心要ではないかと思います。色んな言い訳でできない理由を探

す、これはもう簡単でございます。誰でもできます。しかし、そこでトップが決断し

図書館整備のほうに向けて動けば、部下は全部それに向かって、どういうふうなこと

がいいだろうかと動くようになると思います。 

 前期計画ではですね、公民館図書の充実という計画で残念ではありますが、５年後

にはまた後期計画を作るように総合計画では予定されると思います。そういったとこ

ろで、ぜひ村長が前向きに決断をしてですね、後期計画では図書館の整備が項目に上

がるようにぜひお願いしたいと思いますが、村長のお考えをお伺いします。 

 議  長  ２番 樋口朗議員 

２  番  樋口議員さんにおかれては、前の議会からもですね、図書館の話、なんですかね、

財政規模の１％を使っている自治体があるとか、そういった部分については、大変自

分も心に残っている部分でございます。 

 そういった部分においても全体的なグランドデザインと申しますか、全体の公共施

設の配置、再配置の中でですね、可能性についてはしっかり検討、実現に向けて検討

させていただきたいと思います。以上です。 

議  長  ２番 樋口朗議員 

２  番  ありがとうございます。実現に向けて検討したいということですから、ぜひですね、

私たちも応援したいと思いますので、後期計画に計画されるようにですね、お願いし

たいと思います。 

 次の質問にまいります。 

 ふるさと推進課が主管する特別定額給付金について質問します。 

 この申請書の添付書類に前年度確定申告書の写しと１通３００円の村税の滞納無

し証明書（過去３年分）が必要です。 

 しかし、ふるさと推進課の担当者が住民福祉課税務係の協力を得て、事前に対象者

の事業収入や年金及び村税の納付状況を調査することが可能だと住民税の担当係長

に聞きました。 

 そうすれば事前審査で受給な方だけに案内し、添付書類は振込口座通帳の写しだけ

になります。しかも事前審査で給付金が受給できると分かっているので申請者は安心
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されるのではないでしょうか。事業収入が少額で交付要件に該当しない人には、その

旨を文書でお知らせすれば納得されると思います。 

 来年度も定額給付金制度を継続する場合事前審査ができないか、担当課長にお尋ね

します。 

議  長  ふるさと推進課長 

ふるさと推進

課長 

 事業者版のですね、特別定額給付金事業、こちらにつきましては、主たる収入がで

すね、事業収入や農業収入の方、こちらの方の申請に基づきまして、要件を満たす場

合に定額を交付させていただいているものになります。 

 その際ですね、事業の収入の判定のためですね、確定申告の写し、こちらのほうで

主たる収入が何かというところを見ているため確定申告の写しを提出していただい

ているというところになっています。 

 ご質問にあります事前に審査ができないかというところについてですけれども、税

務情報につきましては、基本的には利用の範囲が決められているというところで、冒

頭申しましたとおり、本給付金事業はあくまで必要な方の申請によりまして給付を行

っていただくというところにしておりますので、必要書類につきましては、申請者ご

自身で揃えていただくというところが、前提になるかなというふうに考えているとこ

ろではございます。 

 ですのでですね、給付の対象になるか、こういったところが不明でですね、ご不安

があるというようなところはですね、先に、事前にこちらのほうに確定申告の写し

等々、そういった収入の状況が分かるようなものをお持ちいただきましたら、事前に

それを見てですね、一緒に対象になるかならないかというところの判断をさせていた

だければ事前にですね、判定ができますので、余計な添付書類というのの取得の必要

はないかなというふうに考えておりますので、ぜひですね、相談のほうをしていただ

ければというふうに思っているところではございます。以上です。 

 議  長  ２番 樋口朗議員 

 ２  番  今、課長さんお答えした、ちょっと最終的には事務の改善的なことを申したと思う

んですけど、もう一度説明をお願いしたいと思います。 

 議  長  ふるさと推進課長 

ふるさと推進

課長 

 申請の時にですね、本申請といって全部の資料を揃えてですね、最初から申請して

いただくのではなくてですね、先に確定申告書だけでも持っていただきまして、その

数字を見て担当者、こちらのほうでですね、対象になる、ならないかというのを判断

すればですね、その申請の前に滞納無しの証明書とかそういったところを、もし対象

にならないとなれば、無駄に取得するということはございませんので、事前にそうい

った自分の収入が基準まで行っているかどうか判らないというようであれば、先にそ

ういった申請をしていただければ、一定の対応ができるのではないかというふうには

考えているところでございます。以上です。 

 議  長  ２番 樋口朗議員 

 ２  番  いまいち分からないところがあります。 

 なぜかというと、二度手間になるのではないかなと。やっぱ申請者、東峰村は高齢

者が非常に多いですね。何度も役場に行って申請をしなければならない。そしたらも

う一発で終わる今までどおりのほうが、私はいいのではないかというふうに思ってい

るわけなんですが。 

 私もかつて行政にいてですね、この制度はありませんでしたけど、行政の中で個人

情報を守りながら色んな方の収入とかですね、そういったのを申請の、できるかでき

ないかの判断をしたことが、色んな制度の中であります。 

昔は老人医療制度は所得制限がありました。今の老人保健制度ではありません。本
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人所得、配偶者所得、扶養義務者の所得、そういったのを薬事職員が事前に審査して、

この方は老人医療の対象者になる、なる方に申請をしていただくということでした。 

 あるいは昔は、昭和３６年から国民年金が発足しましたので、発足当時すでに高齢

の方は年金保険料を拠出できないので福祉年金というのがありました。それも本人所

得、配偶者所得、扶養義務者所得を役場にある公簿、いわゆる課税台帳等で事前に職

員がチェックして、あなたは福祉年金の該当ができますので、ぜひ申請してください

というふうにやってきました。もう数十年も前のことですから、今それが通用するか

しないか、それは私も分かりません。そして課長さんと事前に打ち合わせした時に、

個人情報保護法の問題もありますというようなこともありました。それも当然だと思

います。 

 ただこれは、本人の利益のために個人情報保護が宿命であります、きちんと守らな

くてはいけない役場職員が内部の公簿でチェックすることですから、個人情報保護法

に抵触しないのではないかと。法律の専門家に聞いたわけではありませんけど、自分

としてはそんなふうに理解しています。 

 何が言いたいかというと、高齢者の多いこの東峰村で、この立派な制度に該当する

かしないかは、事前に公簿で担当課の許可を得て公簿を調べて、該当するかしないか

が事前に審査していたほうが本人の利益になるのではないかということで、今回の質

問でございますが、もう一度今の件について課長さんの現時点での考えをお尋ね申し

上げます。 

 議  長  ふるさと推進課長 

ふるさと推進

課長 

 事前にですね、税務情報の閲覧等をしてですね、要件についての確認をできないか

ということではございますけれども。 

先ほど申しましたとおり、税務情報については一定の利用の範囲が決められておる

というところ、それと基本この事業につきましては、法人格を持つ事業者だけではな

く個人事業主、それから基本一般的な農業の農業収入ですね、農業をされている方の

収入等も対象にさせていただいておりますので、基本的にこちらが判断するという時

に、もし税務情報を先に閲覧することになればですね、申告されている方の分全体を

ですね、見て判断をしなければならないというところになっております。 

 ですので、先ほど議員さんが言いました個人情報の保護、そういった観点もありま

して、実際に申請される方についてはですね、そういったところの考え方もできるか

とは思いますけれども、基本的に申請されないような方につきましては、こちらが不

必要に個人の情報を収集する、そういったところになってきますので、そこのですね、

情報の取り扱い、こちらのほうについてはですね、ちょっと今はまだ慎重になるべき

かな、というふうにこちらとしては考えているところです。 

 ですのでですね、ちょっと申し訳ないんですけども、先に申請のほうをされて相談

等を行っていただいてですね、それで判定をさせていただくというところでですね、

今のところはさせていただけないかというふうに考えているところでございます。 

 また、こういった事業が今後あるような時でしたらですね、またそういったところ

も考えながらとはなりますけど、現状はやはりまだ慎重に考えさせていただきたいと

いうところでございます。以上です。 

 議  長  ２番 樋口朗議員 

 ２  番  今の課長の答弁、現状では致し方ないかなということはよく理解できます。 

 ただ、やはり利益は住民のため、そのためにどう柔軟に村が対応するか。ここはす

ぐに課長の判断でですね、できるとかできないとか、これはなかなか難しい判断では

ないかと思います。来年度この事業があるかどうかは知りませんけども、時間がまだ

ありますのでですね、じっくり庁舎内で検討をして、住民の方たちが申請しやすい、
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受給がしやすい、そして住民の方に喜ばれる、それが住民に寄り添った行政ではない

かと思いますので、そういった検討をこれから継続していただきたいと思います。 

 引き続き質問です。 

 ただ今、事前審査がなかなか難しいという場合ですが、給付金の案内文書を高齢者

でも理解しやすい様式に改善できないでしょうか。特に不交付になる要件を明示する

必要があると思います。不交付の通知を受けた時、その理由をできなかったそうです。

交付か不交付かは申請者にとって最も大切な項目です。案内書を改善することはでき

ないか、お尋ねいたします。 

 議  長  ふるさと推進課長 

ふるさと推進

課長 

 案内書につきましてはですね、この給付金が臨時的なものというところで、こうい

った給付金がありますよというお知らせの意味合いというところで、案内のほうをさ

せていただいたところではありましたけれども、先の質問にありましたように、なか

なかその判断等も難しいというようなところもあるかと、確かに思いますのでです

ね、次回こういった給付金等がございましたらですね、ご指摘いただきましたように、

対象の要件とかそういったところをですね、分かりやすく追加で記載等をさせていた

だいて、もう少し申請のしやすいようなところで行っていただければというふうに思

っているところでございます。以上です。 

 議  長  ２番 樋口朗議員 

 ２  番  もう先ほど何度も申しましたように、村の人口の半数は高齢者です。そしてその中

で高齢者にもかかわらず色んな事業をされている方がおられます。事業をするという

ことはですね、一年中そこについて営業の準備をしなくてはいけません。私の家も事

業をしてましたので、その大変さはよく分かります。年から年中その対応をしなくち

ゃいけません。電気をつけて、そして暖房とか冷房とか入れて、そしてお客さんが来

るか来ないか、それをずっと待ち続けなくてはいけません。そういったことを高齢者

が現在行っています。その高齢者に寄り添う制度、それをぜひですね、この東峰村を

存続するためには考えていただきたいと期待をしておきます。 

 次の質問にいきます。 

 最後にホームページの入札情報について質問します。 

 私は令和５年９月、１２月、令和６年１２月の一般質問で入札情報の不備を指摘し

てきました。また、私の議会だよりでもその不備状況を３回詳しく掲載してきました。 

 令和５年１１月号では、入札情報が国土交通省の公表マニュアルと違うこと、しか

も記載していない項目が多いこと。令和６年１月号では、依然として記載漏れが多い

こと。決算の成果説明書には記載されているが、入札情報の記載がないもの。そして、

令和７年１月号には、３カ年の棚田景観保全事業２３件、合計８，４９４万７，７７

６円の入札情報が一切掲載されていないことを指摘しました。この３件の情報は全住

民に配布していますし、村外の友人知人、マスコミ等、約６０件にも配布しています。 

 昨年１２月の一般質問では、きちんと整理をすると回答していましたが、あれから

１年が経過、今回の一般質問提出前の１１月２０日の時点では以前のままでした。 

 しかし、この一般質問を提出してから、今度は村民に何の説明もなく、令和５年度

以前は全部削除されています。これは昨年の一般質問に対する約束違反であり、納税

者への説明責任を果たしていません。入札隠しの背信行為で法律以前の問題だと思い

ます。 

 私は過去の入札情報をコピーしていますので、その違いを納税者及び主権者である

村民、そして村外のマスコミ等にも送付して、皆様に知らせる義務があると思います。

削除するに至った理由を、村民に分かりやすい言葉で説明をお願いします。 

 議  長  村長 
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 村  長  議員さんからご指摘、令和５年度の説明、質問、それを受け、また令和６年１２月

の一般質問をいただきました。 

 昨年１２月の時に答弁といたしましては、入札情報については、村の公表要領に基

づき、契約の月を含めて１年、具体的にはその翌年度末を公表期間として整理をして

いきたいと回答したところでございます。 

 自分としてもその答弁の中で、きちっと村のホームページが、私の確認不足でもあ

ったんですが、対応されていると理解していたんですが、今回議員さんからのですね、

質問の通告を受けまして、改めて公表状況を確認いたしましたところ、３年前と言い

ますか、それ以前の部分についての整理が行われていなかったというところで、その

掲載したままの案件があったというところで、非常に内容についてですね、不備があ

った分については大変申し訳ない。 

 そういったところからですね、きちんと整理をして、先ほどの公表要領に基づいた

入札情報の更新を行ったということで、ちょっといきなり古い分が無くなったという

印象を受けられた、議員さんの印象としてはもちろんその通りかなとは思っておりま

すが、村としてはその公表要領に基づいて、当然整理をしなければいけない部分を、

今回ちょっと後手にはなりましたが、整理をさせていただいたというところで、ご理

解をいただきたいというふうに思っているところでございます。 

 昨年１２月の質問をいただいて、対応するとしておきながら、ちょっと対応が徹底

できなかった点については大変申し訳ないと思っております。 

 先ほど申しました古い部分について、ホームページ上でまた公開する分はちょっと

違和感がございますので、もし必要であればというか、実際決算の決算監査の様式の

中にありますので、また議員さんのほうで必要であれば、ご報告をさせていただきた

いというふうに思っているところでございます。以上です。 

 議  長  ２番 樋口朗議員 

 ２  番  全く理解できない答弁でございます。 

 これがですね、ずっと前の入札情報ですね、私がコピーしております。これには平

成２９年から現年度までのこういった入札情報がありますということを、これは村が

やっているんですね。 

 ということは、その年度年度できちんと入札情報を記載する。それは村の意思なん

ですよ。村がこのホームページに掲載しているということは、その年度、年度で漏れ

なく掲載する義務があるわけで、これは村の意思なんですね。 

 ところが、私が一般質問通告書を出した後には、これが現在の状況です。令和６年

度と７年度しかありません。法律に倣ったと言ってますけど、法律に倣う前に、これ

住民の税金で入札やっているんですね。そして納税者にきちんとホームページによっ

て入札情報をお知らせする、これが村の役割ですね。 

 強い行政と申しますけど、その前段は信頼できる行政ではないかと思います。私は、

もう一度前の入札情報を提示して、そして不足分もきちんと上げて、そして規約とい

うか法律に則って１年間の公表期間が終えれば削除します。そういったのを事前に村

が住民にお知らせする、そして、削除するなら削除する。それが村の村民の信頼に則

った行政のやり方ではないでしょうか。 

 法律とかを先に、急に遡ってポッと切るんじゃなくて、法律に則ってこれを作って

いるわけですよ、村が。ということは、これは入札情報を載せますという村の意思が

あるからしているんですよ。 

 ところが、私が今度一般質問を出したら、もうこれに変わってしまっているんです

ね。全部削除されているんですよ。 

 しかもこれ気が付いた人はまだ村民の中で誰もいないと思います。だから、私は議
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会だよりでそれを載せようと思っています。 

 私がお願いしたいのは、もう一度あの入札情報を元に戻す。そして私が指摘した、

まだ掲載していないのは山ほどあります。そういったのも自然にきちんと埋め合わせ

て載せていって、そしてこれは法律に則って１年後には削除します。それが村の信頼

のおけるやり方ではないかと思います。村長の考えをお尋ねします。 

 議  長  村長 

 村  長  村の意思と申されました。ホームページに載せる部分については、前回リニューア

ルした時にデータをそのまま移行したという時に、前のホームページに載ってたのが

載ってなかったという部分もあったというふうに思っております。 

 それで質問をいただいて、昨年１２月に、きちんと掲載期間を含めて整理をします

と申しました。この部分が村の意思というふうに捉えていただきたいというふうに思

っております。以上です。 

 議  長  ２番 樋口朗議員 

 ２  番  それは私の一般質問に対する意思であります。 

 私は一般質問でずっと３年前した時は、全部あったわけですね。これ村の意思とし

ては法律に則って、その当時の法律に則って入札情報を公開するということで、この

ページを作ったと思います。 

 そして、私が今度一般質問をする前まで、前日まではきちんとありました。 

 ところが、私が一般質問をしたら、急に法律を持って来て削除してしまう。これは

住民に対する信頼に全くもとるやり方であります。 

 私が思うには、やはりもう一度、まだデータは残っていると思いますからですね、

もう一度最初のものに戻して、しかも不記載のところがたくさんあります。特に棚田

景観保全事業、平成２９年から８，０００万以上の契約２３件あります。それが一切

載っておりません。 

 それもきちんと載せて、そして住民の方がホームページ上で、住民というか全国か

ら見られますからですね、そういうのを載せて、そして法令に則って、公開期間が終

えますので１年後には削除します。これが本来の村のあるべき姿、信頼のおける行政

のやり方だと思います。法律以前の問題です。その件について、村長の答弁をお願い

します。 

 議  長  村長 

 村  長  内容として２９年以降、災害復旧工事等で非常に件数が多い。これをまた工事事績

からはじき出す部分についての職員の負担もちょっと考慮した部分ではございまし

た。申し訳ございません。 

 これについては、しっかり対応させていただきます。そして１年後に削除させてい

ただきます。以上です。 

 議  長  ２番 樋口朗議員 

 ２  番  今の対応の詳細をもう一度村長に説明をお願いしたいと思います。 

 議  長  村長 

 村  長  対応につきましては、毎年決算監査を行っております。監査委員さんのもとでです

ね。その時に、これは１５０万円以上ですけど、その工事についての一覧表をエクセ

ル表で整理して出すというのがございましたので、これを整理する形でホームページ

に掲載をさせていただきたい。 

 ですので、ちょっとどの業者がいくらで入札した、今のフォーマットですね。この

形式ではちょっと無理というか、できないな。その分についてはご容赦いただきたい。

どういう事業をどこの業者さんが、いつからいつまで行なった、こういった分につい

ての開示、情報提供はさせていただきたいというふうに思っております。以上です。 
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 議  長  ２番 樋口朗議員 

 ２  番  入札情報については、私がずっと前にですね、国土交通省のマニュアルを議会だよ

りで全世帯、あるいは村外の方に配布しています。それが国土交通省のマニュアルに

沿った入札情報で、その後私が指摘してからは、そのマニュアルに沿ったものが、不

十分ではありましたけど、掲載されております。 

 今、監査の何とかと言いましたけど、それが入札情報かどうか、私はよく分かりま

せん。入札情報はあくまでも国土交通省のマニュアルがありますから、それに則った

ものを工事台帳なり、あるいは工事事績がありますからですね、時間をかけて工事事

績を見れば、簡単にそれはできると思います。 

 もう一度、その対応のもっと詳細なことをですね、村長に答弁をお願いします。 

 議  長  村長 

 村  長  私がちょっと事務に携わっておりませんので、詳細という部分については、今詳細

な説明はできませんので、先ほど議員さんの申された国土交通省のマニュアルに沿っ

た公開をさせていただきたいというふうに思っております。以上です。 

 議  長  ２番 樋口朗議員 

 ２  番  その中にはまだ記載しておりません平成２９年から３カ年間の棚田景観保全事業

の約３０以上の合計８，０００万の事業、それも含まれるかどうかをお尋ねします。 

 議  長  村長 

 村  長  棚田景観プロジェクトの詳細の金額を自分も存じ上げてはおりませんが、基準に沿

った２５０万円以上の入札案件については公開をさせていただきたいと思います。 

 議  長  ２番 樋口朗議員 

 ２  番  ぜひ、私はこれ何回も住民の方に全戸配布してますから、住民の方も重大な関心を

持っていると思います。それに応えるのが行政が信頼を得る、そして強い行政の入口

だと思います。 

 最後にですね、もう本当にあまり言いたくはありませんけども、入札契約適正化法

の遵守が工事の透明性の確保、競争性の向上、不正行為の排除、適切な施工の確保を

実現する基本であり住民への説明責任だと思います。今後の入札情報の記載につい

て、村長の決意を伺います。 

 議  長  村長 

 村  長  議員のおっしゃりとおり、法律の遵守、これは適正な工事等の執行を行ううえにお

いて必ず守らなければいけないというところは、もちろん村としても当然のことだと

思っております。 

 入札情報の記載については、現状きちんと公表をですね、しておりますので、これ

をしっかり各課が認識をしながら公表は続けていきたいというか、もう当然やってい

かなければいけないというふうに思っております。以上です。 

 議  長  ２番 樋口朗議員 

 ２  番  当然のことですけど、入札、工事、すべて国民の皆様の尊い、尊い血税で賄われて

います。それを公開するのは、ごくごく当たり前のことでございます。そのことを十

分全職員がですね、肝に銘じてこれからも公開をしていただきたいと思います。 

 以上で、私の一般質問を終わります。お疲れ様でした。 

 休  憩   

 議  長  １３時まで休憩します。 

（１１時５１分） 

 再  開  

 議  長  休憩前に続き、会議を再開します。 

（１３時００分） 
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 議  長  ９番 黒川隆康議員の質問を認めます。 

９番 黒川隆康議員 

 ９  番  私は大きく２つのこと、これは関連してますけども、２つのことについてお伺いし

たいと思います。 

 現在、本村が抱える森林の整備や林業の持つ課題に対し、どのような対応がなされ

ているのか、あるいはどのような取り組みが必要なのかを伺いたいと思います。 

 森林の持つ重要度はご承知のとおりですが、敢えて申し上げますと、生物多様性を

育み地球環境や水源を豊かにするだけでなく、土砂災害を防ぐなど私たちが生きる環

境を守るために様々な機能を果たしております。このような重要な森林を荒廃させる

わけにはいきません。 

 そこでいくつかの質問をいたします。誠意ある答弁をお願いいたします。 

 まずはじめに、本村に限らず全国共通の問題であります高齢化に伴う林業従事者の

減少についてでありますが、東峰村は住民 1人当たりの森林面積は大きいほうであり

ます。しかしながら東峰村民で東峰村内の森林において、実際に本業で林業作業者と

して従事している人は極めて少ない状況にあります。国や県では高齢であっても素材

生産業、主に杉やヒノキの伐採、搬出、これに従事するような高い作業力を持った６

０代の林業作業者がそれなりに存在いたします。ですが本村で、本業として素材生産

業に従事する高齢の林業作業者は現在見受けられません。 

 国や県では林業人材の育成や確保のための施策がありますが、本村でも東峰村独自

の人材育成や確保のための施策は急務であると思いますが、このことについて村長の

お考えを伺います。 

 議  長  村長 

 村  長  黒川議員言われるとおり、山の持つ役割、森林については、言われるとおりの役割

をしっかり持っていると思っております。災害、防災面も含めて、やっぱり健康な山、

健康な山林を守り育てていく、そのためにどうすればいいのかという部分について

は、以前についてはですね、個人林業家がいたとか林業研究グループ、いわゆる林研

グループという組織があって、そういった方が色んな山のことを検討しながら方向性

を作っていったとか、そういう時期がございましたが、今がそういう人たちもちょっ

といない。新しく林業に従事する方、個人でですね、していただいている方は存在は

するんですが、その方々からの広がりというのもなかなか無い状態であるというの

は、現実感じているところでございます。 

 これは村に限ったことではございませんが、村の中でもですね、今東峰ウッドと申

しますか、数名やっぱり山、林業をですね、どうにかしたいと考えている方々がおり

ます。ただ、実際どういう動きかという部分については、今話し合いレベルではござ

いますけど、そういった方々と共に今林業の将来性について、なんとかできる部分が

ないかなというところはですね、先日要望書を貰ったりしてですね、話し合っていこ

うという形にはしておりますが、実際にまだそういった、何というかな、実際に林業

に関わっていただく方がなかなか増えない。林業、山の仕事は森林組合がする仕事じ

ゃろうもんというぐらいの、やっぱり認識の方がおられるという部分もございます。 

 そういったところをですね、やっぱり山というものの認識と林業、何ですかね、森

林ということに関わるという部分をですね、これはもう教育じゃないですけど、そう

いった部分を少しでも浸透させていく取り組みというものは、必要であるというふう

に思っているところではございます。 

 ちょっとまだ具体的にですね、どういう活動という部分までは行っておりません

が、今話し合いという形で、なんとかそういう部分も広げられないかなということで、

話はですね、させていただいているところでございます。 
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 議  長  ９番 黒川隆康議員 

 ９  番  ぜひですね、いろいろな形でそういう取り組みをしていただきたいというふうに思

います。 

 次にですね、生産性についてでありますが、本村の森林は急傾斜かつ岩が多く、大

きな作業道を開設するのが困難なことや素材生産を林業事業者に委託する森林所有

者個々の山林面積が狭いこともあり、大型の高性能林業機械を持つ林業事業者が引き

受ける現場が少なくなってきております。 

 現在、朝倉森林組合の高性能林業機械班は東峰村では素材生産業を実施しておら

ず、比較的小型の林業機械を使用している林業事業者が素材生産に従事しておりま

す。しかし大型の高性能林業機械を使用していないため生産性が低く、なおかつ作業

者数も少ないため生産量は多くありません。 

 素材生産業は立木の巨大化を防ぐ森林保全そのものであり、森林所有者の私的事業

というよりも流域における公共的な事業と言えるのではないでしょうか。立木の伐採

のみならず、その後の運送、伐採跡地の植栽、木材市場での流通売買、木材の利用や

バイオマスエネルギー利用など、多くの他業種、他産業に繋がります。森林所有者の

収入向上にも直結し、村民である素材生産従事者の所得は税として村に還流いたしま

す。森林整備、特に素材生産業が現状のままでは、せっかくの豊富な森林資源がもっ

たいないと思われます。 

 このように生産性が低く生産量も少ない現状をどのように捉えられているのか、お

尋ねします。 

 議  長  村長 

 村  長  議員さんご指摘のとおりでございます。 

 村内の山林は急な山、場所が存在いたしまして、実際に大型の機械を導入できてい

ないというのはですね、実情としてあります。 

 先ほど申したとおり、小型の機械でやるとか、車両が入れないところ、最近は少な

いですけど、索道を作ってやるとかですね、そういった部分はある程度のところはで

すね、特殊な技術で対応していただいているというところもあるというふうには聞い

ております。 

 ただ、生産性が低くて作業効率が悪いという部分をどう良くしていくかという部分

についてはですね、単に大型機械を入れると、今度は入れないとかいう部分もありま

す。森林組合さんも作業道を作ったうえで、道を作ったうえで森林の伐採等を行って

いる。その後作業道の排水の問題とかそういった質問をですね、前回、以前あったと

ころでございますが、単に機械を入れればいいという問題であれば、色んな国県等の

支援の制度、これは融資になりますが、そういった制度もあるというところの照会は

できるんですけど、実際に東峰村、この状況においてどういう形でやっていくか、こ

れは実際森林組合さんが個人の山林に対して、そろそろ適期なんで伐採をして、また

植林をしませんかという形で話をですね、しているというのが現実でございますの

で、これについても後の質問にもなってまいりますが、やっぱり地域、村でですね、

やっぱり森林全体を俯瞰しながら管理をしていく、そういう制度を国も作っておりま

すので、その部分を踏まえながらですね、取り組んでいかなければいけない問題じゃ

ないかなというふうに思っているところでございます。 

 実情、うちの山も本当は平成３年の台風災害で、あの時、頭が折れたりとかしてお

りましたけど、その状態のままの山もあるというのは、現実としてうちの山もあるん

ですけど、そういった課題をですね、ちょっと今のところこうする、こうするという

案はですね、ちょっと手持ちではございませんが、やっぱり全体的に行政が山を全体

を見ながら、森林組合もしくは所有者の方とともに考えていかなければ、どうしよう
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もない時期になってきているのかなというふうには思っております。以上です。 

 議  長  ９番 黒川隆康議員 

 ９  番  関連した質問、後でありますので、同じまた質問をしたいと思います。 

 ３番目にですね、所有者不明林についてお尋ねします。 

 森林所有者が亡くなり、その相続人も亡くなっている場合があります。在主相続人

が分からない場合や連絡が取れず相続登記が事実上不可能な森林が存在し、今後も増

加することが予想されます。 

 そのような森林は伐採届など森林整備のための手続きが困難あるいは不可能なた

め必然的に放置され、当然管理や手入れができない状態になります。村の森林には、

今のうちに切るべき木が多く存在していますが、既に伐採困難な大径木も多く存在し

ています。 

大型の林業機械が導入できるような森林であれば、大きな木が倒れても何とか対応

もできるでしょうが、先ほど申し上げたように、容易に大型の林業機械を投入できな

い森林が多くあります。針葉樹だけでなく広葉樹であっても、かつて経験したことの

ないような風雨にさらされると倒木する危険性があり、大きな木であればあるほど被

害も大きくなります。人力あるいは小型の機械の利用で伐採可能なうちに手入れすべ

きであり、そのためにもこれ以上所有者不明林を増やさないことや所有者不明であっ

ても対応可能な状態にすることは重要であると思いますが、村長の考えを伺います。 

 議  長  村長 

 村  長  森林の管理については、もうこれ始まって５、６年経つと思っておりますが、森林

経営管理制度という制度が導入されております。この制度、もうご存じのこととは思

いますが、所有者を探索してもどうしても見つからない場合、その旨を６カ月公告を

して、所有者からの申し出がなければ村が経営権利権を取得、みなし同意という形で

できる仕組みがあるというふうに担当のほうから聞いております。 

 村では現在、森林所有者に対して所有森林の管理に関する意向調査を、後の質問に

なりますけど、森林環境譲与税を活用して行っておりますが、この調査の中で調査表

が宛名不明で返送されてくるなど所有者の確認ができないケースが出てきた場合に

は、箇所や面積を担当のほうで整理したうえで、先ほどの制度に沿った対応を進める

かどうかをですね、色んな関係機関の意見も伺いながら検討というか、進めてまいり

たいというふうに思っております。以上です。 

 議  長  ９番 黒川隆康議員 

 ９  番  今、３つの質問をいたしました。 

 これはですね、今、市町村森林整備計画というものがありますよね。５年ごとに計

画を立てて、１０年１期という形でですね。 

 この市町村森林整備計画は地域に最も密着した行政主体である市町村が、地域の実

情に応じて地域住民の理解と協力を得つつ、都道府県や林業関係者と一体となって関

連施策を講じることにより、適切な森林整備を推進することを目的としているわけで

すね。 

 この森林整備計画、今、実際にはあります。この村にもですね。 

 でも、これがですね、現実に即した計画課と言ったら、ちょっと疑問だと私は思っ

ているんですね。県から下りてきた計画に対して、協議会とか何も経ずにですね、た

だそのまま担当者がいくつかちょっと変えるんでしょうけれども、そういう今状態が

続いていると思うんです。 

 できればですね、そういう森林整備計画に対しては協議会か委員会等を作ってです

ね、そういう本当にこの東峰村で必要な整備計画を立てるべきだと思うわけですね。

１０年後も５０年後も東峰村が東峰村であり続けるためにもですね、ぜひとも東峰村
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独自の森林整備計画といったものを立案してほしいというふうに思いますが、村長の

お考えを伺います。 

 議  長  村長 

 村  長  森林整備計画の制定のプロセスを、すみません、詳細にちょっと存じてないので言

いにくい分があるんですが。 

 計画を作るにあたって、やっぱり林業者、従事者、また所有者のご意見、それをで

すね、ここ数年言っておりますけど、農林業振興協議会の林の部分がなかなか動きが

ないというか、林の部分が全く協議の俎上にも上がってない部分があります。森林組

合とかですね、そういった関係者はおりますので、そういった部分の考え方、別にそ

の協議会を作るものがいいのか、その中で協議をするのがいいのか、この辺りについ

ては、農林建設課のほうと一緒に考えて、より良いですね、実態に即した計画でなけ

ればならないということはもう当然だと思っておりますので、考えさせていただきた

いというふうに思います。以上です。 

 議  長  ９番 黒川隆康議員 

 ９  番  ぜひともですね、この東峰村に即した整備計画といったものを立てていただきたい

というふうに思います。 

 それでは、続いて森林環境譲与税についてお聞きしたいと思います。 

 そもそもこの税は森林整備等に必要な財源として住民税の均等割りに、国内に住所

のある個人に対し 1人当たり年額１千円を森林環境税として加算徴収され、全額が国

から都道府県や市町村へ森林環境譲与税として配分されているものであります。 

 そして、主な使途としているものは、一つが森林整備、それから人材育成の確保、

木材利用の促進、普及啓発、大きなものとしてこの４つが上げられると思っています。 

 森林整備についてはですね、間伐や森林経営管理制度に基づく森林制度の整備とい

うようになっております。 

 森林経営管理制度とは、適切に管理されていない森林について、先ほど村長が説明

ありましたけど、市町村が仲介役となって森林所有者と林業経営者と繋ぎ、森林の適

切な管理と林業の成長産業化を両立させるための制度ということになっております。 

 簡単に言いますと、所有者が管理できない森林を市町村に委託し、市町村は意欲と

能力のある林業経営者に再委託したり、再委託が見つからない時は市町村が直接管理

するというものであります。 

 それから人材育成については、もう林業を担う人材の育成や確保ですよね。それか

ら木材利用、これは建築物等への国産材の利用促進ということになっています。普及

啓発はもうそのとおりです。 

 森林環境譲与税はですね、今、当村ではどのように活用されているのか、その内容

をお伺いいたします。 

 議  長  農林建設課長 

農林建設課長  ご質問にお答え申し上げます。 

 現在、森林環境譲与税の活用につきましては、先ほどからお話に出ている国が進め

ております森林経営管理制度、法律に沿いまして森林所有者の皆様がどのように所有

森林を管理しているのか、あるいは今後の管理についてどのような考えをお持ちであ

るかといったですね、意向調査を行っております。 

 また、その意向に対しまして、実際の山の状況がどのような状況か判断する施業の

判断も併せて行っております。その後、意向を示されてくださった森林所有者の方へ

の補助事業のですね、ご案内を行っております。 

 その他としまして、議員さんがおっしゃっていたとおりなんですけども、木材の利

用促進といたしまして、木柵の建て替えや木製の机、椅子などの導入、また長期間施
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業が行われていない森林の間伐に対する補助などを行っております。以上でございま

す。 

 議  長  ９番 黒川隆康議員 

 ９  番  今の内容を課長からですね、報告がありますけども、その中でですね、令和６年度

決算における委託料が１，１４４万４千円、これがありますね。これは調査委託料、

それから意向調査結果施業判断業務の金額ですよね。この意向調査はどういう方にお

願いしているんでしょうか。 

 議  長  農林建設課長 

農林建設課長  ご質問にお答えいたします。 

 意向調査につきましてはですね、コンサルタントのほうに委託しまして、実際行っ

ております。以上でございます。 

 議  長  ９番 黒川隆康議員 

 ９  番  このこともですね、事前にちょっと調べさせていただきました。 

 意向調査はコンサルに確かにお願いしているんですよね。森林組合じゃなくて、県

のなんかあれでしょう。そういう林業関係者の方なんでしょう。 

 それはいいですけども、この意向調査の費用がですね、令和４年から、これは資料

として令和４年からですけども、昨年がですね、４９９万４千円なんですよ、意向調

査ですよ。 

 意向調査の内容ですけども、ただ単に所有者に対して「どうしますか。」という相

談だけで４９９万、約５００万かかるというのも、ちょっとこれはおかしいんじゃな

いかというふうに思うわけですね。 

 それともう一つ、調査後のですね、施業判断が昨年の決算では６４５万かかってお

ります。合計で１，１４４万ですよ。 

 これは、私は、この調査のあり方、施業判断って、その所有者がですね、例えばお

願いしますと言った時に、どういうふうな判断をするのか知りませんけど、その施業

判断の基準になるのが。それに６５０万近くお金が要るんでしょうか。ここはもう少

し考えて、本当に必要な調査なりが欲しいと思うんですけども、どのような判断をさ

れてますか。 

 議  長  農林建設課長 

農林建設課長  ご質問にお答え申し上げます。 

 確かに今の意向調査ということと施業判断というのが毎年同じ取り組みをやって

いるのが実情でございます。 

 先ほどお話があったとおりなんですけども、やはり一担当課のほうでですね、いろ

いろ判断しているというのもございますので、やっぱり専門家の林業の分野とかです

ね、林業の東峰ウッドというお話も出てきたんですけども、そういった林業のグルー

プの方ともご意見を踏まえながらですね、もちろん今後森林組合の方ともご協力をい

ただくこともありますので、また含めてですね、いろいろ議論を重ねてまいりまして

ですね、委託料の内容につきましても、今後いろいろと見直し等の検討を考えてまい

りたいと思っております。以上でございます。 

 議  長  ９番 黒川隆康議員 

 ９  番  ぜひですね、これコンサルじゃなくて、村内の本当に詳しい人にですね、こういう

のをお願いして、例えばこのお金をですね、村内の方に支払いをすれば村としても税

金が入ってくるんですよね、所得税とかに。そういうふうにちょっと考えを変えてい

ただきたい。 

 これは１，１００万使ってますけども、譲与税はですね、年間１，７００万ぐらい

来ているんですよ。そのうちのほとんどがこの意向調査と施業判断に入っているんで
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すよね。この使い道はやっぱり少し考えていただきたいと思います。 

 それともう一つ、行者杉の柵がありますよね。これにも約、令和５年、６年、７年

で大体１，２７０万ぐらいかかるんですよ。これが本当に森林整備になるのかな。僕

は観光のほうじゃないかなと思うんですよ。ここのところの判断はどうなんでしょう

か。 

 議  長  村長 

 村  長  先ほどの意向調査と施業判断については、意向調査は地図をずっと空から落として

やっていくとか、それがちょっと専門的な部分もございましたので、かかるのかなと

いうふうにちょっと思ってたんですけど、内容についてはしっかり精査するというこ

とでございましたので、そのとおり行わしていただきたいと思っております。 

 木柵の部分については、木材の利用促進というテーマの中で営林署のほうと協議を

した中で、行者杉を活かす、観光と言われれば観光かもしれないですけど、やっぱり

国有林の行者杉を活かすというか、価値を高める部分において、もう木柵自体がほぼ

ほぼもう朽ちておりましたので、その建て替えについて、村道の施設でございました

ので、村のほうで行うという形で行わしていただいた部分でございます。以上です。 

 議  長  ９番 黒川隆康議員 

 ９  番  木製品の導入等についてはですね、令和６年度１５５万８千円、これは学校等に机、

木製品の机とかが導入されています。これはそうだろうなと思うんですね。 

 ただ、この行者杉の木柵になると、ちょっとやっぱり私は基本的に、ちょっと違う

んじゃないかなというような感じがします。そこはまた改めていろいろと話をさせて

いただきたいというふうに思います。 

 それからですね、森林環境譲与税は令和元年から始まったんですね。令和６年１，

６８８万９千円入っています。１，７００万ですね。令和元年から大体６，３００万

強の譲与税が入っているんですね。 

 それがですね、実際には、目的としてなっています人材育成とかには使われてない

んですよ。これはどのように判断されていますか、お伺いします。 

 議  長  村長 

 村  長  森林環境譲与税については、現状の数字は先ほど議員さん申されたとおりかなと思

います。 

 当初がですね、非常に最初５年間は森林環境税が導入されない時の分でございまし

たので、その３分の１程度の金額でございました。 

 まず何をやるかという部分の中で、やっぱり森林の適正な管理を行うほうの取り組

みを行わなければいけないという形でですね、これ施業判断まで含めて確か１０年で

したっけ、５年、ちょっと年限を定めて活動を行っているというところで、その間に

ですね、やっぱり木材の活用、後出しじゃないですけど、出てきた部分がございます。 

 先ほど言いました林業を考えるグループの方ともですね、やっぱりそういった部分

についても森林環境譲与税、活用すべきというご意見もいただいておりますので、そ

の部分についてですね、今後ちょっと現時点では、まずは森林の整備という形を取っ

ておりましたので、その人材育成については、ちょっと今年、来年からの取り組みと

いう形で行いたいというふうに思っております。以上です。 

 議  長  ９番 黒川隆康議員 

 ９  番  ぜひともですね、この森林環境譲与税、有効に活用していただき、そしてこの東峰

村のこれからの森林整備のほうにですね、役立てていただきたいというふうに思いま

す。 

 それから、最後の質問ですけども、これからの森林整備の必要性を考えた時にです

ね、全伐に対して村独自の補助金制度、これは考えられないのか伺いたいと思います。 
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 これは、なぜこういうことを言うかといいますとですね、主伐する時に、全伐する

時に、１筆の形ができているんですよね、所有者がお願いする時には。 

 その中でもですね、同じ生育じゃない、もっと小っちゃく、例えば１０年とか１５

年ぐらいの木も存在するところがあるんですね。それはもう今ほとんで残している状

態で、普通製品になるぐらいの木をずっと切っていくもんですから、残った木がです

ね、後々邪魔になるわけじゃないですけども、切ったあとに植林しますから、小っち

ゃな植林した木がまだ伸びる前にですね、小っちゃいうちにそこを、例えば１０年、

１５年先に残った木を切ろうとしても、逆に切れないというか、その小さな木が切り

にくい。その小さな木にあたって倒れたりするわけですね。だから切りにくい、作業

しにくいという面があるんです。 

 ですから、できれば一緒にすべての、１筆全部一緒に切る。切ることによって、次

の２０年、３０年先には、簡単に全部一緒に切るような、製品にできるような状態に

なるわけですね。 

 だから、そうした将来を見据えた整備の仕方というものを、やっぱり必要じゃない

かなというふうに思うんですけども、そのためには小っちゃな木を切っても、何とい

うかな、製品に出してもお金にはならないんですよ。所有者に対して収入が少ないん

ですよね。全伐に対して県の補助があります。ただ、県の補助がありますけども、こ

れは個人事業者とかが申請しても駄目なんですよね、森林組合とかを利用しないと。

それと手続きも面倒だと。 

 ですから村独自の補助金制度みたいなものができれば、もう少し所有者のほうもし

やすくなる。伐採をお願いしたくなるというようなことがあるんじゃないかなと思う

んですけども、いかがでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  この問題については、非常に悩ましいなというふうに思っております。 

 先ほど議員さん申された主伐の時に、４０年、５０年の木の間に２０年ぐらいの木

がぽつぽつあるということなんですかね。すみません、ちょっとその辺り存じ上げな

くて。 

 ただ、そういった部分に対する分については、やっぱり森林整備計画とか、そうい

った中で謳い込んだりしてですね、方向性、やっぱり村としての方向性を定めること

によって、その分についてはどうにかできるかなと思うけど、その主伐、全主伐に対

する補助金、県の制度を先ほど議員さん言っていただきました。県の補助は事務費程

度ということで、非常に立米５００円だったかな。５００円でしたね。の分でしたの

で言われるとおりだと思っております。 

 あと問題としては、切り捨て間伐の分をどうにか少しずつ考え方は変わってきてお

りますけど、もう既に切っていた分をどうするかとか、そういった部分もちょっと色

んな課題もありますので、しっかり担当課のほうと協議をさせていただいて、方向性

等をですね、そういった協議会等で確認をさせていただきたいなというふうに思って

おります。 

 議  長  ９番 黒川隆康議員 

 ９  番  どうもありがとうございました。 

 ぜひともですね、この東峰村の将来における森林整備等についてですね、いろいろ

と意見を戦わせていただきまして、整備計画を立てていただきたいと思います。 

 これで、私の質問を終わります。 

 休  憩   

 議  長  １３時４０分まで休憩します。 

（１３時３４分） 



18 

 

 再  開  

 議  長  休憩前に続き、会議を再開します。 

（１３時４０分） 

 議  長  ４番 髙倉美紀惠議員の質問を認めます。 

４番 髙倉美紀惠議員 

 ４  番  私は３つの質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 まず、一人暮らしの村民の見守りについてです。 

 東峰村の５０歳以上の高齢者を含む一人暮らしの割合は、男性が８３名、女性が１

０３名います。一人暮らしの村民に対しては民生委員さんが月に１回ぐらい訪問され

て、安否の確認をされています。集落支援員さんは期日を決めての訪問で、安否の確

認をされております。 

 今、この現在は気象の異常で、夏は熱中症、今、冬はヒートショック等非常に注意

をしなければいけないような状況にあります。 

 高齢者につきましては、緊急通報生活サポートシステム、いわゆるサスケが設置さ

れて見守ってくれております。うちの地区で３年ほどになりますが、浴室で異常がお

きまして、翌日に反応がないということで、サポーターさんやお子さんに連絡があり

まして、残念ながら亡くなっておられたんですけども、早く確認することができまし

た。 

 この１０月には、これも残念なんですが、一人暮らしの方が発見までにやはり三日

ぐらいかかって、そんな事例もあっております。ここを見ますと、ここ数年毎年１名

から２名ぐらいの方が亡くなって、発見が遅れるというようなことを聞きます。この

亡くなっている方は、たぶんサスケが設置されていないのではないかなというふうに

思います。 

 現在サスケを利用している高齢者は何名いらっしゃるのか。また、利用を希望すれ

ば設置することができるのか、お尋ねいたします。また、利用できる条件をお伺いい

たします。よろしくお願いします。 

 議  長  住民福祉課長 

住民福祉課長  サスケを今設置している台数はですね、４６件ございます。 

 それからですね、議員ご指摘のとおりですね、過去３年間において孤独死をされて

いる方というのは３件ほどあるというふうに承知しております。 

 それから、サスケの条件につきましてはですね、サスケの対象者というのはですね、

基本的には６５歳以上の高齢者ということで、老衰や傷病等により発作や転倒の恐れ

があるなど、健康状態が不安定で日常生活において特に注意を要する高齢者というこ

とになっているところでございます。 

 議  長  ４番 髙倉美紀惠議員 

 ４  番  そうしますと、たぶん元気な方、自分は元気だ、自分はおそらくそういうことはな

いと思ってて、亡くなっていく方も多いと思うんですね。 

 ですが、この６５歳以上で持病があるとか、日常生活に困っているとかいう時に、

促す、サスケを付けませんかというふうに促す指導と言いますか、啓発と言いますか、

そういうことはなさっていますか。 

 議  長  住民福祉課長 

住民福祉課長  サスケの啓発につきましてはですね、集落支援員さんが、当然独居の方、それから

高齢者世帯の方等を訪問させていただいておりますので、その際に、本当に付ける必

要があるのかというようなことで相談をお受けしたり、また付ける必要がある方には

ですね、付けてはどうですかという形で促している、そういった取り組みをですね、

行っているところでございます。 
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 議  長  ４番 髙倉美紀惠議員 

 ４  番  であれば、希望すれば、その台数というのは制限があるんでしょうか。今４６件使

用しているということでしたが。 

 議  長  住民福祉課長 

住民福祉課長  先ほどご説明しましたとおり、現在、緊急通報システムサスケを１１月末現在で４

６台ですね、設置しておりますが、装置が全部で５０台あって、残り４台しかありま

せんといったものではございません。村からですね、サスケセンターに依頼があれば

設置をするというものでございます。 

 毎年ですね、予算の範囲の中で設置を行っており、現状の設置台数に加えまして、

概ねですね、１０台程度の余裕を持たせて予算化をしております。そのため設置申請

があった場合でも、設置ができないといった事態が生じないように予算を計上させて

いただいているところでございます。 

 議  長  ４番 髙倉美紀惠議員 

 ４  番  独居老人や一人暮らしの村民がサスケ以外に、安全に暮らす方法を考える必要があ

るのではないかなというふうに思います。 

 以前、もうずいぶん昔になりますが、元気の印に玄関に旗を挙げたりとか、東北の

地震の時も仮設住宅で、元気であるということで旗を挙げたりとか、そういうふうな

ことで、元気であるというのをアピールしてたこともあったと思います。 

 今、私思いますのに、行政からこうしてください、こうしましょうというふうにい

うのも、とても良いことだと思うんですが、今、シニアクラブであるとか生き活きサ

ロンであるとか、社協が行っている機能訓練であるとか、高齢者の方が集う場面って

たくさんあっていると思いますので、その中でその高齢者の方たちに、自分が元気で

あるというアピールするために、何かいい方法はないかというような、そういう教育

といいますか、自分で考えて旗を挙げようとか、そんなふうになっていく方法とかが

考えられたらいいなというふうに思ってるんですが、独自の方法で元気で暮らしてい

ることを知らせるようなことが考えられないか、そういうことは行政としては考えら

れませんか。 

 議  長  村長 

 村  長  言われる気持ちは本当によく分かります。 

 ただ、サスケというシステムの中で、これは確か２４時間だったかな、動きがない

時に通報が行くという形でございます。 

 制度、先ほどの旗という話もありました。確か２９年災害の仮設住宅のとき同じよ

うな取り組みをされてたと思っておりますが、ある程度限定されているところであれ

ばですね、取り組みとしてできるんですけど、村が制度としてやる分にあたっては、

じゃあ誰が確認するのとか、忘れてましたというのがあったりするんで、やっぱり先

ほど議員さん言われたとおり、そういうコミュニティの仲間とか、そういった人たち

で相互確認を取り合えるような仕組みがですね、なんとか出来上がるような、これは、

例えば生き活きサロンだったら保健師さんとかがですね、指導とかに行っております

んで、そういった中でもそういう取り組み、やっぱり孤独死を無くす取り組みという

一つの中で、できる部分もあるのかなというふうに、ちょっと今、議員さんの質問を

聞いた中でですね、思ったところでした。 

 なかなか村がするというのは、制度構築が難しいなというのは実感としてございま

す。以上です。 

 議  長  ４番 髙倉美紀惠議員 

 ４  番  自分たちが考えて、自分たちが各地区違うものでも構わないと思うけど、そういう

ふうな方法が取れるようなコミュニティづくり、そういうものができると、みんなで
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見守りができるかなという気がしましたものですから。 

 防災訓練の時にもありますが、タオルを毎年いただきまして、避難してたら、タオ

ルを郵便受けにかけて行くとか、そういうふうな方法もありましたので、何かみんな

で見守って、「この人は今日は元気です。」というようなことができる方法があればな

というふうな思いを持っておりました。 

 見守りをどうやっていけばいいのかなというのを思いまして、この質問をさせてい

ただきました。 

 次は、認知機能が低下したと思われる高齢者の見守りについて、またお尋ねいたし

ます。 

 高齢化率が４８．４％である東峰村は、ますます高齢者が増えることになろうと思

います。それに伴い認知機能が低下し、ここでもまた家族や地域での見守りが大切に

なってくると思います。 

 認知機能が低下してくると、まず家庭内でもそうですが、物が無くなる。そして一

番疑われるのは、一番お世話しているお嫁さんであるとか、そういうことが今のテキ

ストとかにもよく書いてあります。 

 この前もご近所で、非常にこの認知機能の落ちてるのを、家族にとっても非常にナ

イーブなもの、できたら隠したいとか、そういう部分も多くあると思うんですが。 

 先日も私が聞き及んだところ、いつもおばあちゃん１人でおられまして、いつも近

所の方がおかずとか作ってお届けしているのに、突然物が無くなったと。あの人がと

言って、近所の人が見に行ったら、壁に大きな穴が開いてて、アナグマだったそうで

す。持って行ってたのが。 

 だけど無くなったら、ついついそういう、いつもお世話をしてくださっている人を

疑ってしまう。そうなりますと、ご近所の関係がまた悪くなってしまう、そんなこと

が起きてるのが、この認知機能が低下してくるときではないかなというふうに思って

おります。 

 そういう場面にあたる家族というのは、非常に家族の方は悩んでおられると思うん

ですね。 

 そこで何が言いたいかと言いますと、そういうお手元に資料をお渡ししておりま

す。認知症サポーター制度というのがありまして、これは自己負担もなくて、どなた

でも参加できて、参加しますと、オレンジのブレスレット、その参加しましたという

のが貰える。それを習得しますと、今度は認知症キャラバンメイトというのがありま

して、こうやって少し、それこそ先ほども言いました生き活きサロンとかシニア、色

んな場面で、こういう認知症のこういうサポーター制度とかで講演とか講義とか、そ

ういうことをしますと、みんなが少し認知症にとって理解をすると、患ってある認知

症の方も関わっている地域の方も理解が、認知症ってこういうもんだねといったとき

に、認知症の方は自分の言い分ははっきり伝えられますので、それが伝えられたとき

に、これは認知症で認知症を患ってらっしゃる方で、言っていることは少し違うとか、

そんなふうなのの判断ができれば、近所の関係とかもまた違ってくるのではないかな

というふうに思いますが、今、行政として、こういうふうな各生き活きサロンとか色

んな場面で、こういう指導と言いますか、啓発活動はなさっていますでしょうか。 

 議  長  住民福祉課長 

住民福祉課長  今現在サロン等でですね、認知症サポーター等のですね、普及啓発は行っておりま

せん。 

 議  長  ４番 髙倉美紀惠議員 

 ４  番  それでは、そういう場面で、できるだけその啓発活動をして、認知症に対して、自

分も認知症になるかもしれないですし、その認知症に対する理解とか、幸いにも東峰
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村ではまだ徘徊していなくなったとかいう方はいらっしゃらないようですので、幸い

なことなんですが、そこいら辺のみんなで知識を持って見守りができるような、そう

いう計画をしていただけると非常にありがたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 議  長  住民福祉課長 

住民福祉課長  認知症につきましてはですね、加齢による物忘れとは異なりまして、脳の病気によ

ってですね、記憶や判断力が低下して日常生活に支障を来す症状というものでござい

まして、国の統計によるとですね、２０４０年には６５歳以上の７人に１人がですね、

認知症になると予測されており、高齢化が進む東峰村においてもですね、この認知症

の方やご家族への支援がですね、重要な課題だというふうに考えております。 

 地域で認知症の方やですね、ご家族を支える人材を育成するため、まずですね、地

域住民の方や関係団体が認知症について正しく理解をすることが大事だというふう

に考えております。 

 そのため村それから社会福祉協議会がですね、中心となり、認知症の基本的な知識

や接し方、地域での見守り方法などを学ぶ、先ほど議員さん言われておりました認知

症サポーター養成講座をですね、実施してまいりたいというふうに考えております。 

 まずはですね、村の福祉関係職員や民生委員さん、住民組織、学校など、幅広い世

代に受講いただけるようにですね、認知症サポーターの育成に努めて、地域全体で支

え合う仕組みづくりができたらいいなというふうに考えております。 

 議  長  ４番 髙倉美紀惠議員 

 ４  番  実は筑紫野市の、防災まもるくんというのも県でされてまして、よくスマホにどこ

どこから徘徊していなくなりましたというのもありますし、これもこの事業は、やっ

ぱり福津市とか福岡市とか宗像市とか広域的に取り組んでらっしゃるところもある

みたいです。 

 もう一つ、筑紫野市がですね、認知症高齢者等事前登録制度というシステムを採っ

ておられまして、これに登録を、筑紫野市だけのようですが、登録してて、例えば徘

徊するとかそういう時に、もちろんご家族から登録をしてもらわなければいけないん

ですが、そういう制度もあるようですので、高齢化率の高い、今本当に何回も申しま

すが、徘徊で分からなくなるとか、いなくなるとかいうような認知機能の落ちた方を

聞くことはございませんが、今後考えられるとするなら、こういう制度とかを作って

みたらいかがかなという気もいたしますが、いかがでしょうか。 

 議  長  住民福祉課長 

住民福祉課長  先ほど議員さん言われましたとおり、近隣のですね、筑紫野市また自治体等の状況

を調べさせていただきまして、どういったことができるのかというのを検討させてい

ただきたいというふうに思います。 

 議  長  ４番 髙倉美紀惠議員 

 ４  番  よろしくお願いいたします。 

 次は、災害に強い村づくりの推進についてお尋ねします。 

 第３次東峰村総合計画「東峰村の１０年ものがたり」の中にも、それから東峰村過

疎地域持続的発展計画の中にも強い村づくりということを書かれております。 

 強い村づくりは、私たちは平成２９年と令和５年の災害を体験しまして、もう随分

復旧復興も進んできて、元の形には程遠いですけども、随分傷みがなくなるような村

になってきていると思います。 

 ここの中で、総合計画の中の基本目標の中でも事業のなかでいくつか書かれており

ますが、防災に関する情報の防災無線とか、そういうふうなことは充実していると思

いますし、先日も昨日は青森で地震があり、また群馬県の妙義山では山林火災があり、

近々では大分の佐賀関で火災があり、もう何が起きてもおかしくないような、そんな
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ところになってきております。 

 地震の時も非常に防災無線がけたたましく鳴りまして、地震が、どこがどんなふう

に揺れるのかも分からなくて、慌てていた、いったい私は何をすればいいんですかね、

この地震の時と思って、まずファンヒーターを消すとか、ガスの元栓を止めるとか、

そういうことをしたんですが、この災害に強い村づくりをするときに、今、防災官が

１名で、頑張っていろいろやってくださっていますし、年１回の防災訓練にはわが地

区も、みんな足が痛くても腰が痛くても必ず参加する。非常にそれはうまくいってる

んですが、災害の時に避難をする人が２９年以降だんだん少なくなってきましてです

ね、どうすれば危ない災害が起きて防災無線で放送がされる時に、どこに逃げたらい

いのかということも、うちにおれば大丈夫とたぶん思ってしまって、ほとんどの人が

避難していないような気がしているんです。 

 そのために災害に強い村をつくるためには、やっぱり自分の命は自分で守ることが

まず第一だろうと思って私もおりますし、だけどそういうふうな教育もやっぱり日頃

大切かなというのも思いますので、資料をお渡ししてます防災士の福岡県の防災士養

成が１万２千円程度の自己負担でできるようです。これで住民とか消防団であると

か、そういう方たちが防災士の研修を受けて、防災士の資格を持って、防災に対する

対応をどうすればいいかということを地域の方と一緒に行動ができればと思うんで

すが、この助成をもし希望する人がいれば、この助成をできるか、お尋ねいたします。 

 議  長  村長 

 村  長  防災士は、ご存じのとおり日本防災士機構というのが、組織が認証する民間資格、

公的な資格ではなくて民間の資格ということでございます。 

 通常の防災士の活動例としては、平常時自主防災組織の組織化、地域における防災

知識の普及・啓発、各家庭での防災備蓄、減災対策の呼びかけ、地域の危険箇所の確

認、防災訓練の参加・実施、災害発生時については、先ほど議員さん申されました避

難の支援、初期消火活動、負傷者の救出、避難所の運営、こういった部分を担うとい

う形で照会がされております。 

 実際この活動を考えたときに、うちの村としてはですね、自主防災組織がそれぞれ

サポーターとか設置をする中で、もう実際に活動ほんとしてる、すごいんだなという

のは改めてですね、感じるところではあるんですけど。 

 実際にこの防災士については、２９年の災害の後、平成３０年でしたけど、一般質

問の中でされたことがあります。やり取りで。 

 その当時が、ちょうど自分が総務課長だったんで、色んな制度を調べてた時に、こ

の受講料自体は５万何千円かかかるんですね。それプラス試験と取得に関して、先ほ

どの１万２千円がかかるということで、すごい高いな、民間の資格なのになんでこん

なに高いんだというのを考えてたときにですね、例えば日田市、隣の日田市がすごい

６００人、今７００人超えたかな、防災士がいる。これについては、その当時であっ

ても大分県、県がですね、主導して、県が２分の１受講料を負担する、市も会場を用

意する、そういった作りがあったんですね。 

 ６万円を負担というのは、なかなか村としても、それほどまでの資格なのかという

のが、その当時もあって、結論としては、その当時はですね、ちょっとなかなか難し

いなという回答をしてた分でございました。 

 その後県のほうでも受講料無料という形を、何年からというのはちょっと記憶にな

いんですが。それが始まった中で、村としても一応令和４年の６月に全戸配布で受講

のお知らせですね、その時が５つの会場だったかな、久留米とかでも会場をやってお

りましたんで、その呼び掛け、ご案内をしたんですが、その時は参加者が居なかった

という実情ではあります。 
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 ただ、やっぱりこの活動、今、福岡県のほうもかなり力を入れているというかです

ね、行っております。自分が前調べた時、筑紫野のほうは会場を自分のところで設定

をして、その代わり５０人以上を集めなければいけない。そしたら割り勘効果で安く

できるというのもあって、近隣の自治体と一緒にできる方法もないかなと探ってはい

たんですけど、なかなか近隣の自治体も行うところがなくてできませんでしたが、今、

こういう制度で費用面、受講料に関しては、かなりの負担減になっておりますので、

特に、やっぱり自主防災組織を確かなものとするためには、防災組織に少なくとも１

名ないし２名以上の防災士さんがいるというのが、活動の相互ですね、しっかりする

ためには必要だなというのを、ちょっと自分もここ数年の防災士の講習の流れを見て

おりませんでしたので、しっかりやっていきたいなというふうに思っている部分と、

実際にこの今、１万２千円という取得試験関係の助成を行っているところが、県内で

９つの自治体、９市町が行っているということでございました。 

 うちとしてもこれについては、どうにかできないかなという考え方、別に制度を作

るものなのか、一つは地域、やっぱり自主防災組織、地域でそういう方を育成すると

いうことで、これはもう地域協働の村づくりの自主防災組織の育成の枠にほんとはま

るんじゃないかというのもあって、そういった呼びかけを例えば区長会等でですね、

これまで呼びかけたことはございませんでしたので、やっぱり進めていくのがこの時

代の流れかなというふうに思っているところでございます。以上です。 

 議  長  ４番 髙倉美紀惠議員 

 ４  番  よろしくお願いいたします。 

 いずれに今日３つ質問いたしましたけれども、３つの中でも人の育成がとても大事

なことになってくるような気がします。やっぱり人が動かないと事は進まないなとい

うふうに思います。どうか今、防災無線ででも朝と夕には健康に気を付けるように、

気温差がありますというふうなお知らせもしてくださいますし、東峰テレビでも熱中

症の時はずっと放送もあっておりました。 

 だから今後ともどうか村民が安全に暮らせる、そんな村づくりのために行政として

研修であるとか啓発であるとか、そういうことをしていただけたら大変住みやすい村

になるんじゃないかなというふうに思います。 

ありがとうございました。これで私の質問を終わります。 

 休  憩  

 議  長  １４時１５分まで休憩します。 

（１４時１０分） 

 再  開  

 議  長  休憩前に続き、会議を再開します。 

（１４時１５分） 

 議  長  ３番 佐々木孝議員の質問を認めます。 

３番 佐々木孝議員 

 ３  番  遅れましたけれども、村長再任おめでとうございます。 

 そこでですね、今日は村長が移住・定住にも力を入れているということがあります

ので、その一端として取り組んであると思われる就業体験制度等について、お尋ねを

したいと思います。 

 まずはじめに、近年行政職員になる若い方たちが村外出身者で占めているように思

われます。今年も試験がありましたけれども、合格者の２名も村外の方だというふう

に聞いております。この村出身者が本村の行政職員、受験しないことについて、村長

どのように考えておられるのか、お尋ねします。 

 議  長  村長 



24 

 

 村  長  行政職員の試験、受験者で本村の出身者がいない、もうその通りでございます。こ

こ数年受験している方は実際におられるんですけど、今年度に関してはちょっと村内

受験者はおりませんでした。実際ですね。そういった状況になっております。 

 村としては少しでも受験の機会を増やすところで、色んな形でですね、ポスターを

作ったり、これは後で申したいと思いますが、ところではございますが。 

 実際に役場職員、単に行政サービスを提供するということではなく、もちろん一番

大きな緊急時の対応でございます。消防団への参加を含めて。その部分や地区担当職

員として地域の活動に参加するなどですね、地域自治の担い手。村外の職員であって

も行政職員である前に住民という意識を持つことということを伝えておりますけど、

なかなか伝わりにくい部分はございます。その日々の業務をですね、行っているとこ

ろでございます。 

 特に消防団活動にしても夜、例えば村外から通っている方、やっぱり来るだけで３

０分かかったりとか、もう当然緊急時、災害等の警報が出た時もですね、同様でござ

います。 

 そういった形で、少しでも近いところからですね、特に村内働く場所が少ないとい

われる中でも、やっぱり受験者の方がなかなか少ないという部分については、やっぱ

り取り組みのあり方、声かけのあり方ですね。一本釣りというのはなかなかできない

ので、自分も役場に入った時は親がですね、自分は福岡にいたんですけど、「なんか

役場、職員採用しよるけん受けてみらんね」と言われて、「分かった」と言って受け

て、通ってですね、それが東峰村というか、宝珠山に入ったご縁でございますので、

そういった形でやっぱり職員としての活動、間口、間口の広さというのもなかなか言

いにくいんですけど、役場職員っていつもなんか人に見られてるとかですね、そうい

った部分も実情としてはあるかもしれませんけど、やっぱりやりがいがある仕事とい

う部分をしっかり伝える必要があるというふうに考えているところでございます。 

 現実として、ここ数年村内の採用の方もゼロではない、いるのはおりますけど、数

字としてはですね、やっぱりちょっと少ないなというのは実感として持っているとこ

ろでございます。以上です。 

 議  長  ３番 佐々木孝議員 

 ３  番  今言われたですね、緊急の時の対応とかですね、地域活動への参加、そういったこ

とはやっぱり地元にいないとなかなかできないことでもありますのでね、私も村長が

言われるとおりだろうと思います。 

 ３月の議会で同僚議員が質問した時に、採用試験を受ける村の人が少ないことへの

対応も必要だというふうな答弁をされました。その後村長は、村としてというか、ど

のような対応をしてきたかお聞きします。 

 議  長  村長 

 村  長  採用試験を受ける村の人が少ないことへの対応につきましては、より村の仕事を分

かっていただくことが重要だというふうに考えて、特に今のところ具体的にですね、

こういう活動という取り組みを行っていることではありません。それについては大変

悩ましい課題であるというふうに認識をしているところでございますが。 

 このための取り組みと申しますか、やっぱり村政を知ってもらう、分かりやすい村

づくりを見てもらうということで、第３次総合計画を大人から子どもまで誰もが手に

取りやすいデザインとして、行政の目指すものをですね、知っていただく。そのよう

に完全版を配布させていただいたというところではございます。 

 今後、先ほど申しましたとおり、やっぱり親というかですね、家族が「帰って来て

役場の仕事に就かんね」と言ってもらえる体制というかですね、その声かけが必要で

はないかというふうに思っているところでございます。 
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 そういった部分をですね、ちょっとまだやっているわけではございませんが、取り

組みたいというふうに思っております。以上です。 

 議  長  ３番 佐々木孝議員 

 ３  番  今、村長のほうからは、ちょっと出ませんでしたけど、８月から東峰村就業体験と

いうのを始めていると思いますが、これもその一環ではなかろうかというふうには思

っていたんですが、それはまた別の意図があったんでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  すみません。次の時に就業体験というのがございましたので、ちょっと答弁の案と

してはあったんですけど、ちょっと外させてもらったところでございました。また質

問をいただければと思います。 

 というところで、８月より就業体験を行っております。以上です。 

 議  長  ３番 佐々木孝議員 

 ３  番  せっかく答弁用意していただいているなら再度お聞きしますが、この就業体験の目

的、先ほどもちょっと言われたと思いますけど、詳しく教えてください。 

 議  長  村長 

 村  長  申し訳ありません。 

 東峰村就業体験については、高校生以上の方々に対して、行政の仕事に関わっても

らうことで、具体的な仕事の魅力、やりがいを肌で感じてもらって、将来の進路、選

択肢として東峰村で働くというのをですね、真剣に考えてもらう機会として、提供す

る場を設けるという形で導入をさせていただいたところでございます。 

 ただ、８月に設定いたしましたが、まだ実数としては、問い合わせは１件あってお

りますけど、まだ日程の調整等はですね、終わっておりません。以上です。 

 議  長  ３番 佐々木孝議員 

 ３  番  このインターンシップ事業ですね、私も大変すばらしいことを始めたなというふう

には思ったんですが、期限が原則２週間以内とありますよね。土曜と日曜日を外すと、

もう２週間でも１０日間。この１０日間でどれぐらいの効果があるとお考えでしょう

か。 

 議  長  総務企画課長 

総務企画課長  就業体験の効果等々の目的と合わせてということでございます。 

 こちらのほうの要綱をですね、総務企画課のほうで作りましたので、私のほうから

答弁させていただきます。 

 東峰村就業体験はですね、学生の、先ほど村長も言われましたけど、方々の行政の

実務の経験をいただくことにより、行政の理解の向上をさせまして、本村へのですね、

志願者の増加に繋げたいという目的で実施しております。 

 原則２週間という期間の設定ではございますが、大学等の側のですね、単位の認定

の目安である５日間以上であること、それから学業との両立への配慮、県やその他の

自治体へのですね、同様の制度と比較しながら、同様の比較などの観点を基にして設

定したものでございます。 

 ２週間程度といただける場合はですね、複数課の業務をですね、経験いただくこと

も可能であります。行政の実務を幅広く知っていただける期間であると、本村のほう

では考えております。 

 議  長  ３番 佐々木孝議員 

 ３  番  村長もご存じのように、私も５０年前、旧宝珠山中学校で教育実習の経験をさせて

いただきましたけれども、とても貴重な２週間ではありましたが、あっという間に終

わったような感もあります。最初の１週間はもうとにかく学校に慣れ、子どもたちと

も慣れというようなこともですね、もう１週間があっという間に過ぎた。もう残りは
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あと１週間というような形でしたが、大変私にとっては有意義な期間でもありました

けれども。受け入れてくださった先生方に大変ご迷惑も掛けたかなというふうに思っ

ているところですが。 

 今は中学校も３週間の教育実習に、１週間延びているようなことも聞いておりま

す。これぐらいはやっぱり最低したほうが、より仕事の理解が進むんじゃないかとい

うふうに思いますが、私の場合は学校だったから、そんなに広くはないんですけども。 

 今さっき言われたように行政は、それ以上に仕事内容もいろいろありますよね。だ

から、より長い期間で、より色んなものを体験したほうが、行政に対する理解も学生

さんたち深まるんじゃないかという気が私はします。 

 しかし、本人の希望もありますし、何もかも経験はする必要はないという考えもあ

るかもしれません。村長は、このインターン生が何をどれぐらい経験すればいいかと

考えてあるか、ちょっとお聞きします。 

 議  長  村長 

 村  長  佐々木先生におかれましては、私が中学校の時に研修で来られて、ちょうどバスケ

ット等も鍛えていただいたというような、しっかり思い出のあるところでございま

す。 

 この就業体験については、基本的に高校、大学で、大学であれば学部とか専門的な

分野で学ばれておりますので、そういった部分を問い合わせ等の中で意向をですね、

希望とかを取って、どの分野、どの課が受け入れるかというマッチングを行います。 

 ですので、大体得意な分野についての実体験を行うという部分でありますので、２

週間程度、学校の具合等も加味した中で、他の自治体の期間も加味した中で、２週間

という期間を設定したというところ、原則２週間なんで、学校の都合によっては短く

とか長くとかいう部分もあり得るのかなと思います。 

 その中で、高校生については、色んなオールマイティーではありますので、どうい

う職種を体験したいかという話を聞いた中で、それに応えられるようにですね、村と

しても体制を整えて行うという形にはしておりますので、あくまで学校等を通じて問

い合わせ等があった時の中で、実務的に打ち合わせをさせていただくという形にして

おります。以上です。 

 議  長  ３番 佐々木孝議員 

 ３  番  ホームページで募集要項を見させてもらいましたけれども、もうすでに１人村内で

問い合わせがあったと言ってありましたけれども、今年１年、８月からではあります

けども、何人ぐらいの応募が来ると役場のほうでは考えてあるんでしょうか。 

 議  長  総務企画課長 

総務企画課長  予想というところでございますけど、１、２名、１０月からですので、今年度につ

きましては１、２名程度と考えております。 

 議  長  ３番 佐々木孝議員 

 ３  番  今、課長が言われたようにですね、もう半年ちょっとぐらいの中でのことですから、

１、２名かもしれませんが。この募集要項でいくと、何人募集が１年間に来るかなと

いう気も、私自身しました。 

 それで、ちょっと他の地域のこともちょっと調べてみたんですが。 

 例えば群馬県の太田市の募集要項を見ました。そしたらそこは、もう村長もご覧に

なったかと思いますが、１回の期間が１週間単位で、５回にわたって、５週にわたっ

てですね、この課のこういう仕事は何月何日から何月何日までというような募集期間

と仕事内容を各課の体験ができそうなものをですね、プログラムに組んで示してあり

ました。 

 これだったら応募者も、こういうことを経験してみたいな、ここの課をやってみた
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いなとかですね、いうのが見つけやすいだろうと。また、受け入れ側もしやすいんじ

ゃないかというふうに感じたんですが、そのことについては村長どう思いますか。 

 議  長  村長 

 村  長  群馬県の、私もホームページを見させていただきました。 

 先ほど議員さん言われたとおり、夏休みの期間だったですかね、を設定をして、受

け入れ対応可能な期間というのを示したうえで、こういう仕事がありますという例示

をされていたというふうに思っております。 

 ちょっとこれ自体はもう考え方の違いにはなってくるので、どちらのほうが来よう

と思っている方、要するにうちの想定は、学校からの問い合わせを受けてやるという

形、それは当然学校への呼びかけとかですね、そういったところも必要にはなってき

ます。 

 私の場合がどういう形での申し込みか分からなかったんですけど、すみません、そ

こまで見てなかったんですけど、細かなメニューと課の数も多いというのもありま

す。受け入れができる体制を整えたところの広報をするというスタンスになっている

というふうに感じておりましたので、どちらのほうがよろしいかというのは、やっぱ

一度やってみた中で、今回１人マッチングができた時にですね、受け入れ、どういう

形のほうが分かりやすいのか、次にもし繋がるとすれば、いいアドバイスとかですね、

そういった部分もいただく中で、取り組んでいきたいなと思っているところでござい

ます。 

 議  長  ３番 佐々木孝議員 

 ３  番  これちょっと申し上げにくいところなんですが、昨年から職員のミスが色んな部分

で表面化してまいりました。行政職員は信頼回復も含めて精一杯今業務をこなしてい

ると思っております。 

 そのような中、就業体験者が来たら、老婆心ながらですが、担当者は業務以外の対

応で大変ではないかなと想像します。 

 私も過去、教育実習生を受け持ったこともあります。受け入れ体制がきちんと整っ

ておかないと、実習に来られた体験者も困りますし、担当者は業務以外の指導という

責任ある仕事も併せてしないといけません。 

 そのためにも受け入れ側がまず、やりやすい体制を作っておくことが大事ではない

かと思いますが、いかがでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  実務を考えたときは、議員さんの課題、おっしゃるとおりだというふうに考えてお

ります。 

 今回初めての取り組みということで、メニューを示すという形ではなくて、応募者

一人一人の意向を優先的に行うことで、個別の相談を通じて、最も効果的な体験を調

整していくという対応を基本として考えている部分がございますので、実際に受け入

れた中で検討という話をすると、もし不十分な対応があった時に評判が悪くなったり

とかですね、そういったことも考えられますので、今回はしっかり調整をしたうえで

業務のプログラムとか、そういった部分をしっかり作っていって、次回以降に活かし

ていきたいというふうに思っております。 

 課題意識としては、当然あり得るかなというふうに思っております。以上です。 

 議  長  ３番 佐々木孝議員 

 ３  番  本年度においてはですね、あと３カ月しかないので、村長が言われるようにですね、

就業体験に来られる方とじっくり話をして、短い期間ですが体験をしていただくこと

が大事だろうというふうに思いますが。 

 私から提案するのは、おこがましいとは思いますけれどもですね、先ほども太田市
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のことがちょっと出ましたけれども、受け入れの一つの案としてですね、やはり太田

市は夏休みにしているということでしたけども、夏休みが一つはいい機会ではないか

なと、一つ思っております。それは学生の長期休業中であると同時にですね、高校生

以上ですから、高校生が普通の日に休んで来るということもなかなか考えにくいです

ね。そういう意味でも夏休みがいいのかな。 

 それから大学生についても、３年生、４年生になると就職活動が忙しいので、１、

２年生を優先的にしたほうが体験者は集まるんじゃないかなという想像を勝手にし

ております。 

 そういう意味で、第一期間的には夏休みがいいんじゃないかな、それから大学生に

ついては１、２年生も対象に、むしろそっちのほうを早くから体験してもらうという

ことも大事ではないかなというふうに思うところですが、いかがでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  ありがとうございます。 

 期間についてはですね、ちょっと発端が少し遅れましたので、ただ太田市さんとか

の例を見る時に、「やっぱ夏休みってありよね」という話はしております。そういっ

た時にはどういった形になるかという部分もじっくり検討させていただきたい。 

 あと今回問い合わせがあっている方が大学３年生ということで、ちょっと調整はし

ておりますけど、１年生、２年生って、すみません、自分が大学行ってないんで、１

年、２年がどういう活動をしているのかというところもあるんですけど。やっぱりそ

ういう早め早めの呼びかけというのはですね、必要な視点かなというふうに思ってお

ります。ありがとうございます。 

 議  長  ３番 佐々木孝議員 

 ３  番  ありがとうございます。 

 ぜひ、前向きの検討をお願いいたします。 

 それから仕事の内容についてもですね、役場は年中同じ仕事をしているわけではあ

りませんので、先ほども村長言われたように、体験希望者としっかり相談をしながら、

職員の加重負担にならない程度の体験活動もしていただくことも大事ではないかな

と思います。 

 それからですね、次はこの体験希望者ですが、村内の出身者であれば実家がありま

すので、そこから通うことも可能ですけども、村外の方たちが応募して来られた場合

どうするのかというのが、ちょっと私気になったのですけど。 

 これまでＡＰＵの学生さんがほうしゅ楽舎を使って、１泊２千円ですか、寝泊まり

していたというふうなことも聞いておりますけども、このインターン生についてはど

のように考えてあるのか、お聞かせください。 

 議  長  総務企画課長 

総務企画課長  こちらの就業体験の関係の宿泊の観点と思っております。 

 こちらのほうがですね、学生の身分をですね、保持したまま就業体験をするという

ことではございますので、報酬やら旅費やら宿泊費、食費、その他一切の経費はです

ね、自己負担ということになります。これは別段東峰村だけではなく、福岡県それか

ら他の市町村もですね、同様な取り扱いになっております。 

 ですが、うちのようにちょっと遠い、宿泊施設も無いところでございますので、村

外からの学生等につきましてはですね、円滑に参加できるような村内の宿泊施設の案

内等々情報提供をですね、そういう情報のサポートをしていこうと思っております。 

 もちろん交通手段とか生活環境に関する相談等も相談に応じまして、学生等のです

ね、自らの負担ですね、負担、不安の軽減を図っていきたいなと考えております。以

上です。 
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 議  長  ３番 佐々木孝議員 

 ３  番  そういったこともですね、募集要項、ホームページにも何らかの形で載せておいた

ほうが、安心して応募ができるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  ありがとうございます。 

 たまたま今回相談に来ているのがですね、村内に家族がいる方ということでしたの

で、ちょっとそこまで、全体の呼びかけの中での整理がきっちりできていなかった分

がございますので、そこについては、村としては泊るところって実際ほうしゅ楽舎と、

今のところですね、ぐらいしか、民間の施設がございませんので、そういった照会と、

例えばここだったらいくらで泊まれますとか、交通的にはどういうふうにして行けま

すとかですね、そういった観点でのお知らせというか、ＰＲが確かできてなかったの

で、しっかり取らせていただきたいというふうに思っております。 

 議  長  ３番 佐々木孝議員 

 ３  番  ありがとうございます。 

 今年はまだ始めたばっかりだからですね、足りないところ当然あると思いますが、

来年度に向けてしっかり充実させた募集要項を作っていただければと思います。 

 この就業体験をきっかけにですね、たくさんの方たちに東峰村に興味を持っていた

だいて、行政職員の試験をどんどん受けていただきたいというふうに思っているとこ

ろなんですが、このインターン制度体験者ですね、は本村を受験した際優遇されると

かいうような部分については何かありますか。 

 議  長  村長 

村  長  インターンというかですね、就業体験をされた方、これは、受けられる方も村のこ

とを知ってもらえるんですけど、やっぱり一緒に仕事している日ともですね、こうい

う人柄ですかね、そういうのも知ることができます。 

 ただ、試験に対して優遇するというのは、やっぱり後々のことがございますので、

それは一切ない。ただ、面接の時等でですね、やっぱり一緒に仕事している印象とい

うものについては、今後一緒に仕事していきたい仲間を選ぶというか、いう採用試験

でございますので、影響はありませんと公式には申しますが、ゼロではないかなとい

うふうには思っております。以上です。 

議  長  ３番 佐々木孝議員 

３  番  やっぱり採用についてはですね、公正公平にやらないといけませんので、優遇しま

したじゃですね、おかしな具合になる可能性もあります。 

 そういった中でですね、筆記試験はもう全体で市郡一緒にやるでしょうけれども、

面接試験ですね、このことについては、役場の職員さんが今までずっと中心にやって

こられたんだろうと思いますけども、第三者の方、そういうことを考えないでですね、

考えないと言うとおかしいけど、インターン生も全然経験してない方も受けに来た時

に、公平公正にやっぱりする必要がありますので、今、村長がおっしゃったようにね。 

 だから第三者の方を面接官として入れるのも一つの案ではないかと、私は思うんで

すが、村長いかがでしょうか。 

議  長  村長 

村  長  現状は第三者、外部の方を１名一緒に面接官としてやっていただいております。 

 以前は２人とかあったんですけど、今は１人という形で、全部で５人か、中の 1人

が外部という形でさせていただいております。以上です。 

議  長  ３番 佐々木孝議員 

３  番  外部の方もおられるということで、きちんと公平公正にやられてるというふうに期

待したいと思います。 
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 この制度がうまく機能することが最も大切なことでありますけれども、将来この制

度を、例えば役場職員だけでなく、先ほどからもちょっと出てたような農業や林業に

携わる方たちの就業体験等々も将来的には必要ではないかと私は思うんですが、いか

がでしょうか。 

議  長  村長 

村  長  行政職だけではなく、他の職種という形で考えたところでは、現在必ずしも学生が

対象ではないんですが、県が実施しております窯元インターンシップ、先月だったか

な、も行われました。その事業の中で体験をしていただいて、仕事をする。 

 また、福岡県の事業にはなりますが「くらしごと体験」という形で、ちょうど先週

東峰テレビのほうに３日間でしたけどですね、職場体験というか実習ですね、という

形で、県の事業で呼びかけた方が応募いただいて、した。そういうこともあっており

ます。 

 他の自治体では、例えば民間企業とマッチングをして、そちらのほうの職種の職場

体験、就業体験を行っている自治体もございます。 

 例えばという形で例示していただきました農業についても、やっぱり組織という

か、やっぱり受け入れをする組織というものが必要になってくるのかなという形には

思っておりますので、そういった部分についてこの就業体験、まずは行政職で行って

おりますが、将来的な展望として、そういった部分の視野もですね、考えていくフェ

ーズになっていくのかなというふうには思っております。以上です。 

議  長  ３番 佐々木孝議員 

３  番  将来的には広げるということをお聞きして安心はしたんですけどですね、先ほども

同僚議員が林業のことについて質問がありましたし、明日はまた農業部門についても

ですね、質問があります。 

 農林業については、もう、経済常任委員会でいろいろ審議をずっとしてきましたけ

れども、もう早急に手を打たないと間に合わないような状況が、もう迫っているとい

うようなところがあると思いますので、窯業はそれぞれ焼き物屋さんたちで頑張って

おりますので、農林業のほうにも力を入れていただければと思うところです。 

 次に、地域おこし協力隊のインターンについて、質問をいたします。 

 これまでにＡＰＵの学生が２人地域おこし協力隊として半年間雇用されてきたと

思いますが、その成果を村としてどう評価しているのか、お聞きしたいと思います。 

議  長  総務企画課長 

総務企画課長  どのように評価しているのかということでございます。 

 学生インターンとしまして令和６年度に西海（にしがい）さん、それから令和７年

度に大賀（おおが）さん、２名が本村の各課の業務に幅広く従事していただきました。 

 その中でも教育分野の取り組みとしてフィールドスタディの際に提案いただいた

子どもの英語ガイドですね、ガイドの企画・実行など、子どもたちと世代が近いとい

う強みを生かしまして、熱心に取り組んでいただいたところでございます。 

 英語ガイドやガイドする際のツールとしてパンフレット等も作成する取り組みは

ですね、生徒さんや先生方から高い評価をいただいているところでございます。 

 その他に、同じフィールドスタディの際に提案いただいたサイクリングツアーを若

手職員と連携して、企画や準備に取り組んでいただきました。 

 また、例年９月に実施しておりますＡＰＵのフィールドスタディでは、各種調整等

を自分たちで積極的に行い、具体的な活動発表が無事に終了したところでございま

す。 

 今年度のインターン生については、フィールドスタディの提案の内容の実施に向け

た道筋を付けるところまで取り組んでいただきまして、東峰村応援団の活性化案や秋
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祭りの活性化案など、実際の活動に繋がっておりまして、若者の視点やバイタリティ

ーを最大限に生かして、村に貢献をいただいたと思っております。以上でございます。 

 議  長  ３番 佐々木孝議員 

 ３  番  あとの質問にも関わるようなことをまたおっしゃっていただきましたけれども、色

んな事業をやってきたということで捉えたいと思いますけどもですね。 

 この方たちは、確か半年間やられたんですかね。 

 このインターン制度については、２週間から３カ月というふうになっております

が、半年やったからそれだけ成果があったんだろうという気もしながらですね、２週

間や３カ月でどれぐらいの効果があるのか、成果が上がるのかというのを、まずどれ

ぐらいの期待をしているのかというのを、まずお尋ねします。 

 議  長  村長 

 村  長  先ほど課長が答弁いたしました。 

 学生インターンですね、ＡＰＵの学生さんが来る形と地域おこし協力隊インターン

というのを、ちょっと頭の中で分けて考えていただきたいなというのが、一つござい

ます。 

 地域おこし協力隊については、お試し地域おこし協力隊という制度、これは２泊３

日で、まずは村を体験しようとか地域を体験しようというものがあります。 

 その次のステップとして地域おこし協力隊インターンという制度があって、これは

もう言われたとおり２週間以上３カ月以下。これはもう具体的な村の中での課題を、

その中でどういうふうに活動ができるかという、ちょっと長期版のお試し協力隊。 

 これは、目的は当然その後のですね、地域おこし協力隊のほうに正式に任用、着任

していただくための呼び水的な制度に、これはもう総務省の制度なんですけど、制度

になっているところでございます。 

 学生インターン、ＡＰＵの学生さんについては、当初、昨年については、６カ月と

いう希望があって、どうするのかという部分を、まず地域おこし協力隊インターンの

制度で３カ月お雇いをして、その中であと３カ月については通常の任用職員としての

雇用という形を取らせていただいたんですが、やっぱり途中で任用の制度が変わると

いうのが、すごく本人にも色んな制度、保険とかはいいんですけど、当然関係ないの

で、宿のコストの関係とかですね、コストは関係なかったか。ちょっといろいろとあ

りまして、今年については当初から６カ月ということでしたので、通常の会計年度任

用職員という形で短期型ですね、採用をさせていただいたという実情がございます。 

 だから、地域おこし協力隊の雇用の仕方については前段で言われたとおりなんです

が、今回の学生インターンさんについては、一つの目標が、先ほど課長が申したとお

り、フィールドスタディの準備、また若い人たちとのネットワークづくり、若い職員

の意識改革等も含めたところでの活動でございましたので、この分についてはしっか

り効果があったというふうに感じているところでございますので、また相手方のある

ことではございますので、これについて継続はしたいという意向はあるところでござ

います。以上です。 

 議  長  ３番 佐々木孝議員 

 ３  番  ちょっと確認をします。 

 インターンで２週間とかを経験をする。その方がさらに延長という形ですかね。ち

ょっと違う。ちょっともう１回。 

 議  長  村長 

 村  長  ちょっと分かりにくくて申し訳ありません。 

 昨年ですね、最初に雇用というか、ＡＰＵの方来ていただいた時が、３カ月間は地

域おこし協力隊インターンの制度を利用させていただいたんですね。 
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 その時には日額１万２千円とか、宿代は出ないとかですね、交通費も出ない。そう

いった形の中でやらせていただいて、あと６カ月ということでしたんで、３カ月間は

通常の雇用をした時に、同じ給与体系が使えないというのがあって、それでやっぱり

ちょっと戸惑い等もございましたので、もう当初から村で、今年については６カ月間

会計年度任用職員、地域おこし協力隊も会計年度任用職員なんですけど、でお雇いを

するという形になったところでございます。以上です。 

 議  長  ３番 佐々木孝議員 

 ３  番  確かにミッションによって期間も若干変わるかもしれませんね。 

 だからインターンで終わる方もおられれば、延長で１年間なる方もおられる。場合

によってはそのまま、先ほど村長言われたように、３年間の地域おこし協力隊へ発展

するというようなことで確認しとっていいんでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  言われるとおりでございます。以上です。 

 議  長  ３番 佐々木孝議員 

 ３  番  インターンとして来られても、この村に愛着を持っていただいて、長く移住・定住

してもらえるような人材育成をぜひお願いをいたします。 

 それから、次に行きます。 

 ＡＰＵの学生の発表会が９月にありました。私は他の会議と重なりましたので、出

席することができませんでしたので申し訳ないんですが、その後資料を見せていただ

きました。 

 その中にですね、この学生さんが感じたことだろうということで受け取ったんです

が、「郷土への理解度が低い印象」という一文がありました。説明をする中学生の理

解度が低いのかなと、私は捉えたんですが、総合的な学習等々で東峰学園では郷土学

習をやっているんですが、どのような内容でやっているのか、確認のためにお聞かせ

ください。 

 議  長  教育長 

 教 育 長  確かに学生さんのほうからそういうふうな感想が出たというのは、私も確認してお

ります。 

 ただいろいろな、それをもってもう学習が薄いということではなくて、やはりいろ

いろ子どもたちの認識の度合い、個人個人でも違いますので、そういった面が加味し

ているのかなと思っております。 

 学園としましては、もうどこの学校でも大体、小学校の段階は大体郷土の学習がず

っと出てきます。１・２年生では生活科で町探検、村探検とか、３・４年生で地域の

野菜作りとか、４年生で地域の公共施設、５年生で地域の農業、魚業とかも含めてで

すね、そういったことをやったり、６年生で色んな地域のスペシャリストとの交流と

かですね。 

 ここの東峰学園では、中学校のほうになってきたら職場体験、そういったこともや

りますし、保育園のほうで保育体験、そういった宝珠の郷とかで福祉体験とか、そう

いったことも行います。 

 １年生から９年生まで全般に 通じて生活科、総合的学習、社会科の中で色んな地域

の学びを深めているところでございます。 

 その結果、度合いは違うかもしれませんが、地域の色んなヒト・モノ・コトについ

て知る。または行者杉が英彦山との関係があるんだよということを、また繋がって知

る。そして、行者杉がこういう歴史的な価値もあるんだよということで、単なる事実

を知ること、それから関係性の中で知ること、そして村にとっては、こんな価値があ

るんだということを知ること、こういうふうな段階を踏まえて子どもたちは認識をし
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ていきます。 

 そういう中で少しずつながら子どもたちは、ふるさと学習を通じてですね、地域へ

の愛着、そして最終的には誇りまで持って行こうと思っております。 

 特に中学生での英語でのそういったアウトプットの体験は、非常にその辺りの地域

の誇りというものを実感するうえで、非常に価値ある体験だと思っております。以上

です。 

 議  長  ３番 佐々木孝議員 

 ３  番  今、教育長が言われたように、小学校低学年からですね、中学校３年まで、学年ご

とに学習を通して地域学習もやっているということではありますが、中学生が、ＡＰ

Ｕの学生、今回はそうですが、案内する時にやっぱり必ずここと、こことここは行く

とかいうような場所もありますよね。 

 少なくともその場所については、ある程度説明できるようにはなっておかないとい

けないだろうと思いますし、これは、内容的なことに私が口を挟む必要はないんです

が。 

 例えばですね、必ず行くと言ったら、竹棚田行きますね。焼き物屋さんとか、今言

われる行者杉、あと岩屋神社も行くかと思うんですね。 

 少なくともその辺りはあれなんでしょうけれども、村には、これちょっと宗教的な

問題もあると言われるかもしれませんが、岩屋神社はもちろんですけれども、県の無

形文化財になっているお星さま祭りがある福井神社、あるいは神楽や千灯明などやっ

ている小石原の高木神社、それから行者堂とかですね、色んなものがありますけども、

少なくともこれぐらいは、やっぱり村を宣伝する時にはですね、子どもたちもある程

度理解をしておったほうがいいと思うんです。 

 そういう意味でも、そういう学習をする機会というか、総合的な学習の時間等々が

まだありましょうからね、もう１回見直しながら、積み重ねていただければと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

 議  長  教育長 

 教 育 長  ありがとうございます。 

 教育内容に関してですね、こういったものも取り上げてほしいというのは。学園の

ほうにもいろいろアドバイスできるものだと思いますので、そういった方向で進めて

まいりたいと思います。以上です。 

 議  長  ３番 佐々木孝議員 

 ３  番  ありがとうございます。 

 村を、郷土愛と言いますかね、育てる意味からも意義深いと思いますので、ぜひよ

ろしくお願いをいたします。 

 それから、さっき課長のほうからですね、英語版のガイドブックも作ってあるとい

うようなこともちょっとお聞きしました。安心しましたけれども、その子どもたちが

作った英語版ですかね、これは村の観光の案内がありますよね、ガイドブックが。そ

れと併せて村全体で使える方向で考えてありますか。 

 議  長  教育長 

 教 育 長  村の観光パンフと一緒にというところまでは、まだ話が行っておりませんが、現在

のところＡＰＵの学生さんと初めてファーストコンタクトの時に、東峰村ってこんな

村ですというのを英語で書いたパンフレットをもう作っております。３部ほどです

ね、色んなカテゴリーに分かれて。それをまた来年もリメイクしながらそれを活用し

ていくという。 

また、色んな、先ほど議員が言われましたように、色んな場所を広げていきながら

パンフレットを増やしていく方向で考えております。 
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 ちなみにこの前、８年生が大阪万博に修学旅行に行きました。その際には、そのパ

ンフレットとか、それから東峰村のQRコードでの観光案内ができるような、そうい

ったものをですね、子どもたち一人一人が外国の人を見つけて、英語でコミュニケー

ションして、そして東峰村はこんなところだから遊びに来てくださいというようなこ

とをアピールはしております。 

 その後どれぐらい訪ねて来たかというのは、ちょっとまだこれからの期待値ですけ

ど、そういう方向でですね、色んな修学旅行とかでも、インバウンドで色んな外国の

方がいらっしゃいますので、そういうところで実際生きた英語を体験しながら、そう

いった外に発信していくという体験をですね、積み重ねていこうというふうな考えで

はおります。以上です。 

 議  長  ３番 佐々木孝議員 

 ３  番  ぜひお願いいたします。 

 それから、ＡＰＵの学生の報告の中で、大学生とのフィールドスタディを続けてい

くための組織を、役場内に作れないかというような提案があったようですが、そのこ

とについては、村長いかがお考えでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  ＡＰＵさんとの連携、包括連携協定に基づく取り組みや、その一環ではございます

が、学生インターンの活動、これは先ほど答弁したような成果も出ている。また、村

の活気にも繋がっていると非常に感じておりますので、引き続き継続してまいりたい

と考えております。 

 また、議員さん質問のございましたフィールドスタディに学生からの提言、そうい

った独自に動けるような組織についてでございますが。 

 今回、今年については、自転車のイベントをですね、サイクルツアーというのを１

１月２２日に行いまして、参加者については一桁、元々１０人程度を目標としてたん

ですけど、その中での取り組みをですね、庁内の若手職員の中で東峰村の地域魅力再

発見プロジェクトというチーム、プロジェクトＴと言っているんですけど、そのチー

ムを立ち上げて、若手の人材育成という要素も盛り込みながら取り組んでまいったと

ころであります。 

 ただ課題もございまして、やっぱりこういった取り組みではありますけど、やっぱ

り働き方改革の中で、やっぱり時間中に打ち合わせ等を行うという形もあって、通常

の本来業務のほうへの負担と申しますか、それも本人はいいかもしれないですけど、

その周りの方がですね、居て欲しい時に居ないとかありましたので。 

 ただ、この活動については、続けていきたいとは思っております。ですので、色ん

な業務の兼ね合いもございますが、今が若手の職員を全部一括りにして、集団で動い

ているような感じではありますので、やっぱりプロジェクトリーダーと申しますか、

そういった方、そのリーダーをまとめる組織というのは、当然企画の部局にはなると

思います。 

 そういった形を取りながらですね、無理のない活動をまずはできるようにしていき

たいというふうに思っております。 

 やっぱり中心となる部局はあると思うんですけど、そこに専門の動ける部隊を常に

置いておくという形はですね、なかなか自治体の規模上、難しゅうございますので、

そういった形で組織として動ける体制をですね、実施していきながら模索していきた

いと思っております。以上です。 

 議  長  ３番 佐々木孝議員 

 ３  番  仕事でするなら時間の制約はありますが、これボランティアでやるならですね、自

分の好きな時間に自由にできる部分もありますので、体を壊したらなんですけどです
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ね。昔の若者たちはそういった意味でいろいろ頑張ってきております。それをそうし

ろと言うつもりはありませんけれども。その辺りは難しいところだろうと思いますけ

れども。ぜひ、活性化してほしいと思います。 

 併せて「ふるさとミライカレッジ」による学生サミット開催も提案されていました。

村の若手職員だけでなくて、村に住んでいる若者たちを抱き込むと言いますか、一緒

になってこの村の将来のありようとか、色んなことについて話し合う、そして「こん

なことやってみようや」というようなことを実行していく、そういう村挙げての若い

人たちの取り組みというか、そういったものも期待するところですが、村長いかがで

しょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  ふるさとミライカレッジによる学生サミット開催という提案の中ではですね、実際

に今回、総合計画を作った中でも若手のワークショップという形で一つのテーマ、最

初から言ってましたけど、「私がやる！我ら村守（むらもり）」という考え方ですね。

この考え方を具体化していく、実現化していくためにも、やっぱり住民の方を巻き込

んだ、こういった動きというかですね、は必要な部分であるというのは、もちろんの

認識でございます。 

 行政の担い手である村の若手職員という活動が今行われておりますが、村に住む若

い世代の方々や交流人口とか関係人口としてですね、村の振興に協力いただいてい

る、ＡＰＵに限らず学生さんとかですね、そういった形も意欲的に村の活性化に向け

た取り組みを進めるための環境整備はですね、重要だと思っておりますので、これに

ついては、今現在、包括連携協定を結んでおります大学は、２つ大学がございます。 

 また、そういった方々ともですね、新事業を含めた若者がチャレンジしやすい環境

整備のあり方をですね、検討してまいりたいというふうに思っております。以上です。 

 議  長  ３番 佐々木孝議員 

 ３  番  このことについては、私も大いに賛成しますし、総務省からの補助金等々も出るそ

うですので有効に活用しながら、今、村長がおっしゃったようなことで取り組んでい

ただければ幸いです。 

 冒頭に村長言われたように、「私がやる」という、一人一人がですね、本当にやる

気を持ってこの村づくりに取り組むことを期待して、私の質問は終わります。 

 休  憩   

 議  長  １５時２０分まで休憩します。 

（１５時１０分） 

 再  開  

 議  長  休憩前に続き、会議を再開します。 

（１５時２０分） 

 議  長  ６番 高橋弘展議員の質問を認めます。 

６番 高橋弘展議員 

 ６  番  今回は３つの大きな質問をさせていただきます。 

 まず１点目です。 

 １点目は、がん患者のアピアランスケア、外見に関するケアについてお尋ねしてい

きたいと思います。 

 質問の要旨の読み上げにはなりますが、日本人が一生のうちにがんと診断される確

率は、２０２１年のデータでいくと、男性が６３．３％、女性が５０．８％と、約２

人に１人が一生のうちにがんと診断を受けるという日本のこの世の中となっており

ます。 

 一方で、今がんに関しても５年生存率が、がんの種類によりますけれども、医療の
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向上によって上がってきており、社会復帰をする方々も増えてきております。 

 その中で、治療に伴う外見の変化に対して、医学的・整容的・心理社会的支援を用

いて、外見の変化を補完し、外見の変化に起因するがん患者の方の苦痛を軽減するケ

ア、これがアピアランスケアと呼ばれるんですけれども。 

 そういったふうにがん患者の方々が社会復帰、社会参加を促進していくことができ

ないかという質問でございます。 

 福岡県のほうも医療用ウィッグや補整具等々の購入費を助成する市町村を支援す

る事業を行っております。 

 この質問に関しては、村内にいらっしゃるがん患者の方から受けた質問でもござい

ます。 

 というのも、医療機関において「お宅の住まわれている市町村では、こういった助

成事業は行っておりますか。確認されてはどうですか。」というところでご質問いた

だきました。 

 「他の市町村はやっているけど、東峰村はどうなんですかね」というところでござ

いまして、東峰村ではこのアピアランスケアに対する助成事業は行わないのか、お尋

ねいたします。 

 議  長  村長 

 村  長  この議員さんの提案というか、ご質問でありますアピアランスケアについて、この

質問をいただいて、実際自分もこの制度を存じ上げなかった部分もございます。 

 実際にこのチラシをホームページで確認した時に、残り３つの自治体だけというと

ころで、逆に何でという思いがありましたので、これについては、一応県のほうの補

助、市町村が負担する分に対しての県の補助等も制度としてございますので。 

 ただ、県が実施主体ではなく、自治体のほうが制度を構築しないとできないという

ことでございましたので、これについては、大変申し訳ないですけども、すぐ対応す

るように。 

 ただ、これ予算が伴うものでございますので、ちょっと１２月の補正には間に合っ

ておりませんので、対応はさせていただきたいというところで考えております。貴重

なお話ありがとうございます。 

 議  長  ６番 高橋弘展議員 

 ６  番  ぜひ、６０市町村中５７実施ということで、残るわずか３に入ってしまっているの

で、早急にしていただきたいのと、また、少しお尋ねしたいのが、たまたま全市町村

までは調べられてはいないんですけれども、同じ区域の筑前町さんの、「この筑前町

アピアランスケア推進事業について」というページを拝見させていただいた中で、筑

前町さんは令和５年度からこの事業を行っております。 

 その申請期限の注記事項を見てみると、この令和５年に始めておきながら、遡及し

て令和３年度から令和５年度まで２年間遡って、そういった補助を行うということを

申されています。 

 そもそもこの県の助成事業自体が、おそらく令和３年ぐらいから始まっているのか

なというところがありまして、じわじわ、じわじわこの実施自治体が増えていったと

いう経緯もあるのかなと思っております。 

 筑前町さんがどういった経緯で遡及されたのかは存じ上げはしないんですけれど

も、こういったふうにそもそも事業があったものに対して、ちょっと一旦東峰村が乗

り遅れているのもあって、もしがん患者の方が今もそういう医療用ウィッグであった

りとか、アピアランスケアに対する部分をしようというかですね、されていたりとい

う部分があれば、そういった遡及という部分も可能なのかどうか。 

 なかなかここで判断できる部分難しいかもしれませんが、考えについてお尋ねした
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いと思います。 

 議  長  村長 

 村  長  議員さん言われるとおり、この県の事業については、令和３年度から実施をしてい

るということでございます。 

 筑前町が遡り令和３年度から行った部分について、財源等がちょっと分かりません

が、村として、先ほどちょっと言われたとおり、即答できる部分ではございませんけ

ど、やっぱりこのことに対して、一定の素地というか、は必要であるなというふうに

は思っているところでございます。以上です。 

 議  長  ６番 高橋弘展議員 

 ６  番  ぜひ、今後ですね、課内と庁内等でご検討いただきたいなと思っております。 

 冒頭で村長の答弁でも、私の質問の１回目の答弁でもありましたが、なぜ、この６

０市町村の中で、残る３市町村になってしまったのかという部分に関しても、少し原

因についてお尋ねさせていただきたいなと。 

 こういった県の事業を行う場合に、やっぱ東峰村って結構最後になるパターンって

多いんですよね。それがどういったところに原因があるのかなと。 

 もちろん担当、本当にそれ専属担当という方がなかなかこの村において、市町村規

模からして付けれないという部分ももちろんあるかと思いますけれども、こういった

情報がいかに課内でしっかりと共有をされたり、実施検討がされているのかという部

分に対して、今回この６０市町村中のラスト３というふうな部分になったのか、少し

原因のところについてお尋ねしたいと思います。 

 議  長  住民福祉課長 

住民福祉課長  確かに福岡県のほうではですね、令和３年度から市町村向けに補助事業を行ってき

ております。村ではですね、これまで補助金を活用できない状況でございました。 

 これはですね、課内の人手不足、それから業務の優先順位によるものではなかろう

かというふうに考えているところでございます。 

 令和３年度、当時はですね、コロナ禍で、特にワクチンの集団接種などの対応がで

すね、最優先となりまして、令和５年度、収束はしておりませんけれども、その後も

コロナは残っておりましたけれども、そういったところでなかなか着手が困難だった

ということも原因ではなかろうかと考えておりますし、令和５年度と申しますと、災

害がまた発生をしたという状況もございました。また、こども家庭センターの立ち上

げ等もですね、行っております。 

 その後はですね、コロナワクチンとか帯状疱疹ワクチンの接種事務、そういったも

のもですね、増えてきたという状況でございまして、なかなか人手が足りなくて、こ

の補助事業にですね、すぐに着手ができなかったものと考えております。 

 議  長  ６番 高橋弘展議員 

 ６  番  あまりこの、なぜできなかったを追及する意図は全くないんですけども、できれば

改善する方向として、やっぱりどういうふうにこういう県の助成事業であったり、市

町村主体であったりするけれども、県が一部補助するというふうな事業があっている

場合に、どういうふうな通知が来て、どういうふうに市町村にアプローチがされてい

るのかという部分が少し不透明で、なぜ、忙しいのはもちろん分かるんですけども、

優先度合いを何か、すごく少ない人数というか、すごい閉鎖的な中で決まってってし

まってないかなという部分もあって、ちなみに県からは、どういうふうにこういった

助成事業、これは令和３年からというところを逆算すると、大体県って３年刻みでこ

の事業というのがたぶん精査される中で、３年以上もこの事業が生き残っている中で

言うと、やっぱり毎年、毎年通知が来たりとか、何かお知らせが来たり、説明会があ

ったりするのかなというところからこぼれ落ちてしまってたりするのかなという。 



38 

 

 もちろんこの、最初からこの事業に他の市町村が乗ってたわけでもなく、ちょっと

同僚議員から頂いた資料の令和４年時点では２０市町村しか実施はしてなかったり

したんですよね。 

 という中で、県からどういった、こういった助成、この事業に対して通知が来てる

のか、分かる範囲でいいのでお伝えいただけますでしょうか。 

 議  長  副村長 

 副 村 長  私も県から来ている身分ですので、その立場でお答えさせていただきます。 

 私も県にいて市町村さんにご協力いただく立案したことは当然あるんですけれど

も、その際、予算を編成する前年度、概ね意向調査のようなものを実施いたします。 

 こうした取り組みをやった時に実施する意向はあるかどうか、その回答をもとに大

体予算の規模というのを決めていくんですけれども、実際に予算が成立しましたら年

度当初に、これは分野別だったり財政担当者全般的とかだったりとか、県の施策の説

明会みたいなものをいたしまして、市町村さんが活用できる県の助成制度、こういう

ものがありますよというものを照会したり、あとは各課が個別に働きかけをしたり、

といったところがございます。 

 先ほど回答にもあったとおり、マンパワーという話ございましたが、一般的に意向

調査のようなものが来た時にですね、私だったり村長まで判断が上がるかというと、

全部が全部そういうわけではなくて、各課がその時の業務の状況に応じて、各課の判

断で回答しているというところもございますので、ご指摘のとおり見落としがあるか

もしれないというのは、そのとおりだと思います。 

 あとはですね、私が東峰村に赴任させていただく前もそうだったんですけれども、

引き継ぎのようなものを受ける時に、県の行財政支援課からいろいろ情報をいただく

んですけども、議員おっしゃったように、東峰村が実施してなくて、他の５０いくつ

の自治体がやっている制度があるとか補助があると、これをぜひやるように中で働い

てほしいというようなオーダーを受けて送り込まれるということもですね、実際には

ございます。 

 すみません、アピアランスケアについて、それがあったかというと、実際なかった

んですけれども、今回のケースで言うと。 

 私もそうした立場で来てるんでですね、そうした遅れがないように庁内で話したり

とか、あるいは県の照会が上がった時に、できるだけ相談が上がるような空気づくり

をですね、庁内でしていけるように取り組んでいきたいと思います。以上です。 

 議  長  ６番 高橋弘展議員 

 ６  番  せっかく副村長が県から来てらっしゃるんで、ぜひ、そういった情報共有であった

りという部分と、１番になる必要があるかというと、１番を目指す必要ってそこまで

なくて、しっかりやっぱ福岡県の中で一緒の波に乗ってというか、世の中のしっかり

流れをつかんでいって、やっぱり福祉の向上にしっかりと努めていただきたいなとい

うのが本心でございます。ぜひ、情報共有、情報収集には、これまで以上によろしく

お願いしたいなと思います。 

 それでは、次の質問にまいりたいと思います。 

 マイナ救急の運用について、ということでございます。 

 これは、今年の１０月からですね、全国的にこのマイナ救急というのが始まってい

るところでございます。甘木・朝倉消防本部でも今年の１０月からマイナ救急の実証

事業を開始しているというところでございます。 

 これが何かというと、救急搬送時に自分の病歴や飲んでいる薬等の医療情報を救急

隊に正確に伝えることができ、円滑な搬送先病院の選定や適切な処置、搬送先病院で

治療の事前準備ができるなど有益なこともありますが、一方で実証実験中にも色々デ
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メリットっていう部分も言われてたりはします。 

 とはいえこのマイナンバーカードの普及が進んでいる中では、このマイナ救急、今

後さらに使いやすくというか、効果が高いものになってくるのではないかなというと

ころで質問させていただきたいと思います。 

 現状におけるマイナ救急の、まず運用状況そして現在のマイナ保険証登録数、登録

率についても併せてお尋ねしたいと思います。 

 議  長  総務企画課長 

総務企画課長  まず、マイナ救急の運用状況のほうからでございますが、１０月から始まったとい

うことで、１０月から１１月末までの実績で、本村内の救急搬送が１１名中４名がマ

イナ救急を利用したということでございます。 

 それから登録数・率等々でございますが、本村におけるマイナンバーの普及率が１

０月末で９７．２％でございます。マイナ保険証のですね、登録率は、村で把握でき

る保険としまして国民健康保険、こちらのほうが９月末ですが、９２．７％、さらに

後期高齢者医療保険のほうが、こちらも９月末ですが、６８％の利用登録ができてい

るとのことでございます。以上です。 

 議  長  ６番 高橋弘展議員 

 ６  番  １１名中４名のマイナ救急の利用だったということで、思ったよりは高いのかなと

いう印象もありますが。 

 その中で何かこう、良かった話、良かった話という聞き方がいいのか分からないで

すけれども、メリットであったり効果があった、もしくは課題があったという部分は、

何かお聞きしている点はございますでしょうか。 

 議  長  総務企画課長 

総務企画課長  実際ですね、救急のほうからどういった効果があったとか、直接は聞いておりませ

ん。大変申し訳ございません。 

 議  長  ６番 高橋弘展議員 

 ６  番  私もこれ、最初このいつもの要旨を上げさせていただいた時は、これ結構いいなと

いうか、ポジティブな形でこれ取り上げようかなという部分もあったんですけれど

も、ちょっと調べれば調べるほどですね、このままの状況で運用が進んだ場合に、本

当に価値を付けれるのかなという部分のちょっと不安は抱いております。 

 というのが、この救急用サマリー、救急隊の方が見れる情報というのが結構限られ

ていたりします。何でも見れるのかなというと、何でも見れないような仕組みになっ

ていて、医療機関が見れる情報と救急隊が見れる情報に差ができております。 

 例えばのところで言うと、受診歴は過去３か月間であったり、手術歴は５年間遡れ

ます。あと調剤に関しては４５日前まで、薬剤に関しては３カ月とか色んな縛りがあ

ったりしています。 

 なので、医療機関にかかったり定期的に特定健診もですね、過去直近の特定健診も

把握はできたりするんですけれども、正確に医療機関にかかってないと、そういった

情報が得られない仕組みだったりもするので、必ずしもみんながマイナンバーを救急

隊に預ければすべてが分かるという制度でもないんだなというところは、調べて分か

ってきた中で、まだちょっと自治体の表現の仕方によって、どれが本当なのかもちょ

っと分からない部分もあるんですけども。 

 例えばもっているアレルギーの情報であったりする部分も、今これから見れるよう

になるかもしれない情報であったりするらしく、ちょっとその辺も、ごめんなさい、

確かな情報得られてはないんですが。 

 ちょっと何が言いたいかと言いますと、救急でマイナンバーカードを見せれば、病

院の選定にすごく役立ち、搬送先の病院で的確な治療が受けれるかというと、必ずし
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もそうじゃないかもしれないという部分を、ちょっと併せ持たないといけないのかな

というところを思っております。 

 そういったマイナ救急で得られる部分の情報、そういった部分に関して、直接的に、

じゃあその、救急隊の運用が村でするかというと、広域圏の仕事でございますので、

直接的な把握って必要ないかもしれないんですけども、次の質問の中で、村民の方へ

の周知をする中で、マイナ救急始まります。じゃあ、しましょうねという時に、必ず

しも対象者というか求められる効果が得られるかという部分に関しては、ちょっと注

意が必要なのかなと思っていた部分で、ちょっと私も、これどう組み立てるかすごく

迷ったところではあるんですけれども。 

 ２番目の質問にまいりたいと思います。 

 このマイナ救急に関して、村民の方への周知、確かにこの１１名中の救急搬送の中

で４名このマイナ救急使われたというのは、ポジティブ、前向きに考えればすごく村

民の方もご協力というかですね、良い形で進んでいるのかなと思いますが、現時点の

周知のあり方について、お尋ねしたいと思います。 

 議  長  村長 

 村  長  マイナ救急につきましては、先ほど高橋議員言われました。 

 村としてはですね、やっぱりちょっと良い情報しか入ってない部分がございました

ので、また、色んな形での課題、これは救急隊との共有等が必要になってくるかなと

は思っておりますが。 

 実際に広報といたしましては。１０月から始まるということで、広報紙の１０月号

において、マイナ救急の内容やメリットについてを掲載しております。確かにメリッ

トの部分をお知らせをしていったところでございます。 

 また、庁舎等にはポスターを掲示し周知には努めている。救急車を呼ぶ時にはマイ

ナ保険証を準備しましょうとかですね、そういった呼びかけは行っているところでは

ございます。 

 その他においても救急車にステッカーを貼り付けていただいているとか、また総務

省、消防庁のホームページにおいて動画等も分かりやすく広報がされていて、これも

QRコードを広報紙の１０月号に掲載していたり、今、東峰テレビでもですね、最初

の２０分の間にマイナ君が出てやり取りをするという動画、ちょっと長めの動画です

けど、これを出しているという部分もあります。 

 そういう良いところ、言うと失礼になるんですけど、良いとこばっかりを報道して

いるという形に、報道というか告知、ＰＲをしているという形はなります。 

 ただ、少なくともそれがないよりは良い情報が手に入るという部分については認め

ざるを得ないのかなとふうに思っておりますが。 

 そういった形において、やっぱり個別にこういう情報なんだよとかいう部分、これ

はあんまりマイナス的に告知をするのはですね、自治体としてはなかなかできません

けど、そういった部分については、担当等としてもですね、把握はさせていただきた

いというふうに思っております。以上です。 

 議  長  ６番 高橋弘展議員 

 ６  番  ちょっと私が言ったネガティブな部分に関しては、２つちょっとアイデア的なとこ

ろと言いますか、ぜひ、やっぱ村として推奨をする部分として進めていただきたいと

いうのが、総合健診、健診を毎年受けることで、やはり何か救急があった時に、情報

が的確に使用されるというところの、健診との一体感というのをしっかりと出してい

くことがまず重要なのかなと。 

 そこでの記録というのが直近の部分、少なくともマイナ救急で見れるというとこ

ろ。 
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 あともう１点、住民福祉課の中でぜひ、マイナ救急との連携のあり方ということで、

救急医療情報キットだったか、ちょっと正式名称は忘れましたけれども、こういう筒

状のものになって、要は冷蔵庫なり玄関先なりに置いておいて、その方の持病であっ

たりかかりつけ医であったり、投薬等の履歴であったりという部分を記す部分があり

ます。それとの連携というのがまず必要なのかなとも思います。 

 マイナ救急がすべてでもないけれども、一時的な本当に直近の情報が知れる、プラ

スやっぱりそれでは分からない部分というのを補完するのがキットでもあるかなと

思いますので、そういったその元々ずっと続いていることとの連携というのもしっか

りと図っていただきたいなと思うところですが、課内でご検討いただけますでしょう

か。 

 議  長  住民福祉課長 

住民福祉課長  確かに議員おっしゃるとおりですね、総合健診を受診していただければですね、そ

の中で特定健診を受けます。その特定健診の情報というのはですね、マイナ連携で見

れるという状況になっておりますので、そこはかかりつけ医でもどこでも見れるわけ

ですね。ですので、特定健診ですね、ぜひ、受けていただきたいと思います。 

 昨年度の特定健診の受診率がですね、５０％を超えました。今年はですね、住民福

祉課としましては６０％台を目指すように今取り組みをですね、行わさせていただい

ておりますので、ぜひともですね、総合健診、残り５０％の方はまだ受けておりませ

んので、特定健診をぜひ受けていただきたいというふうに考えております。 

 また医療情報救急キットの件でございますけども、これについてもですね、年に１

回集落支援員が情報は更新をしているというところでございますけれども、マイナ救

急が始まった際にですね、マイナカードをコピーして、その中に入れといたら対応で

きるのかということで、消防署にも確認したんですけれども、それは無理ですと。 

 それは当然、個人番号とお名前と生年月日が分かるので、そういう対応できますか

という問い合わせをしたんですけれども、それは無理ですということを言われました

ので、今、議員おっしゃるとおりですね、やはり情報を更新していくということが大

事かと思いますので、そういった取り組みをですね、住民福祉課として行っていきた

いと思います。以上です。 

 議  長  ６番 高橋弘展議員 

 ６  番  ぜひ、進めていただきたいなと思います。 

 最後の質問にまいります。 

 最後の質問は、村長選挙立候補予定者説明会の実施時期について、お尋ねしてまい

りたいと思います。 

 先々月になりますか、１０月に村長選挙並びに村議会議員の補欠選挙が実施されま

した。その選挙に関わる立候補者説明会の実施時期についてなんですが。 

告示日が９月３０日だったんですけれども、その２週間若干切ってるような形の９

月１７日に立候補予定者説明会が実施をされております。 

 ちょっと後々聞いた話なんですけれども、今回村長選挙をするにあたり、公開討論

会を実施された朝倉市のグループもございました。そもそも青年会議所さんが色んな

地域で公開討論会実施をされてきたんですけれども、なぜされなかったんですかと聞

いたら、やっぱり予定者説明会がこの時期だったら、さすがに組織として準備ができ

ないという話もあって、直接この色んな陣営の方々に「準備できましたか」と聞くこ

とはしてはないんですけれども、さすがに２週間前に説明があって、じゃあ公費負担、

今、公費負担って選挙カーであったりとかガソリン代、あるいはポスター代等々の公

費負担がある中で、その制度もやっぱり前回とか、そういう４年前等々とは変わって

くる部分というのがある中でいくと、ちょっとこの２週間という期間が短いのではな
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いかなと感じたところでございます。 

 今回の実施時期についての、まず見解というところについて、まずお尋ねしたいと

思います。 

 議  長  総務企画課長 

総務企画課長  今回、告示日の２週間前だったということでございますが、公職選挙法におきまし

てはですね、立候補者説明会の実施時期の規定はございません。が、実施機関の決定

につきましては、今回、過去令和３年度に執行した東峰村長選挙ですね、の告示日の

１６日前、その前の平成２９年の際もですね、１６日前に開催した経緯等々を踏襲し

まして、今回９月の１７日に開催するということで、選挙管理委員会で決定したとこ

ろでございます。以上です。 

 議  長  ６番 高橋弘展議員 

 ６  番  選挙管理委員会の中でいろいろ議論されていると思うんですけれども、立候補者説

明会から様々な、要は告示日前までに選挙期間中の準備をするというものに対しての

議論というのは、どこまでされているのかというのと、基本的に村議会議員の混戦、

要は４年に１回の選挙の際は、大体１カ月ぐらい取られているかと思います。 

 なぜ、なんかこの村長選挙だけ短いのかなという、逆に思うところですけれども。

村議会議員と村長選挙の差があるのか、とりあえず前年踏襲だからこれなのかという

と、どういう話なんでしょうか。 

 議  長  総務企画課長 

総務企画課長  先ほどの件でございますが、村長選挙並びに議員選挙にですね、そういう期間的な

差別というか、それは全く持っておりません。あくまでも過去を踏襲して日時を設定

したというところでございます。 

 その過去においてもですね、その時のことと言えばそうなんですけど、色んなそう

いう意見等々がちょっとございませんでしたので、というのもございましたので、今

回こういうところで、１４日ぐらいですかね、間がですね、で決定されていただいた

ところではございますが。 

 今後立候補者の準備等々も考慮しまして、実施時期を一般的には１カ月とかいう形

を取っておりますので、検討させていただきたいと思っております。 

 なお、令和８年４月のですね、予定しております東峰村の議会議員選挙につきまし

ては、１２月の選挙管理委員会で令和８年の４月の２６日日曜日に決定しましたの

で、立候補予定者説明会を３月の２４日火曜日で予定しております。 

 ちょっと返答になるかどうか分かりませんけど、以上でございます。 

 議  長  ６番 高橋弘展議員 

 ６  番  直近のすぐある村の選挙としましては、村議会議員選挙という中では、一旦告示、

投開票日から約１カ月ということにはなるかと思います。 

 選挙管理委員会として、ぜひこの、要は告示日から遡って、大体どれぐらいが選挙

に対する準備期間だという一定の概念を持っていただきたいなと。選挙ごとによって

立候補者説明会の日時が違ってというのと、やっぱり準備するものっておそらく首長

選挙のほうが多いと思ったりしますので、そういった中での考えであったり、あとは

村議会議員選挙におきましても、やはり今回補欠選挙で欠員が出ております。新人の

方々がもし４月で立候補されるということであれば、新人の方ほど選挙制度の理解と

いうのは非常に難しいというか、なかなか独特なものでもありますので、やっぱり早

い時期の実施というのは望ましいのかなというところでもあるかと思います。 

 もう今回、おそらく１２月の選挙管理委員会で決定されたのかなというところでご

ざいますので、しっかりとこの辺の広報をですね、早めに行っていただいて、立候補

される方々が準備ができるような体制を整えていただきたいと思います。 
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 それでは、質問を終わります。 

 散  会   

 議  長  これを持ちまして、本日の会議を終了します。 

 明日１０日は、午前９時３０分から開会します。 

 本日は、これにて散会します。 

（１５時５５分） 
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 開  議  

 議  長  おはようございます。 

 ただ今の出席議員数は、９名です。 

 定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

 議事日程は、皆さんのお手元に配布のとおりであります。 

（９時３０分） 

 日程第１   

 議  長  日程第１ 昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 １番 和田将幸議員の質問を認めます。 

１番 和田将幸議員 

 １  番  今回は、経済常任委員会にて、東峰村の農業振興について質問いたします。 

 経済常任委員会では令和５年７月から東峰村の持続可能な農業について、先進視察

や現地調査などを行い、議論してきました。 

 先に配布している資料１、２をご覧ください。 

 この見解は、経済常任委員会独自の見解ですのでよろしくお願いします。 

 経済常任委員会は、村の農地を詳しく現状視察をしてきた結果、いろいろな課題が

見えてきました。村全体の課題としては、これが一番の問題ですが、耕作者の高齢化

による担い手問題、機械等の更新による金銭的負担や担い手が確保できてない状態で

機械の更新などの必要性の問題、耕作者の高齢化、減少により取水口、用水の管理作

業の負担、害獣の対策や害獣被害、整備されてない農道、作業道などの問題がありま

す。 

 小石原地区においては、耕作をしているが、村外在住の方が多いため今後の後継者

が把握できない問題やポンプアップでなければ取水できない圃場などの問題があり

ました。 

 農業の継続問題では、耕作者が少なく、集落協定地区は８地区あるが、５年後はな

んとか継続できそうでも、１０年後は１地区を除きほとんどが厳しい状態だと見受け

られます。 

 宝珠山地区においては、広範囲にいくつもの圃場を耕作すると、いくつもの用水管

理が必要になり、水上げなどが重荷になり手が回らず負担が大きい問題も出ていま

す。 

 不在地主の農地荒廃の問題や単独で耕作のため、農道、用水ともに補助が受けられ

ないなどの問題もありました。 

 集落協定地区では１３地区あるが、５年後はなんとかなっても１０年後は２地区が

厳しい状態に宝珠山地区はあります。 

 これらの東峰村の農業の現状に対して、村長の所見をお伺いします。 

 議  長  村長 

 村  長  ご質問いただきました経済常任委員会の皆様におかれましては、昨年からの米作り

の関係、また今回農地の関係、農業の後継、継続の関係についてですね、さまざまな

現地視察等で調査を行っていただき、また協議をいただき、今回このようなご質問を

いただきますことをですね、まずもってその活動に対しまして感謝を申し上げるとこ

ろでございます。 

 今回の質疑応答につきましては、提言という形での部分が大きくなる。ちょっと村

としてはですね、現状を把握した中でどう進めていくか、もう共に考えなければいけ

ない部分でもございます。ですので、どうぞよろしくお願いしたいというふうに思っ

ているところであります。 

 先ほど現状についての課題、質問をいただきました。これについては、もう自分も
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農業をしている関係もございます。自分の周りでもやはり、うちは２つの用水をかか

っている分で、２つの用水の水上げを出るのもなかなか大変だな、それが３つも４つ

も色んな形でやっていただいている方、受け手ですね、小作と申しますか、それでや

っていただいている方についても、すごい負担だろうなと思いながらも、やっぱそう

いう方は結構、喜んではいないと思いますけど、すごく積極的に関わっていただいて

いる。そういう方たちに対して、やっぱ村としてどういう形で継続的な農業を続けて

いくための環境整備ですね、これをどう考えていかなければいけないか、非常に重要

なテーマだと思っております。 

 まず、村の活力の維持向上を図るためにはですね、やっぱり農業というのが継続で

きる環境づくりが、やっぱり最も重要だと思っております。 

 農業振興については、現状として議員ご指摘のとおり、課題が多いというか、もう

ほんと課題しかないという状態なのかなというふうに思っております。 

 従事者の後継者問題、また先ほど申された農業機械の問題、用水の問題、農道の問

題、小規模な田んぼでなかなか宝珠山地区においては、やっぱり圃場整備もできない

中で、どういう形で農業の省力化を図っていくか、この取り組みについても、やっぱ

り議員さんの皆様、また農業委員会のほうでもですね、協議をいただいております。

村の中でも地域計画という形で、地域の現状を地域と共有の認識を持ちながら、５年

後、１０年後どうやっていくかという話をですね、しておるところではございますが、

なかなか光が見えてこないという部分ではございますが、しっかりその課題をです

ね、村としてもの農業委員会、議員さん、皆さんと共有をした中で、どういう形で進

めて行ってどういう方向性を示していくのか、これを、少し時間がかかるかもしれま

せんが、やっていかなければいけないと思っております。 

 農業の維持、自分がよく言う部分で、農地を守るという活動は、今、どちらかとい

うと中山間の直払いでできてるのかなという部分はあるんですが、やっぱり農地・農

業を維持していくためには農地を活かすという活動をですね、どうしていかなければ

いけないか、これが村、自分に課せられている大きなテーマであるというふうに認識

はしているところでございます。以上です。 

 議  長  １番 和田将幸議員 

 １  番  昨日同僚議員も言われてたとおり、農林、農業と林業、かなり問題が山積している

みたいに思われます。 

 それで１０年後も継続可能とみられる地域の中には、組織としてしっかりと取り組

んでいる地域もあります。農道などを計画的にコンクリート化を行い、学校関係と事

業として連携をとるなど、組織としてしっかりとした活動を行っている地域や、組織

として守るべき農地を誰が守るか、また、現在ある農地をどのように活用していくか、

各集落で検討して課題を出し、計画を作成し、計画的に営農に取り組んでいる地域も

あります。 

 一昔前は共同での機械など、作業時期が重なり活用が難しいことや故障した時の問

題などで難しいと思われていましたが、現在の担い手の減少やオペレーターの育成な

どきちんと行い、組織で機械購入をしている地域もあります。 

 このように活発的に活動している地域の活動を、これからの村の広がりについて、

村長の所見をお伺いいたします。 

 議  長  村長 

 村  長  ありがとうございます。 

 １０年先を見据えた継続できる農業という形の中、まだ合併前に、ちょっと集落営

農組合、ちょうど下福井の営農組合、東福井と西福井と一緒に営農組合を作ろうとい

う活動を職員として普及センターとですね、一緒に携わらせていただきました。 
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 この時に、やっぱり話し合いをする中で、県のほうとしても村としても、やっぱり

地域で農業を守っていくためにはどうすればいいのか。それは機械を一緒に使う、ま

た組織内での受委託をしながら、やっぱりできない農家さんに対して支援をする。そ

ういった取り組みを行おうということで、作り上げることができました。 

 その時の話の中でも、やっぱり農機具使う時期、「地区の中で一緒やけん機械を買

ってもどうすると」とかです、そういった話があっておりました。 

 ですので、その時の解決策としては、やっぱり東峰村って竹地区から東福井とか西

福井の平野部というか、の収穫の時期、耕作の時期が変わるので、地域を超えて、例

えば下福井であれば竹とか岩屋のほうに応援に行ったら、時期的にも空くんじゃない

かとか、そういう話もですね、確かにその時にした記憶はございます。 

 そういった部分の中でも、やっぱり実現となると、それをマッチングというかコー

ディネートする組織を超えた部分がなかなか見つからなかった、できなかったという

部分もあって、やっぱり地域でどうしようかという部分にまとまってしまってたとい

うのは、現実してあると思っております。 

 広がりについて、先ほど議員さん申されました、学校との協働とか外部の方との交

流、こういったことで活動されている地区、確かにございます。そういうところにつ

いては、やっぱり元気だなという印象は持つんですが。 

 例えば、あんまり具体的な地域名を出すのもあれなんですけど、１０年前ぐらいに

学校と取り組んでいたところについては、やっぱり従事者の高齢化の中で、それがど

れぐらいの負担になったか分からないんですけど、やっぱり学校側の都合もあって、

少しその活動が終息というか、なっている部分もある。 

 そういった中でも、やっぱり外部の方との繋がりがある農業というのは、自分とし

ては強いなという。地域間のやり取り、助け合いができる部分については、色んな形

が見えてくるのかなという部分は、思っているところでございます。 

 これについて、どういう形でできるかというのは、なかなか難しいなと思っており

ますけど、これは話し合いの中で進めていかなければいけないというふうに思ってい

るところでございます。これについては、ちょっと具体的な回答にはなりませんが、

以上でございます。 

 議  長  １番 和田将幸議員 

 １  番  今回先進地にいろいろ視察する中で、改めて村の中の地域の活動を見てみると、色

んなところでいい活動をできてるなって思うところが多々ありました。 

 ですが、今の現状で団地同士の繋がりとか、そういう活動を発表する場、住民のほ

うに。それをまねして、どんどん良いほうに持っていくというその機会が、なかなか

ないような気がしてます。それに対して、村長はどう思われますか。 

 議  長  村長 

 村  長  これについては、なかなか機会がない、確かにそのとおりだと思っております。 

 何と申したらいいですかね、道筋を示せる具体的事例とかですね、何となくみんな

分かっているんだけど、自分たちのところに係ってきた時に、でもそこまではしきら

んなとかいう思いが、やっぱりある部分をですね、どう打ち破っていくかという部分

について、やっぱり色んな活動をお互いに知り合うということは重要だと思っており

ます。 

 これについて、どういう形でその場をですね、設定するか。広報等で出せればそれ

でいいのかという話ではなくて、やっぱり発表があった後に交流会というか、そうい

うものを行ったうえで、じゃあ自分たちの地区で何かできるのかなという思いが行く

ところまでいかないと、なかなか進まないなというふうには思っておりますので、こ

れについては、ちょっと内部のほうでもですね、どういった形ができるか考えさせて
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いただきたいというふうに思っております。以上です。 

 議  長  １番 和田将幸議員 

 １  番  この農業振興についてはいろいろ視察もしてきましたが、正解と言えるところがな

いというか、みんな手探りで探っている。良いほう、良いほうに少しずつ持っていく

しかない状態が続いています。そういう舵取りが行政とかで少しきっかけづくりがで

きれば、そういうところもよろしくお願いします。 

 持続可能な農業を実現するために、農業先進地視察を経済常任委員会では実施して

まいりました。大分県国東市にある株式会社松原ファームでは、中山間地域において

省力化が見込める乾田直播の可能性を探るために視察を行ってきました。 

 日田市の小野地区、農事組合法人小野谷では、３０年前から運営している農事組合

法人の視察も行っています。 

 小野谷では、組合長が２０年ぐらい務めていたり、理事などが総出で除草作業など

を行うなど、どちらかというとマンパワーに頼って民間で頑張っています。 

 ですが、どちらも条件的に基盤整備をした農地が前提などの条件があり、なかなか

厳しい状態です。中山間直払いの一部を充てるなどの取り組みもありましたが、基盤

整備が進んでない東峰村と照らし合わせると、なかなか難しいところがありました。 

 また、宮崎県日之影町のひのかげアグリファームは、自治体出資による株式会社形

態の農業法人です。運営助成金として年間１，０００万円を町から助成しています。 

 ここは基盤整備が条件などなく、社長が町長で取締役兼事務局長を課長補佐が務め

ております。町長が農業崩壊を防ぐ、農地景観を守る、と強い使命感を持っています。

町長自ら既存の農業形態を改革し農業法人を立ち上げたそうです。事務局長も、狭い

圃場でもできる限り受け入れたいとおっしゃっておりました。 

 すみません、資料のほうの資料３のほうにアグリファームの資料になっております

ので、ご覧ください。 

 中山間広域協定での集落広域協定加算などを利用して、農作業受委託システムを構

築し、委託者、受託者双方にメリットがあるようにしています。人材育成にも力を入

れ、ワーキングホリデーの活動や担い手バンク、担い手バンクには６７個人団体が登

録するなど精力的に活動を行っています。これらの先進地の活動に対して、村長の所

見をお伺いします。 

 議  長  村長 

 村  長  先進地の話について、一つ一つ言うとすごい時間がかかるのかなというふうに思っ

ておりますので、ちょっとまとめるような形で所管というかですね、申し述べさせて

いただきたいと思っております。 

 直播の分については、状況を見ると、やっぱり大規模な農地でないとなかなか難し

いのかな。これがちょっと技術革新とかが進むと小規模のところでもやっていけるの

かなというふうに思っておりますが、これについてはやっぱり今後の研究等もです

ね、待ちたいなというふうに思って、これすごい効率というかですね、省力化になる

というのはもう十分認識しているところでもございます。 

 小野谷についても、やっぱり基盤整備したところしかやらないよという話もちょっ

とあるというところではございますけど、やっぱり地域をどうにかして農地を守って

いこうという気持ちですね。これがやっぱり現れている活動という部分は十分感じた

ところでございます。 

 それと日之影町のアグリファームについては、これ例えば東峰村のほうに置き換え

てみたときに、どういう形になるのかな。ちょっとこれがすごく自分の中でもすごい

というか、できる取り組みじゃないかなというふうに感じたところでございましたの

で、思ったところでした。 
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 これについては、担い手バンクの団体が登録する。そこが色んな形で、もう自分の

地区だけではなくて、さっきちょっと言ったような耕作の時期が違うところについて

もフォローができる、そういうシステム的な形ですね、これができているのかなと、

資料を読み取る限りはですね、できているところです。 

 あと受委託料に関しても、やっぱり委託者の負担を減らして受託者の所得を増や

す。その原資として中山間の直払いを充てている。中山間の直払いを充てるために、

やっぱ広域化というものをですね、しっかり取り組んでやっているという部分につい

て、今、中山間も、直接支払いも６期目に入りました。５期目までとのの大きな違い

というのは、やっぱり今までは荒廃地であっても地域で農地の荒廃化を防ごうという

部分が、今回ちょっと厳しくなってですね、やっぱり農地、田んぼとして戻せる、機

能が維持できている部分についての維持をするという形に少し変わってきている部

分もありますので、これをどうしていくかという部分もですね、今回重要な視点かな

というふうに思っております。 

 ネットワーク加算とか色んな加算を国のほうも考えている。やっぱり広域で農業

を、広い範囲で農業をしていかなければいけないという視点がですね、村としても声

かけはなかなか、理念としてはですね、伝える部分があっても、じゃあ実際に実行と

してどうできるのという部分が、先ほどアグリファームという組織、一応第三セクタ

ーという形で話は聞いております。株式会社、出資金もちょっと見てはいたんですけ

ど、ほぼほぼ村が出しているという形の中で、第三セクターであれば通常出資者であ

る長が社長という形もあり得るんだろうなと思いながら、やっぱりそれを作った時の

熱意がですね、そういうシステムを作り上げたというふうに思っておりますので、こ

れについても今、うちとしては農事組合法人東峰村農業生産組合がございます。 

そこの組織がですね、色んな組織的な役員体制の課題等もあるとは思っております

が、やっぱりそこの中で、やっぱりどういう形で農業を維持していかなければいけな

いかという１本の芯がですね、できあがることで、その組織でもですね、このアグリ

ファームと同じような活動ができ得るのではないかなというふうに提案をいただい

てですね、思っているところでございます。 

 そういった部分についてですね、活動についてそれぞれの地域、やっぱそれぞれの

課題に応じて活動をされております。日之影町のあれをスキームというか、仕組みを

そのままうちに持ってくるのはなかなか難しいと思いますが、この考え方というの

は、どうにか村のほうでですね、やっていけるのではないかなというふうには、ちょ

っと自分の感想としては感じているところでございます。以上です。 

 議  長  １番 和田将幸議員 

 １  番  ひのかげアグリファームでは、農産物などを精力的に生産し、農産業受託だけでは

なく、草刈り作業受託もしています。今では日之影町になくてはならない存在になっ

ていると日之影の住民はおっしゃってました。 

 町全体の景観がすごくきれいでしたので、担当者に、この辺りの草刈りは法人が管

理しているのですかと聞いたところ、住民が草刈りをしているらしく、法人があるこ

とで、住民も農地景観を守ると、そういう意識が高いのではとおっしゃってました。 

 このような先進地に関係者や担当課が視察を行うといいと思うのですが、村長の考

えをお伺いします。 

 議  長  村長 

 村  長  ありがとうございます。 

 景観についても相乗効果という言葉もですね、あるとおり、やっぱり周りがきれい

だと自分のところもきれいにしとかなきゃという意識なのかなと思います。これは、

ちょっとそういった形も含めてですね、この株式会社ではございますが、日之影のほ
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うをですね、ぜひ、うちの職員とか農林業振興協議会、そういった部分についても、

ぜひ、先進の事例ってたぶん全国いっぱいあると思うんですけど、他にもあるかもし

れません。ただ、今の状態の中で、自分の色んな情報収集の中では、ここってなんか

うちとすごく近いし、うちでもできそうな気がするという部分で、入っていける部分

がありますんで、ぜひ、その辺りについては提案を受けてですね、しっかり進めると

いうか、視察でしたっけ、勉強させていただきたいというふうに思っております。以

上です。 

 議  長  １番 和田将幸議員 

 １  番  村長のほうが先ほど、１本芯があればいいと。日之影町は農業の敗退を防ぐ、農地

景観を守るという強い意志が町長にあって、引っ張ってきています。うちの村も村長

自ら旗を振って、東峰村の農地の保全をどうにかしようと。そうすることで１０年後、

２０年後、今行っているところと行っていないところの差が必ず出てくると思いま

す。 

 うち東峰村では、この自然な景観、農地の景観、これが大変武器に、将来的に、今

より武器になってくると思いますので、今この時期にどうにか腰を上げて一生懸命や

るのがいいんじゃないかと私は思います。村長はどう思われますか、お願いします。 

 議  長  村長 

 村  長  ありがとうございます。言われるとおりだと思っております。 

 笛吹けども踊らずではないですけど、やっぱり声を上げるだけでは、なかなか人は

動いてくれないというのは実情でございます。 

ただ、村ではですね、農業生産法人が立ち上がっておりますので、やっぱりそこと

の話の中で農事組合法人のほうも、やっぱり一番ハイシーズンにはものすごく忙しい

というのはありますけど、やっぱり年間を通しての仕事の中で、どういう形で農地を

守っていくかという考え方をですね、一緒に共有しながら、その中にも自分も関わる

部分も多々あると思います。 

 法人の中に自分が入るというのは、出資の関係で難しいかなと思いますけど、ただ、

村のほうから指定管理料等もお支払いしております。定期的な役員会の中でも職員が

入って、色んな形で協議を行っておりますので、こういった視点についてですね、し

っかり話していきながら、一番重要なのは、やっぱり先ほど言った担い手バンクと申

しますか、組織の中の社員だけで全部受けるという形になると今の形になりますの

で、そういった場合では、やっぱり負担感だけが増えますので、そういう地域を超え

ても、じゃあ受託を要するにしてもらいたいという方を法人が把握をしながら、やっ

ぱりしてもいいよという人たちに対してマッチングを行う、これを個人レベルでやる

というのはほんと難しいので、そういった部分からですね、法人の一つの活動として

やっていけるのではないかな。 

その分についてしっかりやらせていただきたい、そういった方向をですね、しっか

り伝えて進めていきたいというふうに、現状ですね、思っているところでございます。

以上です。 

 議  長  １番 和田将幸議員 

 １  番  前向きな答弁をいただきありがとうございます。 

 東峰村では今年の秋、災害以来ぶりに秋祭りを行いました。その秋祭りでは、食味

分析機を使い「うまい米コンテスト」を実施しております。今後食味分析機を使って、

東峰村のお米のＰＲや付加価値向上など、どのような考えがあるか。土壌分析など併

用して品質の向上のために良い取り組みができないか、東峰村で食味分析機をいろい

ろ活用があると思うんですが、村長はどのような考えがあるかお伺いします。 

 議  長  村長 
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 村  長  ありがとうございます。 

 「うまい米コンテスト」、今年初めて行わさせていただきました。 

 これは、目的はおいしい米を作って、おめでとうございますではなくてですね、や

っぱりおいしい米、数値上、食味分析機での数字上の話ではありますけど、やっぱり

それなりの根拠のある数字でございますので、その部分を全体的に高めていくために

はどうすればいいのか。 

要するに切磋琢磨と申しますか、農業の分野もですね、やっぱりそういう取り組み

が必要であるという根底の考えの中からですね、まずは今作っている米がどんな数値

が出るのか。今、トータルの数値だけで表現しておりますけど、やっぱそれぞれの水

分でありアミロースでありたんぱくであり、そういった部分のそれぞれの部分につい

ての分析も、一つ行うことも必要ではないかなと思っております。 

 その中で、実際に数値の高い米を作っているところ、数値の低い、低いと言ったら

申し訳ないんですけど、を作っているところについて、やっぱり農業って土と水だと

思っておりますので、どういう土壌の中で作られているのか。それが、自分としては

最も重要だというふうに思っておりますので、土壌分析、昨年から農協さんのほうと

ですね、無料で土壌分析ができるような取り組みも行ってます。これは、ほんとセッ

トだと思ってますんで、この部分をやって、どういう形で肥料の施肥の計画等を行っ

ていけばどうできるか。翌年で劇的に変わるということはないと思いますけど、やっ

ぱりそれを積み上げていかなければいけない。 

そのための努力はですね、それぞれの農家さんの努力にはなるんですが、やっぱり

それを応援するだけの体制とですね、広報をですね、村としてはしていかなければい

けない。 

 最終的にはうまい米、おいしい米で、願わくば高く、高くって今はちょっと米に関

してはですね、色んなプラス情報、マイナス情報ございますが、安定して皆さんに喜

んでもらえる高く売れる米ですね、ブランド化、そういった部分までですね、行きつ

ければという目標は、考え方としては持っているところでございます。以上です。 

 議  長  １番 和田将幸議員 

 １  番  せっかく村で購入している食味分析機を思う存分活用して、農業振興に利用しても

らいたいと思っています。 

 農業の品質向上だけでなくＰＲとか、そういう村外にアピールする武器としても何

らかの活用手段があるかと思っていますので、今後そういうことをいろいろ記録して

もらえたらうれしいと思っております。 

 これで、私の一般質問を終わりたいと思います。 

 休  憩  

 議  長  １０時１０分まで休憩します。 

（１０時０５分） 

 再  開  

 議  長  休憩前に続き、会議を再開します。 

（１０時１０分） 

 議  長  ５番 梶原伯夫議員の質問を認めます。 

５番 梶原伯夫議員 

 ５  番  私も先ほどの和田議員と同じような質問でございますが、経済常任委員会を一緒に

しておりますので、そちらの質問をいたします。 

 国のですね、持続可能な農業の施策を新聞で見ました。その主な点でですね、「み

どりの食料システム戦略を基本とし、環境負荷の提言と生産力の向上を両立させるこ

とを目指しています。」ということを書いてありましたね。 
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 国の持続可能な農業は、発展・向上の観点から施策を出していますが、わが村の持

続可能な農業は農地を守ることから始まります。大きな違いがあると私は思っており

ます。 

国の具体的な施策としては、農薬や化学肥料の削減、削減もありますが、減らすと

いうことですね。それとスマート農業の推進、有機農業の拡大、食品ロス削減、再生

可能エネルギーの導入、自然の環境機能を活用したアグロエコロジーの推進などがあ

げられています。また、農業者の経営安定化も重視し、気象、災害などにも対応でき

る強固な食糧安定基盤の確立を目指しています。 

 特にこの項目で、わが村の農業にも関係している施策は、環境負荷の提言として、

農薬・肥料の適正使用と削減、土づくりと資源循環ですね、次に生産性の向上と技術

革新でありますが、スマート農業、ＡＩ、またドローン、ＩＣＴなどを活用し、省力

化や精密な栽培管理、ノウハウデータ化などの生産性向上を目指しているなどがあり

ますが、特にドローンは村内で２団地が導入をして活用されております。 

 ドローンの活用は農薬散布が主でありますが、わが村でヒエ対策が必要な圃場が出

ております。田植えをして１カ月ぐらいして、クリンチャーなどの専用剤を散布する

ことになります。このような需要に応えての活用ができないかと思います。 

 取り入れ可能な試験的な導入の可能な農業について、今後は農薬や化学肥料の使用

を減らす有機農業、ドローンやＡＩを活用したスマート農業などがあげられます。 

今後もこのような農業のあり方を含め、調査研究が必要と考えをまとめておりま

す。 

 そこで私は、村内のほうの質問をさせていただきます。 

 和田議員から現状報告にもありましたが、持続可能な農業をするとなるといろいろ

な問題があります。これだけということはなかなか言えませんが、いくつかの問題に

ついて伺いたいと思います。 

 まず、先ほど村長も言っておられましたが、一番大事なのは用水の水、水の取水、

管理・維持についてでございます。これについて伺います。 

 今の稲作には水が絶対条件ですが、十分に確保されていない地域もあり、管理・維

持についても、みんな高齢になり困難をきたしている地域もあります。 

 特に河川からの取水は、取水口に土砂が雨のたびに溜まり、機械じゃないと人力で

はなかなか難しいところもあります。このことについて、村長の所見を伺います。 

 議  長  村長 

 村  長  持続可能な農業について、まず水についてのお尋ねがございました。 

 農業自体はですね、連綿と数千年にわたって続けられているもので、東峰村におい

ても、従前はですね、やっぱりため池をしっかり造って管理をして、水を引いてとい

う形でされてた。これはもう自分が生まれる前の話ではございますが。 

 やっぱりそういう努力によって農業というのは維持されていたというのは、歴然た

る事実であるというふうに思っております。 

 ただ、現状ですね、やはり後継者不足、従事者の高齢化、そういった中でどう省力

化を図っていかなければいけないか。これについてはしっかり課題をですね、一つ一

つ解決していかなければいけない。 

 じゃないと、なかなかやめるのは簡単なんですけど、続けるのってものすごく大変

だというのは、もう当然皆さんもですね、共有しているところだと思っております。 

 先ほど課題のところでもございました。管理作業に困難をきたしている用水、これ

については以前からですね、同僚議員さんの質問の中にもありましたが、一義的にで

すね、こういった部分についての重機の搬入路、重機が入って土砂をどかせれば楽に

なる。ただ、その重機の搬入路が河川の中に入るというところで、やっぱりさまざま
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なハードルと申しますか、あるというのはございます。 

 その分についてですね、重機搬入路についてのテーマで申し上げると、先日も回答

申し上げた部分と変わらないかもしれませんが、やはり河川の中に作るという部分に

ついては、県としてはですね、やっぱり河川の流域断面を阻害するような形であれば、

当然難しいという回答の中で、どういう形ですればいいのか。 

 特にその中で、県としてはですね、必要な部分について協議をしてくださいという

形で回答をいただいてはいるんですが、その協議の中で、どういう形で県のほうに説

明ができるのか。あとオッケーが出るというか、その部分においても、やはり用水に

ついては、基本的に色んな補助事業がない限りは、受益者の方たちの負担も必要には

なってきますので、実際にどういう工法でできるのか、どういう形でできるのか、そ

ういった分についてですね、まだまだしっかり検討をしなければいけないというふう

には思っているところでございます。 

 ただ、現実の課題としてですね、２９年災害以降山がですね、弱くなっている部分

もあって、ちょっとまとまった雨が降ると、すぐ川の中が濁り川になって、結構一気

にドーンと増えますんで、今、水路ってやっぱり頭首工があって、低いところから持

って行ってますんで、対策としてどういう形でできるのか、重機が入る道っていうの

ができるのは一番いい形かもしれません。 

 ただ、現状の自然流下の水路をやっぱり価値として残して、それを生かしていくと

いう、これが一番電気代、ポンプアップに比較して電気代等もかかりませんので、や

っぱりこれをどう続けていくのかという視点を持ちながらも、最終的に１０年後、２

０年後の農業を見て従事者を考えたときに、それですら維持できるのかというテーマ

もですね、ありますので、これについては、やっぱり長期的な視点で対策を考えなけ

ればいけないというふうに思っているところでございます。以上です。 

 議  長  ５番 梶原伯夫議員 

 ５  番  我々常任委員会としてはですね、先ほど村長がおっしゃっていただきましたよう

に、機械が入れられれば一番いいんですが、なかなかそういうのもできない。 

 入れられないにしても使えるところはあると思うんですね。使えるところがあれば

ですね、機械のリース代とかの補助があれば大変助かると思っております。 

 また、さっきお金の問題もあると思いますが、機械が使えるような取水口への道の

整備ができればとも思っております。こういうことを一緒にですね、考えていただけ

ればと思っております。 

 次に農道についてです。 

 これからの農業には軽トラ、コンバイン、トラクターなどが入る農道は不可欠であ

ります。まだ安心して田に機械を入れることのできない場所がたくさんあります。ま

して１軒で、要するに単独での利用の田などは整備が行き届きません。このことにつ

いての村長の所見をお伺いいたします。 

 議  長  村長 

 村  長  農道、農業をするにあたって機械、トラック等が入る道につきましては、持続的な

農業を使ううえで極めて重要であるというふうには認識はしております。 

 そういった農業機械が安全に、かつ効率的に通行できる農道、また田んぼへの進入

ですね、ができる道は、高齢化が進む農業の担い手の省力化、安全な農作業という中

で、大きな課題であるというふうに思っております。 

 ただ、ちょうど平成１４年から宝珠山ではございましたが、中山間地域総合整備事

業というのがございました。これは国県の補助が８５％という高率の補助事業の中

で、農道については何本か整備ができたところではございます。 

 あの時が、受益者が３戸以上ではございましたが、やっぱりさまざまな形で農道を
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入れようとすると、最終的にみんな理解はしてるんですけど、個別に自分の田んぼが

減るとかいう形になると、なんか色んな声が上がったりして、ちょっと実現ができな

かったところ、元々ＪＲさんがあったところの道を取り付けようとしたら、基準がも

のすごく厳しくてとんでもない金額がかかるんで断念したところとかですね、そうい

った部分もございましたが。 

 実際にはでき得る限りの、それはちょっと大きな農道になりますんで、やっぱり小

さな農道で、ぎりぎりでトラクターとかコンバインが入っているようなところについ

て、やっぱり安心してできる道づくりという部分については、村の単独の補助事業は

ございますが、やっぱり上限とかですね、要件等がございますので、これについて、

やっぱりどうにかしてですね、営農の意欲をそがないような形で、効果的な整備につ

いて検討というかですね、させていただきたいというふうに思っております。 

 また、農業の進入路、これがどちらかというと一番重要というか、個人の資産にな

るので、村として補助ができるのかという部分。 

 ただ、今現状としては、負担金、分担金を頂いている部分もありますので、２人以

上とかに、これまでですね、色んな公益的な部分がありましたので、一応基準として

は定めておりましたが、これについても、やっぱり考え直す時期ではないかなという

ふうに思っているところでございます。 

 これ、やっぱり機械が入らないと、田んぼはですね、形はなかなか変えることはで

きません。ただ、例えば２枚の田んぼを１枚にするとか、そういった形の補助もなか

なか県のほうでもないという部分を、なんかちょっと少し県のほうも考え方が変わっ

てきているという部分も伺っておりますので、やっぱりそういった部分で農業が効率

的にできる、安全にできる、こういった取り組みについては、農道の話ではございま

したが、やっぱりこれは覚悟を決めて取り組まなければいけないというふうに思って

おります。 

 議  長  ５番 梶原伯夫議員 

 ５  番  我々経済常任委員会としてはですね、今言ったどんなに小さい田にもですね、広い

農道を整備していただければ、耕作の意欲が湧くのではないかと思います。そして、

やっぱり放棄地も少なくなるのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、村の農地について伺います。 

 農業者の減少や高齢化により耕作できる農地とできない農地が出てくると思いま

す。どの農地を守り、条件の悪い農地には何を作付けしていくのか考える必要がある

と思います。獣害被害のない作物あるいは花木、アロマ原料等を検討をしていく必要

があるとも思われます。 

 いろいろこの守る農地、今度は守り方も違う方向での守る農地ですね、これを考え

ていかなければいけないと思います。村長の所見をお伺いします。 

 議  長  村長 

 村  長  ありがとうございます。 

 農地の関係については、現状、先ほど資料もいただいたところではございますが、

やっぱり作付けがされてない田んぼですね、これが、いわゆる国の施策で申しますと、

最適化計画といって、山があって限界農地的なところに獣害の緩衝地となるような作

物等を植えて田んぼを守るという、ちょっと壮大な計画が示されている部分もござい

ます。 

 ただ、そういった形で、やっぱり田んぼそれぞれの役割と申しますか、荒廃農地に

ついては、自分としては、やっぱり今、村としては柚子をですね、しっかり植えさせ

ていただいている。田んぼに柚子、あくまで山付きのギリギリの田んぼですけど。作

られてないところには柚子を植えてもいいんじゃないかという思いはあります。 
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 ただ、田んぼはなんか路盤を突き抜けるのにすごく田んぼは時間がかかるとかいう

話もございますので、どういう形でですね、植えるのがいいか。それするとやっぱり

後の草刈り等も楽になるのかなというふうに思ったりですね、あと、先ほどアロマと

いう提案をいただきました。そういったバラにしろ色んな作物にしろですね、そうい

う部分、それがシカとかイノシシが大好きなものだったらちょっと問題、対策が必要

になると思いますが、そういった部分でですね、やっぱり適材適所と申しますか、や

っぱり田んぼの中の地域的なゾーニングとその役割をしっかり示した中で、それを個

人でやっていくのというのはほんと大変というか、たぶん今後の農業を見る中で個人

ですべてやっていきましょうと、個人でできる部分はですね、もちろんやっていただ

く部分は重要なんですけど、やっぱりそういった今後作られる可能性が低くなってい

く農地等については、やっぱり集落もしくはもっと大きなくくりでですね、役割分担

をしながら、その中でやっぱり生業として、生業というか、元々農業は生業なんです

けど、仕事としてその地域の中でやっていける仕組み、これすみません、コミュニテ

ィ協議会とか農村ＲＭＯとかいう形にはなっていくんですが、そういった形でのです

ね、方向性を示すような形になると、なかなか個人には農業関係で補助金、そんなに

たくさんはですね、割合として出しにくい部分も、やっぱり団体での取り組みになっ

ていくと、村としてもその地域の活性化のためですから、色んな応援の仕方があるの

ではないかというふうには思っているところでございますので、これについては、今

後、色んな取り組みの中で示させていただきたいなというふうに思っているところで

ございます。以上です。 

 議  長  ５番 梶原伯夫議員 

 ５  番  我々はですね、委員会としては、いろいろな方法を使ってですね、耕作放棄地や他

の地域に出て行った人たちの、今問題でありますが、不在地主の問題も一緒に考えて

いかなければならないと思っております。 

 これに関連はしてきますが、農地バンクですね。今の農地バンクというのは、なか

なか利用が少ないと思っております。 

 何と言いますか、狭い田んぼとかのところなんか特にですが、この農地バンクのあ

り方ですね、これは、村長はどのように考えていますか、所見を伺います。 

 議  長  村長 

 村  長  農地バンクにつきましては、従前の農業委員会に届けておりました利用権設定等の

流れがですね、農地バンクでの貸し借りに統一はされているということで、現在村で

はですね、農地の中間管理機構、これは県に一組織ございますが、そこを通じて遊休

農地や担い手不足の解消を図っているところではありますけど、今年、令和７年の申

請件数は、一応申請としては３件ございます。と少なく、現状ではですね、利用が十

分には進んでいないという現状ではございます。 

 農地バンクについては、理念上はですね、すごく地域内の農地を効率的に活用でき

る仕組みではあるんですが、手続きが複雑であったり賃借の条件の調整が必要であ

る。 

自分の認識の中では農地バンクが、農地を貸したい人と借りたい人のマッチングを

してくれる組織だと思ってたんですが、全く違う。借りたい人が貸す人を探して、そ

れで申請をするという形に、今なっているというところで、なんかこの農地バンクす

るぐらいなら元の利用権設定のほうがいいという声もですね、聞いたりしてはおりま

すので、この辺りについても一応国と県の敷いたシステムでございますので、どうい

う形でですね、やっぱりこの農地の流動化と申しますか、農地の集約、貸し借りが進

むのかはですね、自分の中でも今の状況、ちょっと認識が違ってた分もございました

んで、今後どういう形でするのが、やっぱり貸し手、借り手にとって最もいいのかと
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いう部分をですね、先ほどの日之影町ではございませんが、何かですね、いい方法が

ないかなというところは、ちょっと模索しているところでございます。以上です。 

 議  長  ５番 梶原伯夫議員 

 ５  番  でですね、今言った３件ぐらいと言いますけど、なかなか少ないですよね。今言っ

た手続きの問題もあります。 

 案外こういうのは、国とか県が考えることは大きいところのことを考えてるからで

すね、我々のところの小さい小規模のところのことはあんまり考えてないのかなとも

思われますので。 

 もっとですね、「あんたげの田んぼ貸しない」とか言うてですね、簡単に隣近所で

貸し借りができたらいいのかなと思っております。 

 次にですね、後継者問題についてお伺いします。 

 今、和田議員もおっしゃいましたが、５年、１０年後ですね、になると農業者の高

齢化により農作業自体が困難になってくるものと思われます。できる人に農作業をや

ってもらうとか、あるいは他の地区からの助けを借りることもあると思います。小さ

な田などは大変だと思いますが、この後継者問題については、村長はどのように考え

ておられるか、お伺いします。 

 議  長  村長 

 村  長  後継者問題は非常に悩ましいというか、もう喫緊の課題というふうには認識はして

おります。 

 ただ、現実的に農業で生計を立てることが、現実的に非常に村の営農の規模であれ

ば非常に厳しいという部分は、確かに現実でございます。この中でどういう形で農業

を継続していくか、続けていく人をつくっていくか、これについては、先ほど同僚議

員の申されたような形で、農業を続けていくのはできても、そこで収入を得る手法で

すね、これをしっかり作り上げていかないと厳しい、できにくいなというふうには思

っております。 

 考え方として、先ほど農村ＲＭＯ、地域運営組織の作成、この単位がちょうど地域

コミュニティ、大字単位程度で作り上げると、ちょっと先ほどの日之影の広域の直払

いの組織ぐらいにはなるんですけど、やっぱりそういった判断の中でどういう形で進

めればいいのか、その中で米だけではなく、米はですね、どうにか作付けができれば、

あとは高齢者の方でも何とかできるのかな、機械仕事が大変なので、そこの受委託と

いう関係ではいいんですけど、他の高収益作物やハウス、施設野菜等を作ろうとする

と、やっぱりそこで収入を得て、それを仕事としてですね、関われる人ができてくる

とですね、そういった部分の仕事づくり、人づくり、この辺りも含めたところで、就

業という部分について視点を考えていかなければいけない。 

 じゃないと、単に子どもが帰って来て農業をするのではなくてですね、やっぱり地

域の農業を地域でどうやって続けていくのかという考え方をですね、しっかりこれは

話し合いと方向性を指し示すということで、皆さんが納得、理解をして納得をする方

向にいかないとできにくい部分ではございますんで、この辺りについても今後です

ね、必ず進めていかなければいけない課題だというふうには思っております。以上で

す。 

 議  長  ５番 梶原伯夫議員 

 ５  番  我々委員会としてはですね、作業の省力化等に取り組んでですね、何と言いますか、

難しく考えないような人材バンクみたいなものができないかと。隣近所でのですね、

協力体制などを作るなどしていければと思っております。 

 これも前と関連ありますが、地域での共同作業のできる組織づくりについてです

ね、お伺いいたします。 
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 村内にはですね、農業生産法人はあります。農業生産法人が受託できない田がいっ

ぱいあります。 

 こういう田とか農作業はですね、近所同士で共助的に組織づくりができないか。村

は個人に対して補助ができないので、公助、共助の組織化はできないか。 

 あとでも申しますが、とりあえずこういうことをやるのには、まずリーダーが必要

だと思うんですね。リーダーがいないとなかなか組織づくりはできないと思います。 

 そういうところを考えまして、村長の考えをお伺いします。 

 議  長  村長 

 村  長  農業生産法人の話もいただきました。 

 その方たちのできない小規模、ちょっと手のかかる、手のかかると言ったら申し訳

ないんですけど、の水田等の管理について、地域で支え合う共同組織、これについて

は非常に期待をする部分もあるけど、非常に課題、課題というか、難しいという感覚

を持っているところではございますが。 

実際に農地を守るという活動については、今、直払いや多面的機能の中で取り組ん

でいる話だというふうには思っておりますが、農地をですね、生きた農地としてやっ

ていくため、また、共同作業等を行う部分については、その中ではできている地区も

ございます。 

 でも、ほぼほぼの地区は、やっぱり草刈りをしたり水路を掃除したりですね、そう

いった部分に留まっているのかな。 

 それぞれの田んぼの共同作業までですね、行けてないところもあるというふうには

思っておりますので、この部分については、やっぱりそういった部分も含めた中で、

コミュニティのあり方を含めた農村ＲＭＯという考え方をですね、色んな中で浸透さ

せていって、その分で中心となる方というのは、いないことはないと思うんですね。 

 ただ、自分がそれをすることについて、村の、これはあんまり言ってはいけないこ

となんですけど、誰々にしてもらおうと決めたら、「もう、あんたに頼んだんやけん、

あんた全部してくれない」というような形が多いんで、やっぱりそれをサポートする

組織体制、そこをしっかり作らないと、やっぱりやろうとする人で、頑張ろうとする

人について、やっぱそこを応援する体制というか、そういうシステムづくりですね、

そういった部分をですね、それは型にはめる必要はないんですけど、非常に難しいで

す。やらなければいけないというふうに思っております。以上です。 

 議  長  ５番 梶原伯夫議員 

 ５  番  そうですね、いろいろあるとは思うんですが、我々委員会としては、この簡単なお

手伝いをするみたいに考えてですね、条件の話はしておかなければいけないと思うん

ですが、そういう組織の検討を行えないかと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 それでは最後になります。 

 前の同僚議員の和田議員の質問と大体被るところがいっぱいありまして、なかなか

返答に困ったかと思われますが、最後ですのでよろしくお願いいたします。 

 最後はですね、さっき言った日之影町の話です。 

 だからさっき言った、リーダーがいなくては何もできないと我々は思っておりま

す。だから日之影みたいに町長の熱い思いでやっているアグリファームですね、それ

を、持続的な農業を目指す考えの一つとして考えていただけないか。村長が自ら先頭

に立ち、農業法人を公設公営でやるようなことはできないか。 

 先ほどもお答えはいただきましたけれども、そこのところはどう考えていらっしゃ

るのか、村長の考えをお伺いします。 

 議  長  村長 
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 村  長  先ほどの議員さんの部分でもございましたが、日之影町のアグリファームについて

は、自治体出資型の第三セクターという法人を作っております。その関係で町長が代

表を務めている。それはもう町長の意向が当然あって、組織を作ってですね、やって

いるところだというふうに理解をしております。 

 一方東峰村において、今、ライスセンターを運営しております農事組合法人東峰村

農業生産組合、これについても目的と課題意識はですね、どちらも一緒だと思ってお

ります。 

村内における稲作の一元的な農作業受託を構築すること、また、効率的で安定的な

農業形態を育成すること、そういうことを目標とすることで、うちの農業生産法人に

ついては、農業者の皆様から出資をいただいて生産組合を設立し、ちょうど８年、９

年目ですかね、になりますが、丁寧にですね、良質米を生産するための事業、育苗か

ら乾燥調製までですね、丁寧に事業を行っていただいているところであります。 

 組織の違いがあってもですね、やっぱりこれ、中というか、先ほど申した分でもあ

りますけど、できるんではないかなというふうに思っています。 

 ただ、公設公営という部分が、ちょっと自分の中でも少しイメージできない部分が

ありまして、何というかな、自分の考え方、設立に対して村長の熱い思いというのは、

当然道筋を示すために必要なんですね。 

 ですから、今回の農業生産法人についても、やっぱりその当時の村長の思いがです

ね、やっぱり民間でやって、しっかりやり上げるという形であったのかなというふう

に、自分は直接協議をしたわけではございませんが、というところはあると思います。 

 ただ、民間になった時に、やっぱり目の前の仕事に追われて、次どうしようかとい

う部分が、なかなか協議の中で発展というか展開ができていなかった。 

これの部分をですね、先ほど申したとおり、役員会等に直接入るというのは、今の

組織内では難しいかと思いますが、理事さん、センター長さんとの意見交換の中で、

やっぱり村、自分もですね、農業者でございますので、やっぱり今自分の周りにも、

ちょっと写真でいただいたとおり、隣、目の前にも遊休地がございます。後継者がい

ない。 

 その分についても、自分に買ってくれという話もあってて、どうにかしなきゃいけ

ないなという個人的な中ではあるんですけど、それを組織、団体、集落、地域として

ですね、どういうふうに取り組んでいけるか、この分について、やっぱり動ける組織

というのは生産組合だと思っております。 

 ただ、これは、一つは、すいとー小石原、色んな団体、組織がございますので、こ

れについてですね、やるという形をどうするのかという部分について、ちょっと組織

がどうあり得るかというのはですね、検討させていただきたい。 

 皆さんから出資していただいておりますが、これを第三セクターに仮に持って行く

形で、物事がどういう形で進むのかとかですね、そういった部分をちょっと内部のほ

うでもですね、勉強させていただきたいというふうに思っております。 

 今の形でどう変わっていけるかという部分を、まずは考えたいと思っております

が、ちょっと公設公営はなかなか、組織的にはですね、どうなのかなと思っています。 

 自分の考え方としては、やっぱり今ライスセンターにかける皆さんの大変な関わり

方の中で、もっと忙しい時期と比較的空いている時期、そのバランスをどうするかと

かですね、そういった部分もある部分はありますが、そういったところを日之影のス

キーム、非常に参考になるなというふうに思っておりますので、そういった部分もな

んとかですね、組織として動ける体制をですね、作っていかなければいけないという

ふうに思っております。以上です。 

 議  長  ５番 梶原伯夫議員 
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 ５  番  なかなかそれは難しいのは分かってはいるんですが、結局我々委員会としてはです

ね、こういう農業生産法人が一応公営じゃないから、なかなか健全な運営ができるま

でにですね、時間がかかるんですよね。 

 そのまんま時間がかかってでもやれればいいんですが、なかなかそういうふうにも

うまくできないと思われるんで、そういうことを、公設公営をお願いをしたいわけな

んですが。 

 村が作ってやってですね、今民営で農業生産法人はやっておりますけれども、村に

いろいろな要望は言うてくるわけですよね、人間が足りんとか。そういうのは自分た

ちで考えてやってもらいたいと我々は思っているんです。だから、村にはいろいろ言

ってくるけど、自分たちじゃなかなかできないような組織では駄目だと思うんですよ

ね。 

 だから公設公営となれば村もある程度言えるのかなと思っておりますので、また、

それを考えていただきたいと思います。 

 作物及び米の作り方もですね、いろいろ先進地を見てきたんですが、まだまだです

ね、乾田直播など再生二期作もありますよね。まだまだ実験段階のようですので、な

かなか問題もいろいろあってできないと思われますが、ゆくゆくはこういうことも考

えていかなければ、この村の農業もやっていけないのではないかと我々は思っており

ます。 

 再度申しますが、繰り返しになると思いますけれども、この持続的な農業、東峰村

のことについてですね、村長が考えていることを、何かあれば最後にお願いいたしま

す。 

 これで、私の質問は終わります。 

 議  長  村長 

 村  長  ありがとうございます。 

 持続可能な農業、テーマとしては、テーマとしてはね、すごく分かりやすいんです

けど、じゃあ、実際どうするのというところになると、やっぱりそれぞれの事情等が

あると思っておりますが。 

 やっぱり従前から言っているとおり、お米作りはどうにかなりますけど、やっぱり

農業という全体を考えたときに、やっぱりもう個人でやれるというのは非常に厳し

い、村の状況を見る限りですね、と思っております。 

 それをいかに、どういう形で、地域で、集落で取り組める形にしていくのか、その

中で、先ほど提案、ご質問のございました、やっぱり作業の効率化、省力化、負担の

軽減、こういった部分をハード面というか、条件面として取り組みながら、やっぱり

従事する方のですね、意識を段々とそういう形というかですね、農村ＲＭＯって言葉

で言うのは簡単なんですけど、この組織づくりって、国も農村ＲＭＯを作るなら定額

で１，０００万円補助するよとかですね、指し示している部分もあるんですけど、や

っぱりそれだけ組織づくりというのは非常に大変だという部分、お金をあげるから作

ってといって、それが長続きするわけはないんで、そういった部分も含めてですね、

しっかり話し合いというか、そういう意識の共有は皆さんできていると思いますけ

ど、じゃあ、それをどう続けていくのかという部分に対して、やっぱり村が旗を振り

ながらですね、しっかり地域と寄り添って、色んな形でそういう組織化ができないと、

やっぱり農業というのは、これから続けていくことは、できないと断言するのは厳し

いんですけど、難しいなというふうに思っておりますので、また、今後ともですね、

経済常任委員会のみならず議員の皆様、また農業委員会の方々、農林業振興協議会に

携わる皆さん、そういった方とですね、共有しながら進めていきたいというふうに思

っております。以上です。 
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 議  長  ５番 梶原伯夫議員 

 ５  番  ごめんなさい。一つ最後に言い忘れておりました。 

 先ほど和田議員が配りました資料ですね、個人名が入っているところがありますの

で、取り扱いには十分注意をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 休  憩  

 議  長  １１時まで休憩します。 

（１０時５１分） 

 再  開  

 議  長  休憩前に続き、会議を再開します。 

（１１時００分） 

 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員の質問を認めます。 

８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  私は、株式会社宝珠山ふるさと村について、質問をいたします。 

 株式会社宝珠山ふるさと村は、村の第三セクターの会社で２０数年前から業務を始

めて今日に至っております。 

 なぜ、今、このふるさと村に関しての質問をするのかと言えば、第一に資本金の減

少があります。次に、ほぼ毎年赤字の決算であります。それと事業のあり方でありま

す。 

 赤字の解消に打つ手がないと、私どもの議会の、ふるさと村の決算の収支説明の時

に、取締役はそういうことを言っておりました。 

 そのことを踏まえての質問になりますが、私は、その専務の言った言葉は、それだ

け困っているというふうに受け止めております。 

 私どもが決算報告を毎年受けておりますが、受けるだけでは役目を果たしてないと

いうふうな気持ちがあります。 

 株式会社宝珠山ふるさと村のために少しでも役目を果たせるようにと思い、これか

ら質問を順次行ってまいりますが、決してこの質問が蒸し返しの質問でないことを、

あらかじめお断りをしておきます。 

 それと正式名称は、株式会社宝珠山ふるさと村でありますが、この質問から略して

ふるさと村と言わせてもらいますので、よろしくお願いをしておきます。 

 当初の開業から２０数年の年月が経っておりますが、立ち上げ当時の質問について

は、たぶん資料を探りながらの答弁だろうと理解をしております。しかしながら、な

るだけ詳しい答弁をよろしくお願いをいたします。 

 私も今度のこの質問については、前の先輩議員から当時の資料をお借りしての質問

になります。 

 私は、この宝珠山ふるさと村の立ち上げの時は議員ではありませんでしたので、直

接的な建設等には関わってはいませんが、当時私は農協職員で営農センター勤務と、

それから農林業振興協議会の事務局員でもありましたので、関係する団体として協力

をしてまいっております。 

 平成１５年の２月の２６日から２７年に、愛知県の足助（あすけ）町というところ

に視察に行っております。この地域は匠の技と言いますか、じじばば工房で、お年寄

りがハムとパンを作っているとこ、それから先ほど言った個人の匠的な技を、何と言

いますか、披露しているような地域でありました。 

 それから平成１５年３月１５日の日曜日でありましたが、このいずみ館の前で、山

の匠のフェアということで、宝珠山の産物それから加工品の販売、実演会にも私は参

加をいたしております。 

 このような視察、行事に参加をしておりますので、少しは理解しておりますが、最
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初の質問ですが、平成１６年にはふるさと村が設立された背景は何かを、まずお尋ね

したいと思います。 

 議  長  村長 

 村  長  株式会社宝珠山ふるさと村、これについては、背景と申しますか、平成１３年１２

月にですね、旧宝珠山村にはなりますが、宝珠山村第２次総合計画、その策定にあた

り３０人委員会というものを設定いたしまして、３つの部会の中で、第１部会の中で

協議を行い提言があった部分。 

 ３つの提言がございまして、ちょっと引き抜いておりますけどですね、その当時の

宝珠山荘を子どもたちへ村の歴史、文化、誇りを使える社会教育施設として整備活用

をする。文化・歴史資料館の建設や旧保育所の活用などにより、文化を活かす場を作

る。歴史、文化的資源の保存や修復、そういったテーマの提言がありまして、それを

受けてですね、総合計画を作成、その中でシンボル事業というテーマを設定をいたし

まして、その中の山村の魅力づくりとして山村文化館の整備、定住環境づくりの産

業・文化の担い手の組織づくりとして山村文化産業事業団の設立が計画の中で謳われ

たものでございます。 

 その後ですね、平成１４年、１５年と協議を重ねまして、ハード事業として旧宝珠

山荘を解体復元をし山村文化館、現いぶき館を整備しております。これについては、

国土交通省の地域間交流支援事業という補助事業と過疎債を利用して建設をしてお

ります。 

 それに伴うソフト事業として、文化振興また交流促進、産業活性化等を推進する組

織として、平成１６年４月の３０日に第三セクター株式会社宝珠山ふるさと村が設立

されたという経緯になっております。 

 いぶき館、ハードをですね、建設する背景といたしましては、当時組合立の東峰中

学校のグラウンドの拡張のために宝珠山荘所有者より建物と土地を買収いたしまし

て、工事の兼ね合いもあり現存する宝珠山荘の建物をどう保存活用するか、そういっ

たものの視点からですね、３０人委員会をするにあたっての重要なテーマになった。

その中でこういう経緯で整備が進められたというふうに理解をしております。以上で

す。 

 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  今、村長が背景を答弁で言われましたように、私もそのような事業を行う施設だろ

うというふうに思っておりました。山の匠の色んな手作りのものなどを集めて、そう

いうふうな事業等も行うのかと思っておりましたが、違っていました。 

 最初の、旧宝珠山村からの広報それから計画を読み解けば、公共的な事業を行うこ

とがこの事業の中に含まれているというふうに思います。 

 私も議員になって、ちょうど最初の１８年の６月議会ですが、最初の新人議会の時

に、最初の質問がこのいぶき館の質問でありました。「いぶき館のさらなる活用を」

ということで題して議会だよりにもこれは掲載されておりますが、６月と９月にもこ

のいぶき館についての今後の問題として質問をいたしております。 

 私は、当時の村長から、このふるさと村の事業は公共性が６０％だというふうな答

弁をその当時受けております。旧宝珠山村の情報発信も兼ねているというふうな答弁

だったと記憶をいたしております。 

 そこでもう一度村長にお尋ねするんですが、最初の目的としてどのような事業、あ

るいは活動を計画していたのか、お尋ねいたします。 

 議  長  村長 

 村  長  ハードとしてのいぶき館、また運営としてのふるさと村、ふるさと村と言わせてい

ただきますが、の部分で言いますと、いぶき館については、やはり村の歴史、炭鉱の
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歴史やですね、産業を伝える施設、それに併せて地域間交流事業という補助の中で、

やっぱりその当時県に８つの村がございましたが、８つの村を繋いで、地域の間で色

んな役割をしながら機能を持たせるという形で、整備をされたというふうに、ちょっ

と調べた中ではございますが、なっております。 

 その中で、ふるさと村、当初の定款、設立にあたっての定款、これについては１３

の項目が事業内容として上げられております。 

 特にこの中で、一番最初に上がっているのが、地方公共団体からの委託を受けた施

設の管理運営、これは当然いぶき館も含まれますし、その当時ですね、当初において

はほうしゅ楽舎、岩屋キャンプ場、その後ですね、棚田親水公園、また岩屋湧水等の

ですね、指定管理を受けているというところになっております。 

 あと②として飲食店の経営、③として宿泊施設の経営及び利用の企画、これはほう

しゅ楽舎が入るのかなというふうに思っております。 

 あと農産物の加工販売、これは数年後になりましたが、色んな特産品の加工等もで

すね、取り組んでいるところで、現在もですね、行っているところであります。 

 その他の部分については、色んな旅行プランとかネットの関係とかツーリズムの促

進、また、イベントの企画とかですね、そういった項目は上げられておりますが、主

にこの４つを当初から現在にかけてですね、事業を行う部分で定款として示されてい

るところでございます。 

 こういう形で、旧宝珠山村の時代に設立された組織ではございますが、東峰村にな

りましても村の振興発展を目指し事業展開をしているところでございます。以上で

す。 

 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  旧宝珠山村の広報で、平成１５年１１月号にこのふるさと村の運営方針と言います

か、そういうものが広報されておりました。 

 そこには３つの文章で書かれていたんですが、１つは、山村文化館は村民が集い、

学び、さまざまな人と交流し対話をする機会を生み出す施設として運営をする。２つ

目には、山村文化館は、あらゆる来訪者にとって異文化との出会い、懐かしい時代と

の出会い、地域を超えた対話と交流を生み出す施設として運営をする。３つ目に、固

定化された展示館ではなく、新規の施設を活かした物販、情報交流、住民活動のワー

クショップ、映画上映など、イベント開催など賑わいを生む自由な現代の山村文化サ

ロンとして運営をすると、これはいぶき館のことであります。 

 いぶき館の活用はこのように運営方針として、旧宝珠山村広報の平成１５年１１月

号掲載分に載っておりました。 

 先ほど村長、事業のこと答弁してもらいました。定款がありますので、その定款に

沿った事業ということはもちろん考えられるということはあります。 

 先ほど言ったようないぶき館の活用で、建物が山村文化を伝えるとか公共性重視の

交流事業を行う施設なのか、あるいは経済の拠点としての経済活動を行い村の産業振

興をするつもりだったのか、そういうことを含めて総合的事業活動を行う施設だった

のかを、もう一度村長に改めてお尋ねします。 

 また、いぶき館については、カフェレストランの合併浄化槽問題等も当時ありまし

たので、当時のカフェレストランの来客数など、そういうふうな具体的な計画も併せ

て、分かる範囲でお尋ねしたいと思います。 

 議  長  村長 

 村  長  当時の資料を読み解くしかちょっと方法がないんですが。 

 いぶき館につきましては、一つは先ほど申したとおり、村の産業文化、炭鉱の歴史

という部分をネットワークで繋いで情報発信を行う。それと、やっぱり多目的な交流
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ターミナルとしてですね、人が集まりそこで時間を過ごしていただいて、カフェレス

トランという名称もございました。そういった形で経済としてですね、お金を落とし

ていただく、お金を使っていただく施設という形で、テーマとしてですね、されてい

たというふうに思っています。 

 その中で、当初の事業計画というのが、ちょっとうちにあるのが運営実施計画とい

う平成１６年３月に作られたものしかございませんが、その当時ですね、実施計画の

平成１７、１８年度の収支計画については、目標数字の２分の１の来客を考えて、収

入としては４，１００万円の収入を計画をしていたというところでございます。 

 その中で、やっぱり運営するにあたっては、この金額ではやはり少ないので、その

後ですね、これはいぶき館だけの収入で計画がされていた数字でございます。あと、

それにほうしゅ楽舎の連携による旅行商品の開発などですね、収入アイテムの確保が

重要であるというところで、翌年度、翌々年度の計画のほうに反映をして発展をさせ

ていきましょうという形で、特産品の開発も当然販路開拓を行っていって、事業とし

てですね、しっかり広げていくという計画がされているものであります。 

 その計画の中では、１７、１８年の当初計画、２０年の中期計画、２５年の長期目

標に基づく計画が示されているところでございますが、平成２０年度計画において、

これは自分も認識があれだったんですけど、総合交流ターミナルという名称が出てお

りまして、これについてちょっと概要が冊子の中では見当たらないんですけど、たぶ

ん道の駅みたいなものではないかなという判断はされていたところでございますが、

そこの部分でですね、ターミナルを整備したところでは平成２０年度計画で２億５，

２００万円の販売額ですね、収支ではなくて。そのターミナルができなかったとした

ら１億２，０００万の売り上げを計画目標として掲げている。  

 その時にターミナル無しということですので、いぶき館のレストランの来客が２万

人と試算をして１，８００万円、あと特産品をその当時で導入をして４，５００万円

という収入明細の中で１億２，０００万円という部分が計画としてですね、示されて

いるというところでございます。 

 この中で、いぶき館のみを抜き出した時には、平成１７年、１８年計画で３，３７

７万２千円、そのうちレストランの部分が１９，２００人で１，８５５万２千円、２

０年度計画、２５年度計画も同様の数字でですね、計画がなされていたところでござ

います。以上です。 

 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  ちょっと答弁が被った点もありますが、質問をしたいと思います。 

 カフェレストランについてはですね、なぜそのような計画になっていたのか、理解

できないところもあります。 

 特に、カフェレストランの入込客数字については、その当時であっても、やはりそ

の数字を見れば疑問を持ったんではないかと思っております。あれだけの多数の来客

を計算上見込んでおれば、合併浄化槽が５５人槽ではなく１００人槽で設計をしなけ

ればならないはずだと思います。 

 そのことを踏まえて、次の質問を行います。 

 先ほどの答弁と被っておりますが、２０年以上の期間を超えた営業を行っている

が、ほぼ毎年赤字決算は事業計画と乖離はあるのか、お尋ねしたいと思います。 

 議  長  村長 

 村  長  赤字であるという部分、２０年間、黒字の時ももちろんございました。その黒字の

要因という部分についてはですね、さまざまな経済対策があった部分だというふうに

理解しておりまして、実際に現在ふるさと村としてのですね、収入源、やっぱり自主

財源を得ることができる部分というのが、今、水の関係と特産品という部分になって
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おります。 

 あとは村の委託された事業を行うということで、元々現在の事業においては、なか

なか黒字化が簡単にできるものではない。これは専務も言っておりますが、なかなか

難しい。それは当初に議員さんが決算の報告会の時に言われた通りかなというふうに

思っているところでございますが。 

 当初計画においては、販売計画と大きく乖離していたと考えざるを得ないという社

員さんの皆様からの報告もあがっているところでもございますが、その中の収入のほ

ぼほぼを支える予定であったレストラン事業が開業できなかったこと、これが主な要

因とは思われますが、それについては、現在ですね、皆さんの努力によってだいぶ赤

字幅もですね、少なくはなってきております。 

 これがもしできてたら、やっぱり大きな財源になったのになというのは、やっぱり

役員会の中でもですね、話されてあることではあるというふうに認識をしているとこ

ろでございます。 

 これについて、その当時のやり取りについては、さまざまなやり取りがあったとい

うふうには記憶しておりますが、浄化槽の人槽については、ちょっとどういう経緯で

こういう形になったのかという部分については、私も会議録等で見る部分しかござい

ませんので、やっぱり当初にレストランを計画していて、それができなかった。じゃ

あ、次に何をするんだという部分がなかなか視点としてなかった部分で、今の赤字の

体質というか、それがあっているという部分と、一つは途中から岩屋のキャンプ場ほ

手放さざるを得なかったという部分で、そういった部分の収入もですね、減ったとい

うところは、分析として報告というか、受けている部分でございます。 

 ですので、そういった形で、当初計画と現状としては、やはりそういった要因がで

すね、絡み合って、今の状況になっているというふうに理解しているところでござい

ます。以上です。 

 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  私の持っている資料の中にも平成１９年１０月１２日に株式会社宝珠山ふるさと

村、平成１９年度上半期業務実績報告書というのがあります。 

 その当時の代表取締役専務さんが報告された報告書でありますが、その当時の専務

さんは、平成１９年７月に新たに就任された方であります。就任３カ月後の報告であ

ると思われます。 

 その報告書の冒頭に書かれております文言には、こう書かれておりました。 

 結論から申し上げると、「会社としての形ができていないと言える」と書いてあり

ました。 

 もちろんその当時の専務さんの考えですから、それが良いとも悪いとも言えません

が、次にこういうふうに書かれております。 

 年間予算は作成されているものの、会社運営のための具体的な目標設定、事業計画

設定がなされていないと、このように報告をされております。 

 当時の専務さん、目標設定も事業計画も策定されていないと報告していますので、

事業の目標到達なんかは到底無理なことだったんだろうと推察をいたします。 

 昔のことですから、根掘り葉掘りこれを聞いたとしても何の意味もありません。 

 ですが、今はどのような計画が策定されて事業に取り組んでいるのか、村長にお尋

ねいたします。 

 議  長  村長 

 村  長  私がですね、代表取締役としてふるさと村に関わる以前のことはですね、これまで

の役員会の資料で推察するしかございませんが、以前は部門ごとの売上や経費などが

ですね、大体四半期ごとに報告がされていて、ほんと報告だけで終わっていたという
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状況でありました。これは直近の部分ですが、当時はどうであったかというのはちょ

っと分かりません。 

 その報告じゃ不十分というか、課題分析ができないと、やっぱり次年度の計画とい

うのは設定ができないという中で、現在においては毎月の部門ごとの売上と経費を報

告し、その報告に対して専務の分析と役員の評価検討を毎回行っているところであり

ます。 

 また総会に向けてですね、総会は実績、決算の報告が主になるんですが、総会に向

けて月ごと、部門ごとの詳細な年間計画を策定し、その数字ですね。やっぱり計画上

まだ黒字という計画がなかなか作れてないんですが、その数字を達成し、それを超え

るためのですね、事業の方針、事業の方向性、人をどう使っていくか、そういった部

分をしっかり精査しながら、年間事業計画を作成しているところであります。 

 その役員会の中でも新規事業とか利益を生めるような事業については、やっぱり一

度菓子製造でちょっと独断で行った部分が焦げ付いて、すごく問題になったという部

分もありましたが、やっぱり新規事業については、ある程度しっかり目標を持ちなが

ら行うのであれば、積極的にやっていくべきものではないかなというふうに思ってお

ります。 

 ただ、それをきっちり役員会の中で了解をしてですね、個人に責任が行かないよう

な形で行わなければいけない。そういった部分も含めて、最終的には今、水が当時の

半分ぐらいの利用になってますので、それをどう増やしていくかとか、そういった形

でですね、事業に取り組んでいるところでございます。以上です。 

 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  事業計画を作成して、それに沿って目標達成ができるのかというのは大事なことで

あります。私も社員さんの努力は認めております。 

 しかしながら大元の収入源が見いだせない状態だろうと思っておりますので、黒字

計画もなかなか現実的には難しいのではなかろうかなというふうに思っております。 

 次の質問に移ります。 

 旧宝珠山村からの資本金２億３，５００万円と出資者からの６０万円を原資として

事業を行っており、先ほど言いましたように社員の努力の跡は見えるかが、ふるさと

村の今後の事業の展開と、それから村からの資本金のマイナスについて、村長はどの

ように考えているのか、お尋ねをいたします。 

 議  長  村長 

 村  長  ふるさと村の今後の事業展開、資本金のマイナスについては決算上ではあります。

決算報告等もですね、毎年議会のほうに行っておりますが、資本金については、約１

億円がですね、減少しているというのは、もう数字が示すところでございます。 

 今後の事業展開としてはですね、やはり収入源である特産品の開発、販売と岩屋湧

水の利用者の増加促進を引き続き取り組んでいく旨を聞いております。 

 また、特産品に関しましては、ジビエを使用した新商品の商品化に向けて取り組ん

でいくほか、自社商品の販売だけでなく村のブランド認定品、小さな宝の販売にも積

極的に関わって、現在も関わっておりますが、関わっていくと聞いているところであ

ります。 

 資本金のマイナスについては、ご存じのとおり赤字の累積によるもので、村として

も現在劇的な改善点というものは見いだせない状況ではありますが、過去３年度につ

いては、特産品の販売や新規受託事業を社員一丸となって取り組んだこともあり、赤

字が着実に減少しているという報告というか、数字がですね、出ているところであり

ます。 

 これからちょっと一般論にはなりますが、何より資本金が減ってる。これがですね、
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自分は資本金というのは貯金ではなくて借金であるというふうに認識を持たないと、

会社は良くなっていかないというふうに思っておりまして、その旨は役員会等でも共

有しているところであります。 

 通常会社が新規収益事業に取り組もうとする時は、事業計画を作り、金融機関等に

融資をお願いし厳しい審査を受け、利益を出し借金を返済するという流れがあります

が、ふるさと村においては、資本金をどちらかと言えば留保金みたいな意識がこれま

でずっとあったというふうに思っております。 

 ですので、資本金が減っても貯金が減ったぐらいの感覚しかないと感じられるとこ

ろも正直ありまして、貯金を少しでも減らさない努力しかしていないような気がして

おります。 

 ふるさと村の収益源は現在のところ、水と特産品、また移動スーパーの手数料しか

ないと思っております。そのことを役員会でも常に確認をし、水汲み場のＰＲ、特産

品の開発と販路開拓などの取り組みをしっかりやって、現状の事業の内容でも赤字解

消ができる目標に向けて努力をしているところでございます。 

 今後は移動スーパーとコンビニの連携によるさらなる収益構造の構築や新規特産

品開発への投資、投資は通常の会社であれば融資で資金確保するのですが、ふるさと

村は赤字ですが、無借金経営でございます。収益事業のための投資は必要だと思って

おりますので、先ほどのように、しっかり役員会もしくは全体の中でですね、事業内

容を厳しく精査する中で、やっぱりゴーサインを出す勇気というものも必要ではない

かなというところを、そういう取り組みをしないと経常的な黒字化は難しいのではな

いかと思っているところであります。 

 併せて、当初のふるさと村のですね、設立目標を見ると、どちらかというと現在、

宝珠山の観光協会的役割を担う部分もですね、当初の部分では見られておりまして、

今回１２月１日に設立したと言っておりました「東峰むらたび観光局」のですね、目

標とほぼほぼ合致する部分がございます。 

 観光や仕事、人材、食に関する部分、その当時その設立理念を踏まえて、計画どお

りの事業展開ができていればですね、ちょっとタラレバの話にはなりますが、この村

はかなり違ったものになっていたのではないかなというふうに思っているところで

ございます。 

 ただ、現状からですね、どう良くしていくか、これについて、しっかり村としても

ふるさと村に関わっていきたいというふうに思っております。以上です。 

 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  先ほど村長の答弁の中でジビエという言葉が出ましたので、有害鳥獣対策協議会の

会長である村長と副会長の私共々、これについては頑張っていきたいと思っておりま

す。 

 今、村長の答弁を、長かったために私も理解するには至っておりません。後で議事

録を確認して、私の質問と合致しているかどうかは、確認してみたいというふうに思

っております。 

 その中で、資本金の減少についての言及が少しありました。私はやっぱり事業計画

が達成されて、さらなる投資を行う自体ならば、この資本金のマイナスというのは、

色んな面においてあり得ることもあるのかなと思いますが、やっぱり２０数年来２、

３回は黒字の年度があったとは思っておりますが、やはり資本金といえども旧宝珠山

村に来た基金の関係の、村民の血税の減少だと言わざるを得ないのかなというふうに

思っております。 

 村長の答弁の中にも販路開拓等に取り組んで、現状でも赤字解消に努力をするとい

うふうな言葉があったというふうに思います。 
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 旧宝珠山村が経済の浮揚と考えたこの事業は活かさなくてはならないと、当時を知

っている私とすればそう思っております。 

 最後の質問ですが、株式会社宝珠山ふるさと村の今後の有効活用をどのように考え

るのかであります。 

 今現在ふるさと村はいぶき館、棚田親水公園、岩屋湧水、移動スーパー、それから

村の特産品の販売等々を行っております。その中で特産品の販売数が少ないのは厳し

い面がありますが、と言ってもなかなか特産品を作り出すことは難しいというふうに

思います。やはり村の中の農産業それから色んな商業等の振興発展がなければ、特産

品を作り出すというのは並大抵のことではないというふうに思っております。少量品

目の特徴的な売り方は考えられるかもしれませんが。 

 いずれにしましても赤字だから無くせとは言えません。やはり当時の旧宝珠山村が

考えた第三セクターの意義をもう一度考え、東峰村での有効活用のベストは何かある

のか、村長にお尋ねしたいと思います。 

 議  長  村長 

 村  長  議員さん言われるとおりだというふうに思っております。 

 特産品の話をしていただきました。特産品についても、これはもうふるさと村じゃ

なくて村の産業振興全体に関わる部分ではございますが。 

 イベント等での売上、また道の駅での売上、それについてはそこまで大きな金額で

はございません。やっぱり一番大きいのは生協さんとかですね、そういったカタログ

のほうに載せていただく、これが結構やっぱ集中して数が出るというのもございます

ので、そういった営業行為と言いますか、広げるための活動は随意行っているところ

でございます。 

 現状の事業を続けていくだけでは、やっぱり利益を出すことはできないのかなとい

うふうに思っております。 

 先ほど言っておりました、議員さんの話にもありました、現在ふるさと村が持って

いる手駒の中で、さらに伸ばせるものを伸ばしつつ、新規事業への積極的なチャレン

ジも今じゃないとできないのかなと思っております。人も必要だと思います。 

 資本金を取り崩してもしっかり投資をし、利益として回収できる事業を考えていか

なければいけないというふうに考えて、一緒にですね、役員会の中でも認識を持って

いるところであります。 

 ふるさと村に限らず村内には小石原陶の里、鼓の里、ふるさと村、あと竹棚田、ま

た農業生産法人などですね、地域振興のための組織が数あります。村としては、そう

いった団体とネットワークを持ちながら、継続的に村に訪れる人、関係人口を増やし

お金を落としてもらい、経済の好循環を作らない限り、やっぱり住民の感情として前

向きになりにくいなというふうに思っておりますので、その中でもふるさと村は村全

体を見渡したときに、村の将来また経済を担っていく存在だと思っております。 

 もう少し時間はかかると思いますので、当面は第三セクターとして指定管理以外で

の移動販売、ほうしゅ楽舎の経営など、村が直営できない事業を請け負っていただい

たりする中で、やっぱり今後利益が確保できる事業の展開をですね、考えていきたい、

そのための組織として十分担っていける存在であるというふうに思っております。以

上です。 

 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  株式会社宝珠山ふるさと村については、やはり第三セクターを活かせるような、そ

ういうふうな事業をこれからも頑張って取り組んでいただきたいというふうに私も

思います。 

 やはり行政の下、民間の効率性を活かして、地域振興や公共サービスの提供を目指
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す組織としても頑張ってほしいなというふうに思っております。これからふるさと村

がやる事業あるいはやれる事業などが出てくるかもしれません。 

ただ、事業を進捗するためには、やはりマンパワーが足りないのではないでしょう

か。事業をする上においてはやっぱりどうしても人手は要ります。現在の陣容で、次

の新しい仕事とか色んな事業に取り組むというのは、なかなか難しいこともあるんじ

ゃないかなというふうに思っております。私は、ふるさと村のさらなる発展を願って

おります。 

 村長で、それから社長でもある眞田村長、あなたがやっぱりふるさと村の方向性を

示すべきだろうと思っています。リーダーは方向を示さなければ、やはり部下は付い

て来ません、やはり確固たる色んな思いの中で、このふるさと村の経営を行っていく

と。役員会とか、それから社員の前でもやっぱり𠮟咤激励をして、奮起をやっぱり促

してほしいというふうに思っております。 

 最後に、村長の考えを聞いて、私の質問を終わります。 

 議  長  村長 

 村  長  ありがとうございます。 

 この部分についてはですね、しっかり会社一丸となってですね、今取り組んでいた

だいております。その分についてですね、しっかり努力と申しますか、力をいただい

ていることについては、村長としてもですけど、社長としてもですね、感謝を常に申

し上げているところであります。 

 一つ今現状で言ってるのは、やっぱり岩屋駅周辺、今水汲み場がございますが、や

っぱり岩屋の水を活かした産業振興を行うにあたって、やっぱり地域と一体となって

取り組まなければいけないんですけど、やっぱりその中心としてふるさと村があるべ

きという話はしておって、その分についてはしっかり方向性について、順次行ってい

るところであります。 

 村の中でもですね、農業の問題、またこういった特産品の問題、特産品は農業と直

結いたしますので、そういった部分についても今後「東峰むらたび観光局」というも

のもできます。産業としてですね、どうやっていけるのか、地域の力をどうやって続

けていけるのか、その中でやっぱりふるさと村、一応宝珠山という名前は付いており

ますが、やっぱり村全体を視野に入れながら、小石原のほうにも会社はですね、地域

振興の会社はございますので、協力をしながらですね、やっぱり全体を見て、やっぱ

り力を発揮しなきゃいけないというふうに思っておりますので、その分について、ま

た今後ともですね、さまざまなご意見とご助言をいただければというふうに思ってお

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 散  会  

 議  長  以上で一般質問を終わります。 

 これをもちまして、本日の会議を終了します。 

 明日１１日は、午前９時３０分から開会します。 

 本日は、これにて散会します。 

（１１時４４分） 
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 開  議  

 議  長  おはようございます。 

 ただ今の出席議員数は、９名です。 

 定足数に達していますので、本日の会議を開きます。 

 議事日程については、お手元に配布のとおりであります。 

（９時３０分） 

 議  長  これより、各議案の質疑、討論、採決を行います。 

 日程第１   

 議  長  日程第１ 承認第４号「専決処分の承認を求めることについて（専決第４号）」を、

議題といたします。 

 説明は終わっていますので、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 ご意見はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですので、討論を終結します。 

 採決します。 

 承認第４号「専決処分の承認を求めることについて（専決第４号）」を、お諮りい

たします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 

 よって、本案は、承認することに決定しました。 

 日程第２  

 議  長  日程第２ 議案第４５号「東峰村特別職の職員の給与等に関する条例及び東峰村議

会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」

を、議題といたします。 

 説明は終わっていますので、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。 

 ご意見はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 議案第４５号「東峰村特別職の職員の給与等に関する条例及び東峰村議会の議員の

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を、お諮り

いたします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第３  
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 議  長  日程第３ 議案第４６号「東峰村一般職の職員の給与に関する条例及び東峰村一般

職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を、議

題といたします。 

 説明は終わっていますので、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  総括して２点ほどお尋ねしたいと思います。 

 まず、一般職の給与についてであります。 

 令和５年、令和６年のラスパイレス等を調べてみると、４．２％下がっているとい

うふうな数字が県のほうからも公表されておりました。現在、東峰村職員の給与の位

置についてはどのようになっているのか、お尋ねしたいと思います。 

 議  長  総務企画課長 

総務企画課長  ラスパイレス、国家公務員の水準を１００とした場合のポイントでございますけれ

ども、今現在、言われていますとおり、６年度が９２．６と４．２ポイントほど下が

ったというところで、県下での水準という形でよろしいでしょうか。 

 というと、位置的な問題で、平均よりは若干下になると思います。以上です。 

 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  今、総務企画課長言われたとおり、令和５年が９６．８％、令和６年については９

２．６％ということで、県下で、こういう言い方は失礼ですが、下から２番目ぐらい

の位置にあるのかなというふうに思っております。 

 あえて、何で、ここでこれを聞いたかというと、やはり優秀な人材等々するために

は、ある程度の職員の給与というのはやっぱり確保しながら、この行政を運営しても

らいたいという気持ちで、この質問をいたしました。 

 次の、もう一つですね、この資料、議案の４３ページにあります東峰村一般職の任

期付職員の条例についてを少しお尋ねしたいと思うんですが、第７条のほうに号給し

かないんですね。１から５号給までしかない。 

 ということは、一般的にある何号俸、何等級、そういうもの等は、ここにはもうな

いのかというのと、任期付ですから、今度は１年、２年、３年、ずっと任期で採用さ

れている間の昇給的なものはどのようになっているのか、お尋ねしたいと思います。 

 議  長  村長 

 村  長  任期付職員の条例におけるこの第７条の規定においては、いわゆる特定任期付職員

ということで、いわゆる弁護士さんとか、特定の高い技能を持った方に対する給与表

の適用になっております。 

 通常今、うちの村でお雇している任期付さんについては、一般職の給与表の中の一

番下の再任用職員ですね、その給与表を適用させていただいております。それぞれの

役職において、これで１号と書いてます。１級、２級、３級における部分で、主査級

であれば４級だったかな、そういう給与表を適用させていただいております。 

 質問にありました昇給については、結論としてはございません。その号給を適用す

るということで、ベアというか、人勧に関する部分のスライドは当然行います。 

 あとが、一応任期付さんが原則３年で、特に延長して５年においての期間という形

で設定がされておりますので、その期間の間における昇給については、無いというこ

とでございます。 

 ラスパイレス、先ほど平和６年の９２何某の分については、県内の順位においては

５７番目ということでございました。議員さんの考えている部分だと思っておりま

す。 

 ラスパイレスの要因については、これについてはもうご存じのことと思いますけ
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ど、５年ごとの職員層における国家公務員との比較をしている分でございます。 

 これまで災害前においてはですね、うちも９６、９７、その辺りのパーセンテージ

でございました。今が特に低いというのが、やはり任期付さんの部分とかもいろいろ

と職員の数値の中に計算上入ってきておりますので、その分でちょっと低めに出てい

るという実情はあるということでございます。 

 近隣の自治体と比較しても、やっぱりそこで給料が低いとなると、選択の中で良い

人材を揃えられない。もうこれは議員さんの思っている課題そのままでございますの

で、一般職における給与体系においては、他の自治体と違いというか、にある程度合

わせているというところでですね、ですが、それはラスという数字の中できっちりと

反映されるかというと、色んな計算の要因があって、今の数字が出ているということ

でございます。以上です。 

 議  長  ６番 高橋弘展議員 

 ６  番  ３点ほど質問したいと思います。 

 ３３ページ以降ですね、行政職給料表のところなんですけど、全号給に関して改正

がかかっているかと思います。そのうえで新規採用の方々の初任給が高卒、大卒で、

この変更によっていくらになるのか、お尋ねいたします。 

 議  長  村長 

 村  長  すみません、自分の記憶の中、もし違ってたら後で修正させていただきますが。 

 高卒のですね、行政職の新規採用の初任給というのが１号級の９号に、今確か適用

していたと思いますので、１９万４千５百円が２０万６千７百円に、この給与改正に

よって変わるということでございます。 

 大卒につきましては、それから１６下りますので、２５というところで、その給与

表の改正をですね、ご覧いただければというふうに思っております。以上です。 

 議  長  ６番 高橋弘展議員 

 ６  番  続いてなんですけれども、大体３５、３６、３７ページぐらいなんですけれども、

各級においての号給が、改正前から改正後で、改正後に無くなっている号給があって

たりしますけれども、これはどういった意味合いからでしょうか。 

 議  長  総務企画課長 

総務企画課長  こちらのほうがですね、今回の国の改正表にあわせてですね、やっておりますので、

今回の中で、要するにこの号給から下は無くなったということになります。 

 議  長  村長 

 村  長  給与表の改正の中で、前の部分についてはもっと下まであった分が、今の改正では

なってないという部分だったと思います。 

 元々の給与表がですね、ある中で、例えば３級、４級あたりにおいて、給与表の下

限を超えて昇格をしない方という方が従前おられましたんで、そういった分において

下駄を履かせるという表現もするんですけど、給与表を便宜上延ばしていたという経

過がございます。 

 現状のところその対象となる方がいないということで、今回の改正においては、そ

この部分については、元に戻したという形になっているところでございます。以上で

す。 

 議  長  ６番 高橋弘展議員 

 ６  番  最後なんですけれども、今回は一般職、任期付職員ということなんですけれども、

会計年度職員については今回改正があっておりません。今回の一般職の給与改善と言

いますか、この改正を行うと、また会計年度との差が開いてしまうのかなというとこ

ろで、会計年度職員の処遇改善等はどうなるんでしょうか。 

 今回、会計年度の改正がない理由について、お尋ねいたします。 
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 議  長  総務企画課長 

総務企画課長  会計年度職員の関係につきましてもですね、今回は行っておりませんが、３月議会

にてですね、議案のほうを上程させていただきたいと考えております。 

 今回出さなかった理由としましてはですね、遡及の関係がございましたもので、今

回は会計年度職員さんは、３月に議案を上程することでしております。以上です。 

 議  長  ないようですから、質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 ご意見はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 議案第４６号「東峰村一般職の職員の給与に関する条例及び東峰村一般職の任期付

職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を、お諮りいたし

ます。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第４  

 議  長  日程第４ 議案第４７号「東峰村過疎地域持続的発展計画の変更について」を、議

題といたします。 

 説明は終わっていますので、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。 

 ご意見はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 議案第４７号「東峰村過疎地域持続的発展計画の変更について」を、お諮りいたし

ます。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第５  

 議  長  日程第５ 議案第４８号「令和７年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第５号）」

を、議題といたします。 

 説明は終わっていますので、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

６番 高橋弘展議員 

 ６  番  ５８ページをお願いいたします 

 ２款１項５目財産管理費の設備修繕費に関してです。 

 旧アクアクレタの給湯設備の漏水ということで、結構額が高額となっております。 

 この度１２月にプロポーザルと言いますか、審査があって、一応候補者が決まって
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いるかと思います。 

 この設備が果たして必要なものなのかというのか、そもそもこれが必要設備という

ことでプロポーザルにかかっていたのか、ちょっと７７０万の給湯設備というとちょ

っと高額なのかなと思って、どういった範囲の給湯設備なのか、まずご説明をお伺い

したいなと思います。 

 議  長  総務企画課長 

総務企画課長  まず、こちらの給湯設備の関係でございますが、こちらはアクアクレタにする際に、

改修の形というか、アクアクレタをする時に付けられたものでございます。 

 全館に給湯、宿泊施設ですので、そういう配管がされております。その分での給湯

設備で、物自体は結構デカいんですけども、３連ユニットになっておりまして、1棟

が調理場、それとか２棟目が２階全域、３連目が１階フロアとか、そういう形になっ

ております。 

 この設備のほうを管理するところで、総務企画課の管財係のほうが破産管財人から

のこの公共物の引き渡しを受けて、令和６年の５月から管理という形をしているんで

すけど、令和７年の２月にですね、先日言いましたとおり、寒波におきまして、その

中の配管というか、そのユニットの中の配管が破れたことによりまして、漏水が全部

の機械にあたったような形になって、ちょっともう破損してしまっているという形で

ございます。 

 状況的には、そういった状況を、今回、先ほど議員さんが言われるとおり、アクア

クレタの候補者等々が決まっておりますので、原因的には村が管理してた時にです

ね、そういう破損が起きたので、早急に修理というか、復旧する必要がございました

ので、補正で上げさせていただいたところでございます。以上です。 

 議  長  ６番 高橋弘展議員 

 ６  番  壊れてしまったものはしょうがないんですけど、アクアクレタを整備したって、前

回開業したのが令和２年ぐらいだったと思うんですけれども、それから５年余りで破

損して７７０万の修繕というのはちょっと高すぎやしないかと。ライフサイクルコス

トを考えたとしても、５年償却のものではないような代物ではないかなと思います

が、その辺の管理についてはいかがなんでしょうか。 

 議  長  総務企画課長 

総務企画課長   これ言いますと、言い訳になってしまうところが多ございます。 

 管理におきましてはですね、十分総務企画課としましては、管理において結構電圧

とかもかかっておりましたので、高電圧関係はもうちょっとうちのほうが管理すると

きに落とした。もちろん低コストで管理しなければなりませんので落としたり、水の

関係もですね、結構管理上では不用なので閉めたりもしてたんですけど、やはり中の

溜水というところまではですね、どうしても管理上できなかったもので、冬場に漏水

が起きたというところが原因ではございます。以上です。 

 議  長  村長 

 村  長  アクアクレタの分については、管理の状況については、先ほど課長が申したとおり

ではございますが。 

 施設の部分の給湯ボイラーについては、見えるところになかった部分もございまし

て、先ほど言ったとおり、電気をですね、止めておいた部分において、そのフォロー

する凍結防止の機能が動かないというのを職員が十分理解しないところで、やっぱり

水抜き等の作業をですね、行っていなかった。これは、先ほど申したとおりでござい

ます。 

 それが、やはり常に人がいなかったんで、発見が遅れた分があって、その分が機械

全体に被害を及ぼしたということで、今回の分については、そういった事情において、
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やっぱり次の業者に引き渡すときにですね、そういう不具合は解消して渡さなければ

いけないので、今回の修繕費を上げさせていただいたというところでございます。以

上です。 

 議  長  ６番 高橋弘展議員 

 ６  番  別の質問です。 

 議案説明の際に、補足資料として提出していただいた６ページをご覧ください。 

 ８款１項５目の水源保全事業費の水源涵養基金への戻入というところについてで

す。 

 理屈としては理解はできるんですけれども、予算組みのところについてお伺いした

いのが、基本的に支出されているこの事業内容において、充当額を、結構支出額とい

うか予算規模に合わせて充当額を当てはめているわりには、充当額のうちの対象事業

があまりにも小さすぎるような気がして、今回結構大きな戻入額というのが出ている

ような気がして、なんか事業全体にこの水源涵養基金を一旦どーんと充てときなが

ら、なんか対象事業が少なすぎるようなこの予算組みの仕方なんですけども。 

 大体この小石原地域でやれる事業というのは読めるので、それに併せてされておか

ないと、結局のところなんか当初の予算の時には、水源涵養基金でできるのかなと思

いながら、結局は一般財源じゃないですかというところに見えてしまうので、一体こ

のちょっと予算組みの仕方というのは、どうなっているかだけ説明をお願いしてもよ

ろしいでしょうか。 

 議  長  農林建設課長 

農林建設課長  ご質問にお答え申し上げます。 

 確かに予算組みのところでですね、昨年度もこういったやり方をやっているのを分

かりましてですね、実際のところ本来あるべき姿というのは、私が思うのは、実際小

石原地区という限定されたところに限ってますので、予算の配分のところで充当する

額というのは大枠分かっておりますので、一般財源と基金と分けてですね、配分する

というのが妥当な考え方だと思ってますので、そこは事業課、担当課の農林建設課の

ほうとですね、予算の配分の総務企画課とのですね、調整不足があったのかなと今感

じてますので、今後見直ししていくようなところが必要になってくると思っておりま

す。以上でございます。 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。 

 ご意見はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 議案第４８号「令和７年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第５号）」を、お諮

りいたします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第６  

 議  長  日程第６ 議案第４９号「令和７年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補

正予算（第１号）」を、議題といたします。 

 説明は終わっていますので、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 
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 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。 

 ご意見はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 議案第４９号「令和７年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第

１号）」を、お諮りいたします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第７  

 議  長  日程第７ 選挙第２号「福岡県介護保険広域連合議会議員の選挙について」を、議

題といたします。 

 福岡県介護保険広域連合規約第８条第２項の規定により、関係市町村の議会の議員

及び長のうちから１名を選挙するものであります。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条２項の規定により指名推薦にしたい

と思いますが、これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認め、選挙方法については、指名推薦で行うことを決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法は、議長が指名することにしたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認め、指名の方法は、議長が指名することに決定をいたしました。 

 福岡県介護保険広域連合議会議員に、東峰村長 眞田秀樹氏を指名します。 

 お諮りいたします。 

 議長が指名した東峰村長 眞田秀樹氏を当選人と定めることにしたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認め、ただ今指名しました東峰村長 眞田秀樹氏が、福岡県介護保険広

域連合議会議員に当選されました。 

 会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

 日程第８  

 議  長  日程第８ 「閉会中の継続調査申出書」を、議題といたします。 

 本件につきまして、議会運営委員会、各常任委員会、議会広報特別委員会から、閉

会中の継続調査申出がなされております。 

 お諮りします。 

 委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定をい

たしました。 
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 閉  会  

 議  長  以上をもちまして、本定例会に付議されました案件の審議は、すべて終了いたしま

した。 

 村長よりあいさつの申し出があっております。 

 これを許可いたします。 

村長 

 村  長  閉会にあたりまして、一言お礼を申し上げます。 

 １２月９日から本日まで令和７年第７回東峰村議会定例会を開催し、議員皆様の慎

重審議をいただき、執行部より提案をいたしましたすべての議案等について、原案ど

おりご可決いただきましたことを厚く御礼申し上げます。 

 議案審議の中でいただきました貴重なご意見、ご提言につきましては、今後の行政

運営にしっかり生かしていく所存であります。 

 さて、あっという間に今年も残りわずかとなりました。皆様ご存じのとおり、先週

６日からＢＲＴひこぼしラインの眼鏡橋のライトアップが始まりました。 

併せて、１４日からはＢＲＴのしゃくなげカラー、水郷カラー、棚田カラー、この

３色のＢＲＴにゲームキャラクター、スーパーマリオのキャラクターがラッピングさ

れて、沿線の皆様の目を楽しませてくれることとなっております。 

 また１３日には、宝珠山駅のカフェポポがグランドオープンをいたします。ご利用

いただき、ＢＲＴ振興、利用促進へのご協力を改めてお願いするものであります。 

 さらに１４日には、ＪＡ東峰支店においてＪＡ感謝祭が開催されます。少し天気が

心配されますが、村民の皆様に楽しんでいただければと思っているところでございま

す。 

 年末年始何かと気ぜわしい日々が続くと思いますが、議員各位におかれましては、

お体をご自愛され、さらにご活躍をいただきますよう心からお願い申し上げまして、

閉会のごあいさつといたします。お疲れ様でございます。ありがとうございました。 

 議  長  これをもちまして、令和７年第７回東峰村議会定例会の全日程を終了いたします。 

（１０時０５分） 

 上記会議の経過を記載し、その相違ないことを 

証するために署名する。 
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